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令和４年度防衛省行政事業レビュー外部有識者会合 

議事次第 

 

１．日 時  令和４年５月１６日（月） １０３０～１２００ 

２．場 所  対面会議（Ｄ棟３階第１庁議室） 

３．議 事 

（１）開会 

（２）参加外部有識者について 

（３）公開プロセスの実施について 

（４）公開プロセス対象事業の選定について 

（５）開会 

＜配布資料＞ 

資料１   外部有識者会合委員名簿 

資料２   公開プロセスの実施について 

資料３   行政事業レビュー公開プロセス対象候補事業リスト 

資料４   公開プロセス対象事業の選定（３事業）の進め方について 

資料５   概要資料 

資料６   論点等整理資料 

資料７   レビューシート 

資料８   ロジックモデル 

参考資料１ 行政事業レビュー実施要領 

参考資料２ 行政事業レビュー公開プロセス実施上の留意点について 

 



 
 

令和４年度の防衛省行政事業レビュー外部有識者会合 

議事進行 

 

№ 時 間 
所 要 

（分） 
内         容 発 言 者 

１ １０３０ １ 開会の挨拶 

大坪総括 

会計専門官 

２ １０３１ ２ 参加外部有識者について（資料１） 

３ １０３３ ３ 公開プロセスの実施について（資料２） 

４ １０３６ ４ 

公開プロセス対象候補事業リスト及び 

公開プロセス対象事業の選定の進め方 

について（資料３，４） 

５ １０４０ ８０ 公開プロセス対象事業の選定について 担当課 

６ １１５９ １ 閉     会  



 
 

令和４年度防衛省行政事業レビュー外部有識者会合 委員名簿 

（五十音順、敬称略） 

 

〇内閣官房行政改革推進本部事務局選定 外部有識者 

   大屋
お お や

 雄
たけ

裕
ひろ

  慶應義塾大学法学部 教授 

   塚原
つかはら

 月子
つ き こ

  株式会社カレイディスト 代表取締役 

   吉田
よ し だ

 誠
まこと

   関西国際大学国際コミュニケーション学部 教授 

 

〇防衛省選定 外部有識者 

    蒲谷
か ば や

 亮一
りょういち

  元横須賀市長 

   林
はやし

 敬子
け い こ

   林敬子公認会計士事務所 

   山谷
や ま や

 清
きよ

志
し

  同志社大学大学院政策学部 教授 （書面方式） 

 

資料１ 



 
 

公開プロセスの実施について 

 
 

１．日  時：令和４年６月２８日（火） １３００～１６３０予定 

２．場  所：対面会議（Ｄ棟３階第１庁議室） 

３．対象事業：３事業を予定 

 ※公開プロセスに関する詳細につきましては、｢行政事業レビュー実施要領｣をご参照

願います。 

４．参 加 者： 

（１）外部有識者 

  〇防衛省選任 

・蒲谷 亮一 元横須賀市長 

・林 敬子  林敬子公認会計士事務所 

・山谷 清志 同志社大学大学院政策学部 教授 

〇内閣官房行政改革推進本部事務局選任 

・大屋 雄裕 慶應義塾大学法学部 教授 

・塚原 月子 株式会社カレイディスト 代表取締役 

・吉田 誠   関西国際大学国際コミュニケーション学部 教授 

（２）防衛省行政事業レビュー推進チーム等 

・川嶋大臣官房審議官（統括責任者代理） 

・西村会計課長 （進行役：副統括責任者） 

・各事業原課等 （説明者） 

５．今後の予定 

５月下旬～６月上旬 事前勉強会    ※細部日程は今後調整 

６月上旬～中旬   現地ヒアリング  ※細部日程は今後調整 

６月２８日     公開プロセス当日 

 

資料２ 

 



府省名 防衛省 6月28日

事業番号 事業名
令和３年度

補正後予算額
令和４年度
当初予算額

選定基準 事業概要 具体的な選定理由 備考欄

0112
南西地域への陸自警備部隊
等の配置に伴う施設整備

21,940 24,470 ア

　自衛隊配置の空白地域となっている島嶼部へ
の平素からの部隊配備は極めて重要との考え
の下、南西地域の防衛体制の強化のため、陸
自警備部隊等の配備を目的とした施設の整備

事業の規模が大きく、又は
政策の優先度の高いもの

0283 民生安定助成事業 35,543 36,676 イ

　防衛施設の設置・運用により、その周辺地域
の住民の生活又は事業活動の阻害が認められ
る場合において、その障害を緩和するため、地
方公共団体が行う施設の整備等に対して助成
を行うものである。

長期的又は継続的に取り組
んでいる事業等で、執行方
法、制度等の改善の余地が
大きいと考えられるもの

03-0007 １２式地対艦誘導弾能力向上型 0 98 ア

　島嶼部を含む我が国への侵攻を試みる艦艇
等に対して、脅威圏の外からの対処を行うため
のスタンド・オフ防衛能力の強化のため、多様な
プラットフォームからの運用を前提とした12式地
対艦誘導弾能力向上型の開発を行う。

事業の規模が大きく、又は
政策の優先度の高いもの

0073 主機等オーバーホール 11,059 13,004 ア

　信頼性確保のため、規定の運転時間に達して
艦艇から陸揚げされた主機等（推進用及び発電
用原動機）のオーバーホール（分解、検査、修
理、組立） を実施するものである。

事業の規模が大きく、又は
政策の優先度の高いもの

0049 施設車両整備費 298 298 イ
　航空自衛隊が保有する施設車両の整備（定期
検査及び故障等修理）の実施に必要な部品及
び役務を調達する。

長期的又は継続的に取り組
んでいる事業等で、執行方
法、制度等の改善の余地が
大きいと考えられるもの

0114 Ｔ７００エンジンの整備 441 0 ア

　ＳＨ－６０Ｊの用途廃止に伴い、Ｔ７００－４０１
Ｃエンジンから再利用可能な部品を取り外し、官
給することで、効率的にＳＨ－６０Ｋ用Ｔ７００－Ｉ
ＨＩ－４０１Ｃ２エンジンを整備するもの。

事業の規模が大きく、又は
政策の優先度の高いもの

（単位：百万円）

令和４年度行政事業レビュー  公開プロセス対象候補事業リスト

・コスト低減効果の確認
・事業の継続性
・可動率の向上及び維持整備費の低減の取り組み

公開プロセス開催日

想定される論点

・離島における施設整備に関するこれまでの取組及び今後の方向性
・入札の競争性を確保する取組の状況について

・例年、予算額の一部を繰越していることから、効率的な予算要求
  及び予算執行に努めるべきではないか。
・周辺地域住民の生活の安定及び福祉の向上としての施策であり、
  その事業効果について周知を図るため、周知方法について改善
  すべきではないか。

・本件のような政策の優先度の高い事業については、官民ともに
  可能な限り事業の実施にマンパワーを集中するため、年度当初
  での契約を恒常化し、契約履行期間を最大限確保していく必要
  があるのではないか。

・現行のガスタービン機関のオーバーホール間隔の更なる延伸
　について
・海外製造元から輸入している一部部品の供給が遅延又はストップ
  するリスク及び価格高騰が進行するリスクの局限について
・業務量が非常に膨大かつ煩雑であるため、行政コスト（業務量）
  の低減について

・施設車両の特殊性と長期使用により、整備や部品の調達が可能
  な企業が限定され、調達に際し一般競争入札の場合でも一者応
  札が多い状況が続いているため、調達業務の効率化の観点から
  随意契約（公募）の活用を含め、適切な契約方式の検討が必要。

資料３



 
 

公開プロセス対象事業の選定（３事業）の進め方について 

 

１．進行時程 

№ 時 間 
所 要 

（分） 
内         容 発 言 者 

１ １０４０ ５ 
南西地域への陸自警備部隊等の配置に 

伴う施設整備 

担当課 

２ １０４５ ５ 民生安定助成事業 

３ １０５０ ５ １２式地対艦誘導弾能力向上型 

４ １０５５ ５ 主機等オーバーホール 

５ １１００ ５ 施設車両整備費 

６ １１０５ ５ Ｔ７００エンジンの整備 

７ １１１０ ３０ 質疑応答 
外部有識者 

担当課 

８ １１４０ １０ 各有識者から候補事業の選定 
大坪総括 

会計専門官 

９ １１５０ ９ とりまとめ役から３事業を選定 座長 

（参考）担当課  

ＮＯ．１：整備計画局施設計画課、施設整備官 

ＮＯ．２：地方協力局地域社会協力総括課 

ＮＯ．３：防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官（誘導武器・統合装備担当） 

ＮＯ．４：防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官（艦船担当） 

ＮＯ．５：防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官（宇宙・地上装備担当） 

ＮＯ．６：防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官（航空機担当） 

資料４ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

概要資料 

 

 

 

 

 

 

資料５ 
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南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備

〇 自衛隊配置の空白地域となっている島嶼部への平素からの部隊配備は極めて重要との考えの下、南西地域の防衛体制の強化の

ため、陸自警備部隊等の配備を目的とした施設の整備。

〇 南西地域への陸自部隊配備は、与那国島への沿岸監視部隊等、奄美大島、宮古島及び石垣島への警備部隊等の配備を行うもの

であり、駐屯地等を新設するため、隊庁舎、整備場、福利厚生施設、火薬庫、覆道射場などの施設整備を行っている。

Ｒ３年度事業番号：0112

➀ 離島における施設整備に関するこれまでの取組及び今後の方向性

② 入札の競争性を確保する取組の状況について

１．概要

２．論点

●与那国島
平成28年3月28日、
与那国駐屯地を開設

●石垣島
令和４年度末、石垣駐屯地（仮称）を開設予定

●宮古島
平成31年3月26日、
宮古島駐屯地を開設

●奄美大島（奄美市／瀬戸内町）
平成31年3月26日、
奄美駐屯地及び瀬戸内分屯地を開設

部隊等の配置に関連する主要施設
（イメージ）

庁 舎

教育訓練施設

整備工場

生活関連施設

１



施設整備に関する取組

揚重クレーンを１台あたりの能力が大きいものに見直し、台数を減らすとともに、杭打重機の台数は、通常１現場当たり１台

のところ３台に増設するほか、各種工法（基礎工法など）の変更などを行う。

１．離島における施設整備に関するこれまでの取組

（１）建設現場における取組

（２）適切な離島等の建設工事における遠隔地からの労働者確保に要す

る費用の積算

労働者の確保の実施を反映した工事費を算定し、限られた期間

での適切な施設整備を確実に実施。

（３）情報共有システム及び局監督官用タブレットの活用、

建設現場における遠隔臨場の試行

【局監督官用タブレットのイメージ】

発注規模は、複数の工事対象を一括して発注することで大

型化するなどを検討する一方、工事内容等を勘案し可能な限

り建設業法に基づく職種毎に分離発注するとともに、土木工

事は、発注規模の分割を検討するなど、参入業者ランク毎の

業者数を勘案し、競争性が確保された発注ロットを決定。

２．入札の競争性を確保する取組の状況

（１）工事の大型化や分離など発注ロットの検討 【大型化のイメージ】 【分離・分割発注のイメージ】

（３）一括審査方式の採用

入札公告等が同一日となる複数の工事において、目的・内容が

同種で、総合評価落札方式により求める技術力審査・評価の項目

が同じであり、かつ、予定価格が同程度となる工事等を一つのグ

ループとして審査を行う一括審査方式を採用。

（２）参入業者ランクの拡大等や競争参加資格の緩和

整備対象地区における離島特有の厳しい条件下においても適正かつ円滑な事業推進を実現すべく各種取り組みを実施。

２



民生安定助成事業

防衛施設の設置・運用により、その周辺地域の住民の生活又は事業活動の阻害が認められる場合において、その障害を緩和す

るため、地方公共団体が行う施設の整備等に対して助成を行うものである。また、放送受信料の半額相当について助成を行う放

送受信障害や、生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者等を対象に、住宅防音工事により設置し

た空調機器の夏場の使用に伴う電力量料金等についての助成も行っている。

【補助事業の整備事例】

Ｒ３年度事業番号：0283

➀ 例年、予算額の一部を繰越していることから、効率的な予算要求及び予算執行に努めるべきではないか。

② 周辺地域住民の生活の安定及び福祉の向上としての施策であり、その事業効果について周知を図るため、周知方法について

改善すべきではないか。

【コミュニティ供用施設】 【公園】

１．概要

２．論点

【消防ポンプ自動車】

【冷凍冷蔵施設(内観)】

（避難施設） （消防施設） （ごみ処理施設）

【ごみ処理施設】

【乾燥調整貯蔵施設】

（農業用施設）

【冷凍冷蔵施設(外観)】

（漁業用施設）

３



入札不調、低入札調査、災害対応、用地買収に係る調整の難航等、事前に予測ができない事態が発生した場合は、やむを得ず

次年度へ予算を繰越の上、事業を実施している。

３．民生安定助成事業の繰越額推移（歳出ベース）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

５，９２９ ７，７９６ ７，８４４ （集計中）

（単位：百万円）

〇 これまで、地方公共団体の協力を得て、補助事業で整備した施設等に事業名の掲示のほか、地方公共団体及び各地方防衛局

が発行する広報誌又はホームページにより周知を実施しており、また、事業完了後に施設の利用者等に対しアンケートを実施

し、周知を図るとともに障害の緩和についての効果を確認。

〇 さらに、地域住民等に対して補助金等が防衛施設の安定的な運用に寄与することを目的としていることの理解を更に促すた

め、令和３年７月に「防衛省と地域社会との協力を象徴するエンブレム」を選定、同年１１月にその運用通達を制定し、補助

事業者に補助事業で整備した施設等へエンブレムの掲示を依頼するなど、事業効果について周知を図るための取り組みを推進

している。

〇 エンブレムについては、これまで補助事業で整備した公園や体育館など１０施設（令和３年度末時点）に掲示している。引

き続き、地方公共団体の協力を得ながら、補助事業で整備した施設等へのエンブレムの掲示など、周知に係る取組を推進して

まいりたいと考えている。

４．周辺地域住民の生活の安定及び福祉の向上としての施策

【防衛省と地域社会との協力を象徴するエンブレム】 【エンブレム掲示事例（群馬県高崎市 体育館）】

４



１２式地対艦誘導弾能力向上型

本事業は、着上陸侵攻事態（本土及び島嶼）に際して相手の

脅威圏外である遠方から火力を発揮して、我が国への侵攻を試

みる艦艇等に対して、脅威圏の外から対処を行うためのスタン

ド・オフ防衛能力を迅速かつ柔軟に強化していくことを目的と

して対艦誘導弾の開発を行うものであり、早期に抑止力を確保

する観点から、12式地対艦誘導弾（改）等の既存の開発成果を

活用することで迅速かつ短期間で開発する計画である。

また、多様なプラットフォームに対応できる拡張性を確保し、

各自衛隊をまたいだ装備品の標準化・共通化を図るものである。

Ｒ３年度事業番号：03-0007

① 本件のような政策の優先度の高い事業については、官民ともに可能な限り事業の実施にマンパワーを集中する

ため、年度当初での契約を恒常化し、契約履行期間を最大限確保していく必要があるのではないか。

１．事業概要

２．論点

【運用構想図】

本事業は、地発型が令和３年度から、艦発型及び空発型の開

発が、令和４年度からそれぞれ本格的に開始されており、地発

型については7年度まで、艦発型が８年度まで、空発型が10年

度まで実施される予定である。

一方、令和４年度には、主に艦発型及び空発型の試作に速やか

に着手するため、契約を本年４月１日に締結したところである。
【現在の契約状況】

５



〇 12式地対艦誘導弾能力向上型の開発事業については、令和３年度より地上発射型のミサイルに関する開発事業

に着手し、令和４年度において、艦船発射型及び航空機発射型のミサイルについての開発事業に本格的に着手し

ている（令和５年度以降にも開発契約がある。）。

〇 一般的に、装備品の開発事業では、設計、試作品の製作、試験等といった開発の実務について、契約相手方企

業の技術者に加えて、各種専門のベンダー企業の多くの技術者が、相応の労力を費やして対応している。12式地

対艦誘導弾能力向上型の開発事業についても同様であり、プライム企業の他、ミサイル等の個々の構成品につい

て、それぞれ専門の製造企業が存在する。

〇 このような中で、防衛装備庁としては、可能な限り開発事業の実施期間を確保する観点から、令和４年度着手

の艦船発射型及び航空機発射型の開発契約について、国会の審議を経て予算の執行が可能となる４月１日に契約

を締結した。

〇 一方、防衛装備庁は、同契約を４月１日に締結することを目指すに当たって、前年（令和３年）の夏ころから

契約に係る一連の手続きを担当する複数の部署との綿密な事前調整を進めている。これは、国の行政機関におけ

る契約行為が会計法令等に基づき厳格な手続きを経る必要があるとともに、契約に至るまでの予算要求、仕様書

作成、調達要求、契約手続きといった多くの段階を担当する部署と共に目標設定や段取り、課題等に関する検討

を進める必要があったためである。

〇 本開発事業については、令和５年度以降も開発事業に係る契約を締結する予定であるところ、令和４年度契約

に至る経緯等を踏まえて、年度当初の契約締結を恒常的に追求するための課題をしっかりと確認し、改善を図っ

ていく必要があるのではないか。

論点（補足）

６



主機等オーバーホール

信頼性確保のため、規定の運転時間に達して艦艇から陸揚げされた主機等（推進用及び発電用原動機）のオーバーホール（分解、

検査、修理、組立） を実施するものである。

オーバーホール後の主機等は、海上自衛隊に納入後、予備機として保管され、他の規定の運転時間に達して陸揚げされる主機等

と交換し、継続使用される。

Ｒ３年度事業番号：0073

１．概要

オーバーホール会社

海自艦船補給処

２．論点

➀ 現行のガスタービン機関のオーバーホール間隔（TBO：Time Between Overhaul）について、安全性を確保しつつ、

経費削減の観点から更に延伸できる余地はないのか。

② ガスタービン機関のオーバーホールでは一部部品を海外製造元から輸入して使用しているが、海外製造工場の

閉鎖等により、部品供給が遅延又はストップするリスク及び価格高騰が進行するリスクを局限する必要がある。

③ ガスタービン機関の維持整備は、整備計画の立案、オーバーホール、定期的な艦内整備、部品の所要数算定及び調達、

不具合対策検討等多岐にわたり、各艦各項目個別で契約しており、業務量が非常に膨大かつ煩雑であるため、行政コスト

（業務量）の低減が課題である。 ７



３．オーバーホール間隔延伸（決定プロセスの工夫）及び経費削減効果

（２）ガスタービン機関の経費削減実績は下表のとおり （３）総合的な経費削減見込みは下表のとおり。

（１）平成２６年度からは、オーバーホール間隔延伸の決定プロセスの期間を更に短くするために、計測器材やデータ蓄積装置を

活用し、運転状態での各部温度、圧力、振動状況などのデータを収集・分析をするとともに、定期的に潤滑油の性状の分析や

内視鏡による内部点検を行うことにより、当該機器の状態を詳細に監視・分析する手法を取り入れている。この手法により、

オーバーホール間隔延伸の可否について、従来より早期かつ長時間の延伸について結論を得ることが可能となった。

４．ガスタービン機関部品の国産化（リスクの局限）

５．ガスタービン維持整備へのＰＢＬ導入（行政コストの低減）

オーバーホール毎に使用する輸入部品について、平成２４年度から国産化を行い、平成２６年度以降のオーバーホールで使用す

る部品は国産化された部品を使用しており、部品の安定供給に寄与するとともに、これまでに累計約７１．５億円の整備費削減を

達成している。

部品等の売買及び役務等を必要な都度契約、支払いしてきた従来の維持整備手法から役務の提供等により得られる成果に主眼を

置き、包括的な業務範囲について契約、支払いするＰＢＬ方式を令和３年度から一部のガスタービン機種（Ｍ１Ａ－３５型）に適

用導入した。引続き、ガスタービン機種及び仕様拡大に向けて検討調整中である。

８



施設車両整備費

Ｒ３年度事業番号：0049

① 施設車両の特殊性と長期使用により、整備や部品の調達が可能な企業が限定され、調達に際し一般競争入札の場合でも一者

応札が多い状況が続いている。調達業務の効率化の観点から随意契約（公募）の活用を含め、適切な契約方式の検討が必要。

【平時】基地内施設等の維持補修を実施、【有事／災害発生時】復旧活動等を実施

【主な施設車両】

施設車両

ブルドーザ 油圧ショベル 除雪車

１．概要

２．論点

航空自衛隊では、全国約７０の基地等にブルドーザ及び油圧ショベル等の施設車両を配備している。施設車両は、滑走路の補

修及び基地整備等並びに北部航空方面隊の基地及び山間のレーダサイト等では除雪作業で使用されている。本事業は、航空自衛

隊が任務を支障なく遂行するため、各種の施設車両の機能が適正に維持されるよう、点検、部品交換、修理等の整備を実施する

ものである。

ロードローラ 融氷液散布車 スイーパー

施設車両整備費

施設車両の点検、部品交換、修理等を実施し、その機能を適正に維持するための費用

９



航空自衛隊が自隊で行う基地整備において、定期的に交換が必要な部品や故障等により交換を要する主な部品は、第４補給処が

一般競争入札（最低価格落札方式）で調達している（第４補給処調達物品以外のその他の部品は各基地において調達）。

３．整備用部品の調達

スペーサー、エッジ、シリンダー、バルブ、パッキン、

オイルフィルター、オルタネータ、電磁切換弁等の

車両整備用部品

【主な調達物品】

年 度 H28 H29 H30 R1 R2

契約企業数 14 14 12 8 10

契約金額 199 280 216 201 86

【過去の契約実績】 （単位：百万円）

整備の内容が基地整備の範囲又は能力を超えるものは、外注により企業で行っている。施設車両は特殊な構造上、整備に要する

技術及び設備を有している企業が限られるため、第４補給処において常続的に公募を行った上で随意契約により役務調達している。

４．修理等役務の調達

ブルドーザ、ショベルローダ、ロードローラ、ダンプ、

除雪車、ランウェイスイーパー等の点検修理・診断

【主な調達物品】

年 度 H28 H29 H30 R1 R2

契約企業数 7 5 6 6 6

契約金額 241 187 94 86 161

【過去の契約実績】 （単位：百万円）

施設車両の整備に当たっては、調達の効率化を図るため主な部品の調達や修理等役務については、調達業務を第４補給処で

一元化して実施している。公正性及び透明性向上の観点から、契約方式を一般競争入札（最低価格落札方式）又は公募を行っ

た上で随意契約としているが、部品の調達では、一般競争入札であるにも関わらず一者応札が多くなっている。

一者応札が多くなる要因としては、施設車両の特殊性に加え、航空自衛隊における車両の更新期間が長いことで、長期間に

わたり車両を運用した結果、車両の旧式化により部品を取扱う企業が減少したことによることが考えられる。

５．適正な整備体制の構築

年 度 H28 H29 H30 R1 R2

１者応札の件数 5 10 10 10 12

割合 50％ 100％ 100％ 100％ 100％

【各年度の支出先上位１０者のうち１者応札の件数】 【施設車両の車齢】

〇全車平均車齢 １６．３年

〇最大４０年の車両も保有

（参考）機械及び装置の耐用年数
ブルドーザ、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備：５年

（引用：国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表） １０



Ｔ７００エンジンの整備

ＳＨ－６０Ｊの用途廃止に伴い、同機体用Ｔ７００－４０１Cエンジンから再利用可能な部品を取り外し、官給することで、

効率的にＳＨ－６０Ｋ用Ｔ７００－４０１Ｃ２エンジンを整備するものである。なお、補用エンジンは不具合及びエンジン・

オーバーホール等のために取り下すエンジンの代用として必要である。

Ｒ３年度事業番号：0114

① コスト低減効果の確認

② 事業の継続性

③ 可動率の向上及び維持整備費の低減の取り組み

１．概要

２．論点

T700-401Cエンジン 燃料制御装置

部品の取り外し

電子制御装置

部品の再利用
SH-60J

SH-60K

１１



Ｔ７００－４０１Ｃエンジンからの取り下ろし部品に

ついては、右記に示すＨＭＵ（Hydro Mechanical 

Control Unit）及びＤＥＣ（Digital Electrical Control 

Unit）の２品目であり、同機器をＳＨ‐６０ＫのＴ７００

－４０１Ｃ２エンジンに転活用するために機能の改修作

業を実施している。

本事業により、Ｔ７００－４０１Ｃ２エンジンを新規

製造する際、新品のＨＭＵ及びＤＥＣを購入することに

比して、改修したＨＭＵ及びＤＥＣを取り付けることで

経費の抑制を図っている。

３．取り下ろし部品

これまでのコスト低減効果については右記のとおり、

新規購入に比し、１ＥＡあたりＨＭＵで約１４百万円、

ＤＥＣ約７百万円のコスト低減効果があり、新規にＨＭ

Ｕ及びＤＥＣを調達する価格に比してコスト低減を図る

ことができている。

４．コスト低減効果の確認

区 分
新規購入価格

（カタログ登録参考単価）Ａ
改修費用※

Ｂ
コスト低減効果
Ｃ＝Ａ－Ｂ

ＨＭＵ 19,945
（製造中止）

5,700 14,245

ＤＥＣ 8,100
（製造中止）

1,300 6,800

補用エンジン 403,982 ‐

（単位：千円）新規製造時と本事業適用時の比較（令和４年度まで）※官給部品費を除く

〇 本事業は、除籍するＳＨ－６０Ｊのエンジンから利活可能部品をＳＨ－６０Ｋ用に改修し再搭載することでＴ７００‐４０１

Ｃ２エンジンの維持に必要な経費の抑制を図るものであり、これまで安定したコスト低減効果を出してきた。

〇 しかしながら、現行ＨＭＵ及びＤＥＣは経年から世界的にもバージョンアップや更新が行われており、新規製品に移行する事

情から、ＳＨ－６０Ｊ用ＨＭＵ及びＤＥＣを改修しＳＨ－６０Ｋに利活用する改修事業は令和４年度契約分をもって取り止め、

新たなＨＭＵ及びＤＥＣの新規調達事業に移行することは時宜を得たものである。

５．事業の継続性

海上自衛隊航空機の可動率の向上及び維持整備費の節減検討に際しては、有効性を見極めた上でＰＢＬ契約の適用も含め、

より効果的及び効率的な事業形態を検討していくことが有益である。

６．可動率の向上及び維持整備費の低減の取り組み

１２
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論点等整理資料 

事 業 名 南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備 

令和３年度 

補正後予算額 
２４，４６９，８７０（千円） 

 

事 業 概 要 

 

 

 

１．事業の目的 

本事業は南西地域への陸自部隊の配備のため、これまで陸自部隊配備がなされ

ていなかった与那国島、奄美大島、宮古島及び石垣島において、駐屯地等を新設す

るものである。各駐屯地等においては隊庁舎、整備場、福利厚生施設、火薬庫、覆

道射場などの施設の整備を行っている。 

 

 

 

２．進捗状況 

与那国島には平成２８年３月に駐屯地を開設。奄美大島及び宮古島には平成３

１年３月に駐屯地等を開設したところであり、開設までに完成していない残りの

施設整備を実施中。また、石垣島については、平成３１年３月より施設整備を実施

し、令和４年度末の開設に向けて必要な施設整備を実施している。 
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３．南西部隊配備関連予算推移（H24～R4） 

 南西地域への陸自部隊の配備にかかる施設整備は、平成２４年度から与那国島

の駐屯地整備から始まり、奄美大島、宮古島、石垣島と順次、整備を行っている。 

年次ごとの南西部隊配備関連予算を以下に示す。 

 

 
※施設整備費、不動産購入費、移転等補償金 

 

現状と課題 

 

 「自衛隊施設整備」事業のうち、「南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施

設整備」は防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画に基づき、部隊新編・改編及び装

備品受入に係る施設整備を優先的に行っているところであり、最重要事業である

ことから、「自衛隊施設整備」事業との切り分けを行った。 

 「南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備」は決められた部隊配備

時期が設けられた遅延の許されない事業であることから、離島特有の厳しい条件

下でも適正かつ円滑な事業推進を実現する必要がある。 

その目的を実現するため、施設整備に関する様々な取組を行うとともに、本事

業における入札の競争性を確保する取組については、工事の大型化や分離など発

注ロットの検討、また、参入業者ランクの拡大等や競争参加資格の緩和を図るこ

とで、より多数の応募者を期待できるようにするなど、競争性拡大の取組に向け

た対応を行っている。 

 

 

選 定 基 準 

 

ア 

 

 事業の規模が大きく、又は政策の優先度の高いもの 

約８億円 約３億円

約８５億円

約１１５億円

約６５億円

約１６５億円

約６１５億円

約２５０億円

約２１９億円

約２４５億円

約３８９億円

南西部隊配備関連予算推移（歳出ベース）
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論 点 

 

（説明） 

  南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備は、中期防衛力整備

計画に基づき、「初動を担任する警備部隊、地対空誘導弾部隊及び地対艦

誘導弾部隊の新編等を行い、南西地域の島嶼部の部隊の態勢を強化する」

ことを目的として実施しており、決められた部隊配備時期が設けられた遅

延の許されない事業である。 

他方、整備対象地区は離島であり、悪天候による工事中止、作業員の不

足及び工事費の拡大など、離島特有の厳しい条件下でも適正かつ円滑な事

業推進が求められるため、これを実現すべく各種取り組みを実施している

ところである。 

 

〇 建設現場における取り組み 

・作業員の確保 

夜間、土日祝日作業のために作業員を増員する。 

・工事現場効率化 

  作業スペース確保のため、揚重※1クレーンを１台あたりの能力が大きいも

のに見直し、台数を減らす。 

・自然災害対策 

  台風等による船便の欠航に伴う納品の遅延に対応するため、資材の早期

納入、資材置き場の確保を行う。 

・杭打重機※2台数追加 

  通常１現場当たり１台のところ３台に増設する。 

・型枠支保工※3の工法変更 

  クイックサポート※4への変更により養生期間の短縮を図る。 

・スラブ※5型枠の変更 

  フラットデッキ工法※6への変更により型枠解体を不要とする。 

 
※1 揚重（ようじゅう） 

建築資材等を重機を用いて指定場所へ運搬、配置すること、荷揚げ 
※2 杭打重機 

建設工事の基礎を造成するためにｺﾝｸﾘ ﾄー杭や鋼杭を地中に打ち込むための機械 
※3 型枠支保工 

設置した型枠を所定の位置に支持するための仮設材料 
※4 クイックサポート 

型枠支保工とは別に設置される支柱これにより、型枠の早期解体転用が可能になる。 
※5 スラブ 

鉄筋コンクリート造建物の床および屋根 
※6 フラットデッキ工法 

仮設型枠用資材、型枠の代わりに、薄肉の鉄板プレートを設置しｺﾝｸﾘｰﾄを流し込む（打設）。一般型枠
であれば、打設後型枠資材を撤去するが、本工法では撤去不要。 

論点１ 

 離島における施設整備に関するこれまでの取組及び今後の方向性。 

3



 

 

〇 適切な離島等の建設工事における遠隔地からの労働者確保に要する費用

の積算 

  防衛省が実施する建設工事のうち、離島及び労働者が不足する地域の建設

工事において必要とする労働者の確保に要する費用及び建設資材等の運搬

に要する費用（以下「労働者確保に要する費用等」）の積算方法等について、

労働者確保の実施を反映した工事費を算定するために、「離島等の建設工事

における遠隔地からの労働者確保に要する費用等の積算方法等について（通

知）」（防整技第６３１８号。令和元年８月２８日）を制定。労働者確保に

要する必要等は具体的には「仮設用借地料」・「宿舎に要する費用」・「建

設資材等の海上運搬費」・「募集及び解散に要する費用」・「賃金以外の食

事、通勤費等に要する費用」が項目として挙げられており、その妥当性を確

認の上、契約変更の対象としている離島における施設整備では、労働者確保

が必須かつ重要な課題である。限られた期間での適切な施設整備を確実に実

施するため、本施策を引き続き行うこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 垣 
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〇 情報共有システムの活用 

  情報共有システムとは、情報通信技術を活用し、工事監督官、受注者及び

工事管理者間など異なる組織間で情報を交換・共有することにより業務の効

率化を実現するシステムをいう。本システムを活用するにあたり、統一的な

運用のために必要な事項を定めた実施要領を「情報共有システムの実施要領

について（通知）」（防整技第２０１１９号。令和２年１２月１８日）を制

定し、工事関係書類の押印省略、削減・簡略化、書類授受の省力化等を推進

することとした。離島における施設整備においても、遠隔地であり、かつ、

限られた期間での適切な施設整備を実施するために有効であり、引き続き取

り組みを行うこととしている。 

 

 

〇 建設現場における遠隔臨場の試行 

  工事現場における情報通信技術の活用等を通じて、受注者における「施

工確認に伴う手持ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者における

「現場臨場の削減による効果的な時間の活用」等を目指すため、監督及び

技術検査並びに施工状況の確認等の業務効率化を目的とした情報通信技術

を活用した建設現場における遠隔臨場の試行に関する実施要領として、

「建設現場における遠隔臨場の試行について（通知）」（防整施第５０３

４号。令和４年３月２４日）を定めている。施工現場が離島や遠隔地等で

あり、立会等を実施するにあたり、発注者が施工現場との往復に宿泊を伴

うなど多くの時間を要する工事等を対象とし、遠隔臨場（動画撮影用のカ

メラにより撮影した映像と音声をWeb会議システム等を利用して、双方向の

通信により現場等を確認すること）を実施可能とすることとした。これに

より、離島や遠隔地等においても、時間を空けることなく、工事の進捗に

合わせた監督及び技術検査並びに施工状況の確認等を行うことができ、よ

り一層限られた期間での適切な施設整備を実施するためには大変有効であ

り、引き続き取り組みを行うこととしている。 

 

 

〇 局監督官用タブレットの活用 

局監督官タブレットは、図面等の工事関係書類の電子化による紙書類の

省力化、情報共有システムを活用した工事書類の授受及び遠隔臨場におけ

る現場施工の確認など、ICT技術を用いて工事受注業者と調整を図ることに

より、公共工事における品質確保、生産性の向上及び受注業者の労働時間

縮減等を実現するための取り組みである。 

局監督官タブレットの活用は、受注業者の生産性向上や地方防衛局の施

設整備に携わる職員（監督官）の業務効率化、適正化につながる効果が期

待できるものと考えている。 

令和４年度においては局監督官用タブレットを活用した効果の有無の検

証現場確認、打合せ業務など多く実施する事業の中から、さらに大規模か
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つ複雑な事業及び離島の３事業選定して、監督官職員における職種毎の業

務効率化、適正化の効果の有無を把握することしており、その対象とし

て、南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備のうち、石垣駐屯

地整備事業で実施をする予定である。遠隔地であり、かつ、限られた期間

での適切な施設整備を実施するため、引き続き取り組みを行うこととして

いる。 
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以下の入札の競争性を確保する取組を通じ、より多数の応募者が入札に参加

することを期待。 

 

１ 工事の大型化や分離など発注ロットの検討 

発注規模については、複数の工事対象を一括して発注することで大型化す

るなどを検討する一方、官公需法及び「中小企業者に関する国等の契約の基

本方針」（閣議決定）を踏まえ、工事内容等を勘案し可能な限り建設業法に基

づく職種毎に分離発注するとともに、土木工事においては、発注規模の分割

を検討するなど、参入業者ランク毎の業者数を勘案し、競争性が確保された

発注ロットを決定。 

 

【大型化のイメージ】 

 
 

 

 

 

【分離・分割発注のイメージ】 

 
 

 

論点２ 

 入札の競争性を確保する取組の状況について。 
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２ 参入業者ランクの拡大等や競争参加資格の緩和 

⑴ 参入業者ランクの拡大 

契約毎に求める競争参加資格のうち、級別の格付（参入業者ランク）に

ついて適宜拡大を実施している。 

平成３１・令和元年度から令和３年度（令和４年２月末契約時点）にお

ける南西地域対象の建設工事請負契約４６件のうち、２３件で参入業者ラ

ンクの拡大を実施したことにより、全応札者１６３者のうち１６者が拡大

により対象となった。 

 

⑵ 競争参加資格の緩和など 

競争参加資格のうち、企業に求める施工実績は、発注する工事規模と同

規模ではなく、その６０％程度、また、配置予定技術者に求める施工実績

は、企業に求める施工実績の５０％程度の実績があれば入札に参加が可能

として運用。 

 

【実績緩和のイメージ】 

 
 

 

 

 

⑶ 一括審査方式の採用 

入札公告等が同一日となる複数の工事において、目的・内容が同種で、

総合評価落札方式により求める技術力審査・評価の項目が同じであり、か

つ、予定価格が同程度となる工事等を一つのグループとして審査を行う一

括審査方式を採用。 

同方式は、競争参加資格確認資料作成の負担が軽減でき、かつ、複数の

工事に参加できることから、競争参加の環境が向上し、多くの参加者が期

待される。 

平成３１・令和元年度から令和３年度（令和４年２月末契約時点）にお

ける南西地域対象の建設工事請負契約４６件のうち、１０件で一括審査方

式を採用したところ、１件あたりの平均応札者数は５．７０者／件であり、

全契約事案の平均応札者数３．５４者／件を上回っていた。 
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南西地域の建設工事における入札参加者数等の推移は下表のとおりであり、

一者応札の割合、１件あたりの平均入札参加者数、平均応札者数ともに毎年ほ

ぼ同水準で推移している。 

また、離島特有の厳しい条件下の工事であっても、全国の防衛省建設工事に

おける入札参加者数等の推移と比較してもほぼ同水準で推移しているが、引き

続き前述の取組を不断に実施し、競争性の確保に努めていく。 

 

【入札参加者数等の推移（南西地域）】 
 5年平均※１ R3年度※１ R2年度 H31･R1年度 H30年度 H29年度 

契約件数(件) 

 

 

－ 
 

23 
 

15 
 

8 
 

46 
 

67 
       

平均入札参加者数 

(者/件) 

 

5.31 

 

5.22 

 

6.53 

 

3.00 

 

5.74 

 

5.06 
平均応札者数(者/件) 

 

 

3.40 
 

3.65 
 

3.87 
 

2.63 
 

3.89 
 

2.96 
       

一者応札件数(件) 

 

 

－ 
 

3 
 

5 
 

2 
 

10 
 

15 
一者応札割合(％) 

 

 

22.01 
 

13.04 
 

33.33 
 

25.00 
 

21.74 
 

22.39 
※１ Ｒ３年度は、令和４年２月末契約時点まで 

 

 

≪参考≫入札参加者数等の推移（全国） 
 5年平均※２ R3年度※２ R2年度 H31･R1年度 H30年度 H29年度 

契約件数(件) 

 

 

－ 
 

281 
 

502 
 

418 
 

726 
 

509 
       

平均入札参加者数 

(者/件) 

 

5.14 
 

6.49 
 

5.82 
 

4.31 
 

4.46 
 

5.36 
平均応札者数(者/件) 

 

 

3.44 
 

4.07 
 

3.85 
 

3.09 
 

3.06 
 

3.51 
       

一者応札件数(件) 

 

 

－ 
 

57 
 

122 
 

142 
 

215 
 

123 
一者応札割合(％) 

 

 

27.05 

 

20.28 

 

24.30 

 

33.97 

 

29.61 

 

24.17 
※２ Ｒ３年度は、令和３年１２月末契約時点まで 
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論点等整理資料 

事 業 名 民生安定助成事業 

令和３年度 

補正後予算額 
４３，３８７，０１８（千円） 

 

事 業 概 要 

 

 

 

自衛隊等の行為によって発生する障害は、その周辺地域の生活に影響を及

ぼすものであり、これを周辺住民にのみ受忍させることは不公平であること

から、その障害に対して対策を講じ、防衛施設と周辺地域との調和を保つた

めには、障害そのものを防止・軽減するだけではなく、生活環境そのものを

全体的に向上・発展させていく施策も必要である。 

そのため、防衛省として、最も周辺地域の事情に詳しい地方自治体が、生

活環境の向上・発展に必要な施設（民生安定施設）を整備する場合に、その

助成を行うことで地元の理解と協力を得てきている。 

具体的には、コミュニティ供用施設などの集会用施設やごみ処理施設等の

生活環境施設、周辺の農林漁業者の事業経営の安定に寄与する施設に対する

助成を行っている。 

また、事務手続きについては、地方自治体から具体的な施設整備の申請が

行われた後、防衛省において、防衛施設とその地域の間にどのような障害が

あるかなどの内容の審査を経て、その整備費用の一部を補助している。 

なお、上記施設の整備については、補助率 5/10～10/10・定額等により助成

を行うものである。 

その他、放送受信料の半額相当について助成を行う放送受信障害や、生活

保護法（昭和 25年法律第 144号）第６条第１項に規定する被保護者等（以

下、生活保護世帯等という。）を対象に、住宅防音工事により設置した空調機

器の夏場の使用に伴う電力量料金等について助成を行う空調機器稼働費があ

る。 

 

【補助事業の整備事例】 

（避難施設）             （消防施設）    （ごみ処理施設） 

     

コミュニティ供用施設    公園      消防ポンプ自動車   ごみ処理施設 

 

（農業用施設）      （漁業用施設） 

             
乾燥調整貯蔵施設    冷凍冷蔵施設（外観）    冷凍冷蔵施設（内観） 
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論 点 

 

【民生安定助成事業の繰越額推移（歳出ベース）】 

（単位：百万円） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

５，９２９ ７，７９６ ７，８４４ （集計中） 

 

（説明） 

○ 入札不調、低入札調査、災害対応、用地買収に係る調整の難航等、事前に

予測ができない事態が発生した場合は、やむを得ず次年度へ予算を繰越の

上、事業を実施している。 

 

論点１ 

 例年、予算額の一部を繰越していることから、効率的な予算要求及び予算

執行に努めるべきではないか。 

 

現状と課題 

 

民生安定施設の助成については、防衛施設の設置又は運用によりその周辺地

域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公

共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に

寄与する施設の整備について必要な措置を採るときは、当該地方公共団体に対

し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部の補

助を行っているものである。放送受信障害については、放送受信料の半額相当

について助成を行っているところ、補助対象区域が航空機騒音の実態を反映さ

せたものとなるよう指定基準を見直すなど補助金交付の根拠について透明性

を十分に確保するよう会計検査院から指摘を受けており、現在、補助対象区域

の指定基準の制定に係る検討を進めている。 

 空調機器稼働費については、生活保護世帯等を対象に、住宅防音工事によ

り設置した空調機器の夏場の使用に伴う電力量料金等について助成を行って

いる。 

 課題としては、民生安定施設の助成について、補助事業者からの要求を精査

し、適正な予算要求を行うことに努めているものの、例年、予算額の一部を繰

越していることが挙げられる。また、周知方法としての「防衛省と地域社会と

の協力を象徴するエンブレム」の掲示については、昨年１１月に制定されたば

かりの取組であることから、今後も、補助事業者に対する掲示の依頼を積極的

に続けていく必要がある。 

  

 

選 定 基 準 

 

イ 

 

 長期的又は継続的に取り組んでいる事業等で、執行方法、制

度等の改善の余地が大きいと考えられるもの 
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（説明） 

○ これまで、地方公共団体の協力を得て、補助事業で整備した施設等に事業

名の掲示のほか、地方公共団体及び各地方防衛局が発行する広報誌又はホー

ムページにより周知を実施しており、また、事業完了後に施設の利用者等に

対しアンケートを実施し、当該施設が防衛省の補助を受けて整備された施設

であることの周知を図るとともに、施設が自衛隊又は米軍の航空機による事

故等が発生した場合に避難施設として活用が可能か否か等の障害の緩和に

ついての効果を確認。 

【アンケート結果】 

  令和元年度に事業が完了した施設３８件を対象に実施したアンケートで

は、関係住民の６割が障害が緩和されたと回答しており、補助事業者の１０

割が障害の緩和についての効果を確認したと回答した。 

 

さらに、地域住民等に対して補助金等が防衛施設の安定的な運用に寄与す

ることを目的としていることの理解を更に促すため、令和３年７月に「防衛

省と地域社会との協力を象徴するエンブレム」を選定、同年１１月にその運

用通達を制定し、補助事業者に補助事業で整備した施設等へエンブレムの掲

示を依頼するなど、事業効果について周知を図るための取り組みを推進して

いる。エンブレムについては、運用開始から４か月という短い期間であった

ものの、補助事業で整備した公園や体育館など令和３年度末に完成した１０

３施設のうち１０施設（令和３年度末時点）に掲示することができた。引き

続き、地方公共団体の協力を得ながら、補助事業で整備した施設等へのエン

ブレムの掲示など、周知に係る取組を推進してまいりたいと考えている。 

 

【防衛省と地域社会との協力を象徴するエンブレム】 

 

 

（エンブレムのコンセプト） 

  背景に握手のデザイン、前面に人と人とが手を取り合うデザイン、そし

て、緑色の色調により、防衛省が国民の理解と協力のもと施策に全力で取

り組んでいく意思を表現。 

論点２ 

 周辺地域住民の生活の安定及び福祉の向上としての施策であり、その 

事業効果について周知を図るため、周知方法について改善すべきではない

か。 
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【エンブレム掲示事例（群馬県高崎市 体育館）】 

 

 

 

 

 

関 連 条 文 

 

・防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（抄） 

 

（民生安定施設の助成） 

第八条 国は、防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又

は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、そ

の障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する

施設の整備について必要な措置を採るときは、当該地方公共団体に対し、

政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補

助することができる。 

 

 

・防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令（抄） 

 

（民生安定施設の範囲及び補助の割合等） 

第十二条 法第八条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げ

る施設とし、これらの施設に係る補助の割合又は額は、それぞれ同表の第

三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合又は同表の第三欄に

掲げる額とする。 

 

  一 有線電気通信設備を用いて行われる放送法（昭和二十五年法律第百三

十二号）第六十四条第一項ただし書に規定するラジオ放送の業務を行う

ための施設 

  二 道路 

  三 児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設 
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  四 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第二十一条第

三号に規定する看護師養成所又は同法第二十二条第二号に規定する准

看護師養成所 

  五 電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第二条第四号に規定する無

線設備及びこれを設置するために必要な施設 

  六 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム又は同法第二十

条の六に規定する軽費老人ホーム 

  七 消防施設強化促進法（昭和二十八年法律第八十七号）第三条に規定す

る消防施設 

  八 公園、緑地その他の公共空地 

  九 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第一項に規定する水

道 

  十 削除 

  十一 し尿処理施設又はごみ処理施設 

  十二 老人福祉法第二十条の七に規定する老人福祉センター 

  十三 一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設（学

校（幼保連携型認定こども園を除く。）の施設を除く。） 

  十四 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項第十一号に

規定する港湾施設用地 

  十五 農業用施設、林業用施設又は漁業用施設 

  十六 その他防衛大臣が指定する施設 

 

・防衛施設周辺放送受信事業補助金交付要綱（抄） 

 

（補助金の交付） 

第２条 地方防衛局長及び東海防衛支局長は、事業の実施に要する経費に対 

し、予算の範囲内において対象者に補助金を交付するものとする。 

 

（補助金の交付の対象とする経費） 

第３条 前条に規定する経費は、次の各号に掲げる経費とする。 

  一 放送受信料 放送法第６４条第２項に規定する受信料のうち、地上系

によるテレビジョン放送に係るもの 

 

・防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補

助金交付要綱（抄） 

 

（定義） 

 第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 

めるところによる。 

七 空気調和機器稼働事業 防衛施設周辺告示前住宅防音事業、防衛施設

周辺特定住宅防音事業又は防衛施設周辺告示後住宅防音事業に係る防音
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工事及び機能復旧工事を実施した住宅に居住する者のうち、生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者又は中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号） 第１

４条の規定により支援給付を受けている者（以下「被保護者等」という。） 

が行う防音工事により設置された空気調和機器（暖房機を除く。）を稼働

させ、又は稼働し得るよう維持するための措置に対する当該被保護者等

への助成の措置を行う事業をいう。 
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論点等整理資料 

事 業 名 １２式地対艦誘導弾能力向上型 

令和３年度 

補正後予算額 

０（千円） 

３３,５４７,３８６（千円）（契約ベース） 

 

事 業 概 要 

 

 

１ 事業の目的 

 各国のレーダーや各種ミサイルの性能が著しく向上していく中、自衛隊員

の安全を確保しつつ、我が国への攻撃を効果的に阻止する必要がある。この

ため、侵攻する相手方の艦艇などに対して、脅威圏外の離れた位置から対処

を行えるようスタンド・オフ防衛能力※の強化に取り組んでいる。 

  本事業は、着上陸侵攻事態（本土及び島嶼）に際して我が国への侵攻を試

みる艦艇等に対して、相手の脅威圏外である遠方から火力を発揮して対処を

行うためのスタンド・オフ防衛能力を迅速かつ柔軟に強化していくことを目

的として対艦誘導弾の開発を行うものであり、早期に抑止力を獲得する観点

から、１２式地対艦誘導弾（改）等の既存の開発成果を活用することで迅速

かつ短期間で開発する計画である。（図１参照） 

また、多様なプラットフォームに対応できる拡張性を確保し、各自衛隊を

またいだ装備品の標準化・共通化を図るものである。（図２参照） 

なお、本事業は、「新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンド・

オフ防衛能力の強化について」（令和２年１２月１８日閣議決定）において、

スタンド・オフ防衛能力の強化のため開発を行うこととされており、政策の

優先度が高い。（参考参照） 

※スタンド・オフは一般的には離れているといった意味。 

 

図１ 運用構想図 
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図２ 主な開発実施内容 

２ 事業の詳細 

 (1) 開発計画 

   本事業は、図２のとおり地発型が令和３年度から、艦発型及び空発型の

開発が、令和４年度からそれぞれ本格的に開始されており、地発型につい

ては 7年度まで、艦発型が８年度まで、空発型が１０年度まで実施される

予定である。 

 

図３ 研究開発実施線表 

 

(2) 現在の契約状況 

令和３年度より地発型の試作に係る契約を実施中であり、令和４年度に

は、主に艦発型及び空発型の試作に速やかに着手するため、契約を本年４月

１日に締結したところである。なお、令和５年度以降においても試作に係る

契約を予定している。 

 
図４ 現在の契約状況 

 

長距離飛しょう性能向上
誘導弾データリンク

マルチプラットフォーム化

年度
（令和）

3 4 5 6 7 8 9 10

実施内容

試作（地発型）

試作（艦発型）

試作（空発型）

年度
（令和）

3 4 5 6 7 8 9 10

実施内容

試作（その１）

試作（その２）

検討中
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論 点 

 

１２式地対艦誘導弾能力向上型の開発事業については、前掲のとおり、令和

２年１２月の閣議決定を踏まえて、令和３年度より地上発射型のミサイルに関

する開発事業し、令和４年度において、艦船発射型及び航空機発射型のミサイ

ルについての開発事業を本格的に着手する計画である（令和５年度以降にも開

発契約がある。）。 

一般的に、装備品の開発事業では、設計、試作品の製作、試験等といった開

発の実務について、契約相手方企業の技術者に加えて、各種専門のベンダー企

業の多くの技術者が相応の労力を費やして対応している。１２式地対艦誘導弾

能力向上型の開発事業についても同様であり、プライム企業の他、ミサイル等

の個々の構成品について、それぞれ専門の製造企業が存在する。 

このような中で、防衛装備庁としては、可能な限り開発事業の実施期間を確

保する観点から、令和４年度に着手することとなる、艦船発射型及び航空機発

射型の開発契約について、国会の審議を経て予算の執行が可能となる４月１日

に契約を締結した。 

論点 

 本件のような政策の優先度の高い事業については、官民ともに可能な限り

事業の実施にマンパワーを集中するため、年度当初での契約を恒常化し、契

約履行期間を最大限確保していく必要があるのではないか。 

 

現状と課題 

誘導弾の開発試作は、一般的に図４に示す設計、試作品の製作、試験等の工

程に分けられ、各工程において適時官側の審査を経る必要がある。 

また、開発事業には、事業遅延や不具合修正といった開発リスクが存在して

おり、設計段階から各要素技術に係る関連試験による確認を行うことで各種リ

スクの低減を図っている。 

当開発事業は、早期に抑止力を獲得する観点から、早期の開発完了を目指し

ており、この限られた期間の中で開発リスクを少しでも低減するためには、契

約を速やかに締結し、契約相手方と装備庁開発部門における設計・製造等に充

当できる期間を可能な限り確保していく必要がある。 

 

 

 

図５ 開発事業の一般的な工程 

選 定 基 準 ア  事業の規模が大きく、又は政策の優先度の高いもの 

年
度

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

実
施
内
容

設計 試作品の製作

契約

試験

計画審査 設計審査 完成審査

#１発射試験 #２発射試験

※以下の内容についてそれぞれ審査を実施する。
計画審査：計画の妥当性 設計審査：設計の技術的妥当性 完成審査：試作成果の技術的妥当性
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一方、防衛装備庁は、同契約を４月１日に締結することを目指すに当たって、

前年（令和３年）の夏ころから契約に係る一連の手続きを担当する複数の部署

との綿密な事前調整を進めている。これは、国の行政機関における契約行為が

会計法令等に基づき厳格な手続きを経る必要があるとともに、契約に至るまで

の予算要求、仕様書作成、調達要求、契約手続きといった多くの段階を担当す

る部署と共に目標設定や段取り、課題等に関する検討を進める必要があったた

めである。 

本開発事業については、令和５年度以降も開発事業に係る契約を締結する予

定であるところ、令和４年度契約に至る経緯等を踏まえて、年度当初の契約締

結を恒常的に追求するための課題をしっかりと確認し、改善を図っていく必要

があるのではないか。 

 

 

 

  

年度 -2年目 -1年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目

実施内容

試作

試作

この期間も開発事業の実施に充当できる。

契約

契約

契約手続等

契約手続等

年度途中に契約した場合

年度当初に契約した場合 契約履行期間を
より長く取れる
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（参考） 
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事業概要及び論点等について  

事 業 名 主機等オーバーホール  

令和３年度 

補正後予算額  
１１，０３７，３９２（千円） 

事  業  概  要 

 

艦艇に搭載されている主機等（推進用及び発電用原動機）は、

艦艇の航行に直接的に関わる最も重要な装備品の一つであり、信

頼性を確保するため、規定の運転時間に達した時点でオーバー 

ホール（開放検査及び部品交換等）を実施する必要がある。  

 これらの主機等のうち、ガスタービン機関等のオーバーホール

には、約４～１０か月の期間を要するため、その間、艦艇が非可

動状態になることから、当該主機等のオーバーホールについて

は、予めオーバーホールを実施した主機等（以下「予備機」とい

う。）と交換する方式を採用している。  

 本件事業は、規定の運転時間に達し艦艇から陸揚げした主機等

について、製造会社等と役務契約を締結し、オーバーホールを実

施のうえ、予備機として確保するためのものである。  

    

現状と課題  

現状：ガスタービン機関等のオーバーホールには、相当期間を要

するため予めオーバーホールを実施した予備機と交換している。  

課題：本事業は規模が大きいため縮小された場合、予備機のオー

バーホールが規定の運転時間に達した艦船に間に合わなくなり、

艦船の可動率に影響を与え、安全性を確保できなくなる。  

そのため、経費削減に寄与するオーバーホール間隔（以下、

「TBO（Time Between Overhaul）」という。）の延伸を行い、経

費削減に努める必要がある。  

選定基準  ア 事業の規模が大きく、又は政策の優先度の高いもの。 
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論 点 

 

 

（説明）  

１ ガスタービン機関のオーバーホール間隔の延伸  

  海上自衛隊では、艦艇の可動率の向上及び整備費等の経費削  

減を図ることを目的として、ガスタービン機関のオーバーホー

ル間隔の延伸を実施している。具体的には、運転状態やオーバ

ーホール時における高温部に晒される部品や高速回転する部品

などの衰耗状況などを調査し、当該部品の寿命予測を始めとす

る検討などを行ったうえで、延伸の可能性があると判断された

主機等について、目標延伸時間を定め、実艦に装備された状態

で当該時間にわたって試行的に使用し、運転状態及び当該時間

後のオーバーホール時における異常の有無を確認のうえ決定し

ている。  

 

 オーバーホール間隔延伸決定までの流れ（イメージ）  

 

 

 

 

 

 

 

２ オーバーホール間隔延伸決定のプロセスの工夫  

平成２６年度からは、オーバーホール間隔延伸の決定プロセ

スの期間を更に短くするために、計測器材やデータ蓄積装置を

活用し、運転状態での各部温度、圧力、振動状況などのデータを

収集・分析をするとともに、定期的に潤滑油の性状の分析や内

視鏡による内部点検を行うことにより、当該機器の状態を詳細

に監視・分析する手法を取り入れている。この手法により、オー

バーホール間隔延伸の可否について、従来より早期かつ長時間

の延伸について結論を得ることが可能となった。  

 

 

 

 

論点１ 

 現行のガスタービン機関のオーバーホール間隔（TBO：Time 

Between Overhaul）について、安全性を確保しつつ、経費削減

の観点から更に延伸できる余地はないのか。  

異常が無ければ 

延伸決定 

ｵｰﾊﾞｰﾎ ﾙー実施 

部品衰耗調査 

 目標延伸時間 

にわたり運転 

 目標延伸 

  時間の設定 

ｵｰﾊﾞｰﾎ ﾙー実施 

部品衰耗調査 

試 行 期 間 
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３ オーバーホール間隔延伸による経費削減効果  

（１）経費削減実績 

  ガスタービン機関の経費削減実績は下表のとおりであり、

オーバーホール間隔を延伸することによる経費削減効果は

大きい。  

 

（単位：千円）  

 

 

 

 

機種名 実施台数 削減台数
オーバーホール

経費総額
経費削減額

当　初 8,000H 86 11,652,960

延伸後 12,000H 50 6,438,484

当　初 8000H 104 17,564,574

延伸後 12,000H 66 10,944,528

当　初 8,000H 78 4,465,254

延伸後 11,000H 48 2,788,854

当　初 9,000H 109 11,592,445

延伸後 13,000H 80 8,871,143

当　初 8,000H

延伸後 12,000H

当　初 10,000H

延伸後 12,000H

ＬＭ２５００

ＩＥＣ

Ｍ１Ａ－３５

データ取得中

令和７年度から試行開始予定

データ取得中

令和５年度まで試行予定

　平成１４年度から令和３年度までの経費削減実績を算定 合　計 16,232,224

Ｍ１Ａ－２５ 30 1,676,400

５０１－Ｋ３４ 29 2,721,302

ＬＭ２５００ 38 6,620,046

オーバーホール間隔

ＳＭ１Ｃ 36 5,214,476
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（単位：百万円）  

 

 

 

（２）経費削減見込み  

   総合的な経費削減見込みは下表のとおり。 

 

（単位：千円）  

 

 

 

 

 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

当初TBO 延伸TBO

機種名 実施台数 削減台数
オーバーホール

経費総額
経費削減額

当　初 8,000H 180 36,725,400

延伸後 12,000H 114 23,259,420

当　初 8000H 160 34,572,480

延伸後 12,000H 100 21,607,800

当　初 8,000H 300 17,569,200

延伸後 11,000H 204 11,947,056

当　初 9,000H 153 31,022,127

延伸後 13,000H 99 20,073,141

当　初 8,000H 38 7,956,934

延伸後 12,000H 34 7,119,362

当　初 10,000H 161 14,324,814

延伸後 12,000H 124 11,032,776

　令和４年度から令和４１年度までの経費削減見込みを算定

Ｍ１Ａ－３５ 37 3,292,038

合　計 47,131,400

５０１－Ｋ３４ 54 10,948,986

ＬＭ２５００

ＩＥＣ
4 837,572

ＬＭ２５００ 60 12,964,680

Ｍ１Ａ－２５ 96 5,622,144

オーバーホール間隔

ＳＭ１Ｃ 66 13,465,980
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（単位：百万円）  

 

 

 

 

（説明）  

 ガスタービン機関（ＳＭ１Ａ及びＳＭ１Ｃ）部品の国産化  

 オーバーホール毎に使用する輸入部品について、平成２４年度

から国産化を行い、平成２６年度以降のオーバーホールで使用す

る部品は国産化された部品を使用しており、これまで累計約７

１．５億円の整備費削減を達成している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論点２ 

 ガスタービン機関のオーバーホールでは一部部品を海外製造

元から輸入して使用しているが、海外製造工場の閉鎖等により、

部品供給が遅延又はストップするリスク及び価格高騰が進行す

るリスクを局限する必要がある。  
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（説明）  

 ガスタービン機関のＰＢＬ導入  

 部品等の売買及び役務等を必要な都度契約、支払いしてきた従

来の維持整備手法から役務の提供等により得られる成果に主眼

を置き、包括的な業務範囲について契約、支払いするＰＢＬ※方式

を令和３年度から一部のガスタービン機種（Ｍ１Ａ－３５型）に

適用導入した。  

 引続き、ガスタービン機種及び仕様拡大に向けて検討調整中で

ある。 

 

※装備品等の維持・整備に係る業務について、部品等の売買契約

若しくは製造請負契約又は修理等の役務請負契約の都度、必要

な部品の個数や役務の工数に応じた契約を結ぶのではなく、役

務の提供等により得られる成果（可動率の維持・向上、修理時

間の短縮、安定在庫の確保等のパフォーマンスの達成）に主眼

を置いて、官民の長期的なパートナーシップの下で包括的な業

務範囲について契約を結ぶもの  

論点３ 

 ガスタービン機関の維持整備は、整備計画の立案、オーバー

ホール、定期的な艦内整備、部品の所要数算定及び調達、不具

合対策検討等多岐にわたり、各艦各項目個別で契約しており、

業務量が非常に膨大かつ煩雑であるため、行政コスト（業務量）

の低減が課題である。  
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事業概要及び論点等について 

事 業 名 施設車両整備費 

令和３年度 

補正後予算額 
２９７，５２２（千円） 

 

事 業 概 要 

 

 

 

１ 事業の目的 

航空自衛隊では、全国約７０の基地等にブルドーザや油圧ショベル 

等の施設車両を配備している。施設車両は、滑走路の補修及び基地整

備等や北方の基地（※）や山間のレーダサイト等では除雪作業で使用

されており、航空自衛隊の主体となる航空機の運用を支援するため重

要な役割を果たしている。 

本事業は、航空自衛隊が任務を支障なく遂行するため、各種の施設 

車両の機能が適正に維持されるよう、点検、部品交換、修理等の整備

を実施するものである。 
※北方の基地：北部航空方面隊（北海道、北東北地域の防空を担当）に属する部隊

の基地（三沢基地、千歳基地、秋田分屯基地、根室分屯基地等） 

 
【主な施設車両】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の詳細 

施設車両の整備については、航空自衛隊が自隊で行う故障発生時の 

修理や基地整備と企業において行う補給処整備（外注）がある。 

（１）基地整備 

定期検査（６カ月ごとに実施） 

保安検査（２年ごとに実施） 

ロードローラ 

油圧ショベル 

ブルドーザ、ロードローラ、ランウェイスイーパー、コンクリートミキサ

大型ダンプ、油圧ショベル、除雪車、融氷液散布車、等 

   

融氷液散布車 スイーパー 

ブルドーザ 

除雪車 
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定期検査 

車両の全体について十分かつ精密に状態を調査確認 

する作業 

【主な検査項目】 

かじ取り装置、制動装置、走行装置、緩衝装置、動力

伝達装置、電気装置、エンジン、排ガス浄化装置、付

属装置（ホーン等）            

保安検査 

車両法適用以外の自動車が保安基準に適合している 

ことを確認する検査 

【主な検査項目】 

車枠・車体、灯火類、反射器類、かじ取り装置、制動

装置、動力伝達装置等 ３０項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）補給処整備（外注） 

   基地整備の範囲をこえ、航空自衛隊では実施不可能な整備につい 

ては、補給処整備計画（※）に基づき外注により企業で実施。 
※補給処整備計画：車両の損耗状況、運用条件等を考慮し実施計画を作成、年間

十数台程度を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 

航空自衛隊が保有する施設車両は、平時においては基地内施設等の維 

持補修を実施し、有事や災害発生時においては、復旧活動等を実施する

ため、常に機能が適正に維持されていることが必要となる。現在、全国に

ある約７０の航空自衛隊の基地等に施設車両が配備されているが、特殊

車両であることや車両の長期間使用により部品の供給や修理を実施でき

る企業が限られることで、入札に際して一者応札が多発する状況が続い

ている。調達業務の効率化の観点から随意契約（公募）の活用を含め、適

切な契約方式の検討が求められている。 

選定基準 イ 
 長期的又は継続的に取り組んでいる事業等で、執行方

法、制度等の改善の余地が大きいと考えられるもの 

 

定期検査 

保安検査 

故障発生 

修理 

自隊で 

修理可 

整備 

基
地
整
備 

（
外
注
） 

補
給
処
整
備 

部品交換が必

要な場合は、補

給処や各基地

で部品を調達 

企業が整備等を実施

する場合は、第４補給

処が役務調達を実施 自隊で 

修理不可 

自隊で 

整備可 

自隊で 

整備不可 
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論 点 

 

（説明） 

○ 航空自衛隊が保有する施設車両については、機能が適正に維持され 

るよう、毎年度、交換が必要な部品の取得や外注による修理等の役務 

契約に必要な予算を計上し、各車両に対し６カ月ごとの定期検査と２ 

年ごとの保安検査等を行った上、必要に応じ部品交換や修理等の整備 

を行っている。その結果、これまで、整備後に車体構造に起因する重 

大な不具合は、ほとんど発生しておらず、施設車両の稼働は、航空自 

衛隊の任務の遂行を支えている。 

【予算額及び執行額の推移】（過去５年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【車両整備の成果】（過去５年間） 
 

 

 

 

 

 

 

 

※定期検査を実施した施設車両のうち、次期定期検査までの間に車体構造に起因

する重大な不具合が発生しなかった施設車両の台数 

  

○ 整備用部品の調達 

航空自衛隊が自隊で行う基地整備において、定期的に交換が必要な 

部品や故障等により交換を要する主な部品については、第４補給処

（※）が一般競争入札（最低価格落札方式）で調達している（第４補

給処調達物品以外のその他の部品は各基地において調達）。 
※第４補給処：航空自衛隊の需品、弾薬、航空機の支援器材、施設器材等の保管、

補給、整備及び調達を実施。入間基地（埼玉県狭山市）に所在 

年 度 H28 H29 H30 R1 R2 

定期検査を実施した
台数 

474 474 474 474 474 

不具合が発生しなか
った台数（※） 

472 474 471 474 474 

割合 99.6％ 100％ 99.4％ 100％ 100％ 

468

325
298

496

298
467

310
288

491

0
0

100

200

300

400

500

600

H29 H30 R1 R2 R3

（百万円）

年度

施設車両整備費の予算額・執行額

予算額

執行額

論点１ 

施設車両の特殊性と長期使用により、整備や部品の調達が可能な 

企業が限定され、調達に際し一般競争入札の場合でも一者応札が多

い状況が続いている。 

調達業務の効率化の観点から随意契約（公募）の活用を含め、適 

切な契約方式の検討が必要。 
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【過去の契約実績】 
 

 

 

 

 

 

【主な調達物品】 

 

 

 

 

○ 修理等役務の調達 

整備の内容が、基地整備の範囲又は能力を超えるものについては、 

外注により企業で行っている。施設車両については、特殊な構造上、

整備に要する技術及び設備を有している企業が限られるため、第４補

給処において、常続的に公募を行った上で随意契約により役務調達し

ている。 

【過去の契約実績】 

 

 

 

 

 

【主な役務内容】 

 

 

 

 

○ 適正な整備体制の構築 

施設車両の整備に当たっては、調達の効率化を図るため主な部品の 

調達や修理等役務については、調達業務を第４補給処で一元化して実

施している。公正性及び透明性向上の観点から、契約方式を一般競争

入札（最低価格落札方式）又は公募を行った上で随意契約としている

が、部品の調達では、一般競争入札であるにも関わらず一者応札が多

くなっている。 

 

【各年度の支出先上位１０者のうち１者応札の件数】 

 

 

 

 

一者応札が多くなる要因としては、施設車両の特殊性に加え、航空 

自衛隊における車両の更新期間が長いことで、長期間にわたり車両を

運用した結果、車両の旧式化により部品を取扱う企業が減少したこと

によることが考えられる。 

 

年 度 H28 H29 H30 R1 R2 

契約企業 14 14 12 8 10 

契約金額 
（百万円） 

199 280 216 201 86 

年 度 H28 H29 H30 R1 R2 

契約企業 7 5 6 6 6 

契約金額 

（百万円） 
241 187 94 86 161 

年 度 H28 H29 H30 R1 R2 

１者応札の件数 5 10 10 10 12 

割合 50％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

スペーサー、エッジ、シリンダー、バルブ、パッキン、オイルフィル

ター、オルタネータ、電磁切換弁等の車両整備用部品 

ブルドーザ、ショベルローダ、ロードローラ、ダンプ、除雪車、ラン

ウェイスイーパー等の点検修理・診断 
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【施設車両の車齢】 

全車平均車齢 １６．３年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※最大４０年の車両も保有 

 

（参考）機械及び装置の耐用年数 

ブルドーザ、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備：５年 

（引用：国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表） 

 

航空自衛隊の施設車両の修理等役務については、整備可能な企業が 

限られるため、随意契約（公募）により役務調達している。他方、整

備用部品については、一般競争入札を基本として調達しているが、車

両の特殊性に加え、民間と比べ使用年数が長いため、旧式化により部

品を取扱う企業が限られた結果、一者応札とならざるを得ない状況で

ある。今後は、契約様式を見直し、適用可能なものについては随意契

約（公募）の活用により、入札審査の事務量を低減することや価格の

精査をより努めることが可能となり、調達業務の効率化が図れるもの

と考える。 

 

 

 

 

14%

26%60%

施設車両の車齢別割合（％）

30年以上

20年以上～30年未満

20年未満
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論点等整理資料 

事 業 名 Ｔ７００エンジンの整備 

令和３年度 

補正後予算額 
３９７，６２７（千円） 

 

事 業 概 要 

 

 

本事業は、ＳＨ－６０Ｋによる常続的監視等を安定的に行うため、ＳＨ－６０Ｋ

用のエンジンを維持する必要があり、そのための補用エンジン（Ｔ７００－４０１

Ｃ２）を整備することを目的としている。 

耐用命数に到達したＳＨ－６０Ｊの用途廃止に伴い、同機体用Ｔ７００－４０

１Ｃエンジンから再利用可能な部品を取り外し、これをＳＨ－６０Ｋ用Ｔ７００

－４０１Ｃ２エンジンのエンジン製造に官給することで、効率的に当該エンジン

を整備するものである。 

Ｔ７００－４０１Ｃエンジンからの取り下ろし部品については、下記に示すＨ

ＭＵ（Hydro Mechanical Control Unit）及びＤＥＣ（Digital Electrical Control 

Unit）の２品目であり、同機器をＳＨ‐６０ＫのＴ７００－４０１Ｃ２エンジンに

転活用するために機能の改修作業を実施している。 

 

 

本事業により、Ｔ７００－４０１Ｃ２エンジンを新規製造する際、新品のＨＭＵ

及びＤＥＣを購入することに比して、改修したＨＭＵ及びＤＥＣを取り付けるこ

とで経費の抑制を図っている。 
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現状と課題 

（１） 現状 

我が国の安全保障環境が厳しさを増す中、周辺海空域における安全確保 

等は国民や社会のニーズである。その安全確保等のためにＳＨ－６０Ｋが

必要であり、その可動状態を維持するためには本事業が不可欠である。平

成１６年度以降、ＳＨ－６０Ｋの可動状態の維持に必要なエンジンの所要

台数を確保するため、Ｔ７００－４０１Ｃ２エンジン補用品の調達及びＳ

Ｈ－６０Ｋ用エンジンに官給するＤＥＣ及びＨＭＵのＳＨ－６０Ｊ用から

の改修事業を推進し、維持整備のコスト抑制に努めている。 

 

（２） 課題（今後の見通し） 

本事業については、令和４年度予算に計上した改修事業までは安定した 

コスト抑制効果を出すことができる見込みである。しかしながら、ＨＭＵ

及びＤＥＣは世界的にバージョンアップや更新等が行われており、海上自

衛隊においても、令和５年度以降は、新たなＨＭＵ及びＤＥＣの新規調達

に切り替える予定であり、これに伴い本整備事業は終了する見込みであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選 定 基 準 

 

ア 

 

 事業の規模が大きく、又は政策の優先度の高いもの。 
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論 点 

 

新規製造時と本事業適用時の比較（令和４年度まで）      （千円） 

 新規購入価格 

（カタログ登録参考単価）Ａ 

改修費用※ 

    Ｂ 

コスト低減効果 

Ｃ＝Ａ－Ｂ 

ＨＭＵ 
19,945 

（製造中止） 
5,700 14,245 

ＤＥＣ 
8,100 

（製造中止） 
1,300 6,800 

補用エンジン 403,982 ‐  

※官給部品費を除く 

これまでのコスト低減効果については上記のとおり、新規購入に比し、１Ｅ

ＡあたりＨＭＵで約１４百万円、ＤＥＣ約７百万円のコスト低減効果があり、

新規にＨＭＵ及びＤＥＣを調達する価格に比してコスト低減を図ることがで

きている。 

 

本事業は、除籍するＳＨ－６０Ｊのエンジンから利活可能部品をＳＨ－６０

Ｋ用に改修し再搭載することでＴ７００‐４０１Ｃ２エンジンの維持に必要

な経費の抑制を図るものであり、これまで安定したコスト低減効果を出してき

た。 

しかしながら、現行ＨＭＵ及びＤＥＣは経年から世界的にもバージョンアッ

プや更新が行われており、新規製品に移行する事情から、ＳＨ－６０Ｊ用ＨＭ

Ｕ及びＤＥＣを改修しＳＨ－６０Ｋに利活用する改修事業は令和４年度契約

分をもって取り止め、新たなＨＭＵ及びＤＥＣの新規調達事業に移行すること

は時宜を得たものである。 

 

海上自衛隊航空機の可動率の向上及び維持整備費の節減検討に際しては、有

効性を見極めた上でＰＢＬ契約の適用も含め、より効果的及び効率的な事業形

態を検討していくことが有益である。 

 

論点１ 

 コスト低減効果の確認 

論点２ 

 事業の継続性 

論点３ 

 可動率の向上及び維持整備費の低減の取り組み 
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事業番号 - - -

（ ）

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

施設整備費

移転等補償金

不動産購入費
令和3・4年度

予算内訳
（単位：百万円）

主な増減理由

新規事業等による令和４年度歳出化の増

令和4年度要求

39,694

0

-

20 0112

-

24,470 39,710

2021 防衛

-

令和3年度当初予算

24,157

178

135

--

-

計

16

-

年度

・平成31年度以降に係る防衛計画の大綱、中期防衛力整備
計画（平成31年度～平成35年度）（平成30年12月18日閣議
決定）・防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令

平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標最終年度

37.5 60

10

6 21

8

262.5 -

15

-

- 0

24,470 39,710

関係する
計画、通知等

達成度

3

3

8

年度

-

-

-

32 7 19

成果目標及び
成果実績

（アウトカム） 件

令和3年度行政事業レビューシート 防衛省

執行額

54,443 24,017 24,629 28,916 39,710

21,102 26,631

執行率（％） 80% 88% 108%

平成24年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

　自衛隊配置の空白地域となっている島嶼部への平素からの部隊配備は極めて重要との考えの下、南西地域の防衛体制の強化のため、陸自警備部隊等
の配備を目的とした施設の整備を行う。

前年度から繰越し 1,743 6,402

成果実績

目標値

成果指標 単位

件

7,135

43,633

-

補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

18,872

4,446

令和元年度

　本事業は南西地域への陸自部隊の配備のため、これまで陸自部隊配備がなされていなかった与那国島、奄美大島、宮古島及び石垣島において、駐屯地
等を新設するものである。
　各駐屯地等においては隊庁舎、整備場、福利厚生施設、火薬庫、覆道射場などの施設の整備を行う。

3,068 0

59,102

- -

▲ 4,446 0

施設整備実績（完了件数）
成果実績：当該年度に完了
した事業件数（繰越件数含
む）
目標値：当該年度完了予定
の事業件数（繰越件数含
む）

-

南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備 担当部局庁 整備計画局 作成責任者

事業開始年度

直接実施

担当課室 施設計画課、施設整備官
施設計画課長　宮本　康宏
施設整備官　井上　主勇

事業名

会計区分

令和3年度

-

翌年度へ繰越し ▲ 6,402

計

令和2年度

防衛関係

▲ 7,135

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

令和4年度要求

予算
の状
況

24,750

　自衛隊の各種活動を支え
る行動基盤である自衛隊
施設を整備し、自衛隊の円
滑な任務遂行を確保する。

実施方法

平成30年度

％

件

施設整備実績（発注件数）
活動実績：当該年度に発注した工事等件数
当初見込み：当該年度発注予定の工事等件数

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

活動実績 58 10 23

平成30年度 令和元年度 令和2年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
防衛省設置法第4条第1項第12号

主要政策・施策

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標

件

単位

一般会計

当初見込み

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）

令和３年度基本計画書（工事）、工事契約締結・工事完成状況報告書
※防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令第6条、第28条及び第30条に基づく。

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

74% 85% 121%

3年度
活動見込

4年度
活動見込

-

52

-

-

チェック

1



本事業の成果と取組事項・KPIとの関係

新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
 
2
0
2
0

目標値

達成度 ％

K
P
I

(
第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

2年度 3年度
中間目標 目標最終年度

年度 年度 年度

成果実績

達成度 ％

令和5年
度

目標年度

-

施策 Ⅰ－１（２）従来の領域における能力の強化

政策 Ⅰ－１　我が国自身の防衛体制の強化（領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項）

測
定
指
標

-

令和元年度予算において、南西地域への陸自警備部隊等の配備
にかかる関連施設整備の経費を以下のとおり計上し、施設整備を
実施している。
・奄美駐屯地約４３億円、瀬戸内分屯地約１８億円
・宮古島の保良鉱山地区約４３億円
・石垣島約９３億円

実績値 - -

単位
年度年度

6,117.2

中間目標 目標年度

平成30年度

平成30年度

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

　自衛隊配置の空白地域となっている島嶼部への平素からの部隊配備は極めて重要との考えの下、南西地域の防衛体制の強化のため、陸自警備
部隊等の配備を目的とした施設の整備を行う。

- -
定量的指標

-

事業所管部局による点検・改善

ＫＰＩ
（第一階層）

取組
事項

分野：

施策の進捗状況（実績）

43,633/5

令和元年度

26,631/5

国
費
投
入
の
必
要
性 ○

-

年度

施策の進捗状況（目標）

年度

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

評価に関する説明

単位

整備執行額(X)／整備基地数(Y)
【３年度活動見込のみ】事業予算額(X)/整備(予定)基地

数(Y)

単位当たり
コスト

令和元年度 令和2年度

K
P
I

(

第
一
階
層

）

成果実績

○

単位

　防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、国の
防衛基盤を整備するものであり、優先度の高い事業である。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

年度

- -

目標値 -

21,102/5 24,469/4

3年度活動見込

8,726.6 4,220.4

計画開始時
2年度 3年度

5,326.2

令和2年度

百万円／箇所

計算式 Ｘ／Ｙ

- -

目標値

中間目標

単位当たり
コスト

算出根拠

評　価項　　目

　閣議決定された防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画
に基づき、国民の生命・財産を守るために必要な施設につい
て、陸上自衛隊と整備の必要性などについて協議した上、整
備内容を決定している。

-

目標最終年度

- -

　部隊新編や新規装備品のための施設など陸上自衛隊が使
用する施設を整備する目的であるため、国が実施すべき事
業であると考える。

○

目標定性的指標

機動・展開能力の強化
南西地域島嶼部において初動を
担任する警備部隊の新編等

政
策
評
価

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と
の
関
係

2



繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○

-

点検結果

有

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

-

受益者との負担関係は妥当であるか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

点
検
・
改
善
結
果

関
連
事
業

‐

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

　年初は未定であった発注方式について、設計の完了などを
踏まえ、年度途中に発注方式を決定し、建設工事を追加で
発注する必要があったことから、見込み数を上回っているも

‐

○

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

　隊員が生活する隊舎と勤務する庁舎の合棟による必要工
事費の低減、ＬＥＤの整備によるライフサイクルコストを考慮
した整備に努めている。

　自衛隊施設は、施設のユーザーである各自衛隊と整備の
必要性などについて協議した上、整備内容等について決定
している。部隊新編や新規装備品のための施設など陸上自
衛隊が使用する施設を整備することを事業目的としており、
厳しい財政事情を踏まえ、施設の喫緊性・必要性などを勘定
した、真に必要な事業に限定して整備している。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。
　施設の整備にあたっては積算要領に基づき適切に積算し
ており、妥当であると考える。

○

有

‐

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

　自衛隊施設の建設工事は、原則として一般競争入札の総
合評価落札方式により発注するとともに、関係法令等に基づ
き工事請負業者を決定しており、適正な契約及び支出を行っ
ている。
　一者応札については、工事の大型化や分離など発注ロット
の検討、また、参入業者ランクの拡大等や競争参加資格の
緩和などを図ることで、より多数の応募者を期待できるように
するなど、競争性拡大の取組みに向けた対応を行っている。
　なお、随意契約については、工事請負契約における随意契
約のガイドラインに基づく後工事、並びに公募によるプロポー
ザル方式又は給水負担金等競争性の働かないもので行って
いる。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

○

‐

　南西地域の防衛態勢の強化を始め、各種事態への対応等
において、その活動拠点として有効に活用されている。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

-

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

　一部、不測の事態により繰り越しをしているが、おおむね目
標を達成している。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

○

１．必要性
　　南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備については、南西地域の防衛態勢の強化を始め、各種事態における実効的な抑止及
び対処を実現するための前提となる海上優勢及び航空優勢の確実な維持に向けた防衛力整備を優先及び幅広い後方支援基盤の確立に配慮
しつつ、自衛隊の機能発揮のために必要な施設の整備を行うものである。
２．効率性
　　工事の大型化や分離など発注ロットの検討、また、参入業者ランクの拡大等や競争参加資格の緩和を図ることで、より多数の応募者を期待
できるようにするなど、競争性拡大の取組みに向けた対応を行っている。
　　支出先となる工事請負業者の決定については、原則、一般競争入札（総合評価方式）により決定しているところであるが、入札情報の幅広
い周知等に努めるとともに、入札参加要件の緩和や、総合評価落札方式により求める技術提案のテーマを同一として審査を行う一括審査方式
の試行により、発注者・競争参加者双方の事務負担の軽減を図り、競争参加意欲の向上に資する取組みなど、入札に参加し易い環境を整備
することでより競争性の向上によるコスト縮減に努めている。
３．有効性
　　南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備は、南西地域の防衛態勢の強化を始め、各種事態における実効的な抑止及び対処を
実現するため、常続監視体制及び迅速な展開・対処能力の向上として重要な役割を担うこととなる。
４．総合評価
　　防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画に基づく、我が国の防衛態勢に不可欠な南西地域の部隊配置に伴う施設整備を着実に実施してい
る。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

○

　建設工事請負契約書では、受注者が建設工事の内容を一
括して委託したり、下請けさせることを禁じている。
　また、受注者が下請負契約を締結した場合、公共工事入札
及び適正化の促進に関する法律に基づき、受注者が作成し
た施工体制台帳の写しを発注者へ提出することとされてお
り、発注者は点検等の措置を講じている。このような手続きを
踏まえ、適正な資金の流れを確認している。

事業番号 事業名所管府省名

　繰り越しの要因としては、地中埋設物及び地中障害物の発
生、用地取得に係るものによるものなど、不測の事態による
ものがある。
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- -

- -

0212

0138平成28年度

平成29年度 0159

平成30年度 0195

令和元年度 防衛省 新31 0184

平成25年度 0347 0348 0353

0365

平成22年度 0009 0010 0107～0129

平成23年度 0007 0080 0094～0115 0526

平成24年度 0009,0010 0095～0116 0425 0024～0033

平成27年度

平成26年度

令和2年度 防衛省 新02 0120

【公開プロセスについて】
○　実施年：平成２８年度　／　事業番号及び事業名：１３８　自衛隊施設整備
○　結果：事業全体の抜本的改善
○　取りまとめコメント：
　・　工事種別による優先順位の判断がどのようになされているのか明確でない。老朽化についてどう克服していくのか、中期的計画を立てて対応する必要があ
る。
　・　施設の長寿命化だけではなく、基地・駐屯地の統廃合や倉庫・施設のリース等を考えてもよいのでは。
　・　一者応札の適切な原因分析ができる速やかな体制作りと、それに対するモニタリング体制の構築が必要。
　・　繰越の要因分析をするとともに、縮減に努める。
　・　耐震化を計画的に進める。
○　実施年：平成３０年度　／　事業番号及び事業名：１９５　自衛隊施設整備
○　結果：事業内容の一部改善
○　取りまとめコメント：
　・　本事業には多種多様な施設整備が詰め込まれており、効率的な事業展開を考えると整理が必要ではないか。
　・　全体を整備目的別に大別し、区分間での優先順位、区分内での優先順位をつけて執行状況を可視化し施設整備を計画的に進める必要がある。
　・　耐震・津波対策に優先順位を置くならば、特定の事業項目を設けて管理することについて検討が必要ではないか。
　・　一者応札の改善についてアンケート調査の取組は確認できているが、経過段階であり、その先の具体策に早くつなげる必要がある。

○　対応状況の概要：
　「自衛隊施設整備」事業のうち、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画に基づく、部隊新編・改編及び装備品受入に係る施設整備を優先的に行っているところ
であり、特に「南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備」は最重要事業であることから、「自衛隊施設整備」事業との切り分けを行った。
　本事業における一者応札については、工事の大型化や分離など発注ロットの検討、また、参入業者ランクの拡大等や競争参加資格の緩和を図ることで、より多
数の応募者を期待できるようにするなど、競争性拡大の取組みに向けた対応を行っている。

事
業
内
容

の

一
部
改
善

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

備考

・一者応札の改善に係る取り組みを引き続き推進されたい。
・毎年一定額の繰越が発生しており、繰越理由としては不測の事態によるやむを得ないものと思われるが、事業管理を適切に行うとともに適正な
予算要求に努められたい。

行政事業レビュー推進チームの所見

外部有識者の所見

改善の
方向性

執
行
等
改

善

・外部有識者抽出点検の対象外である。

・工事の大型化や分離など発注ロットの検討や、参入業者ランクの拡大や競争参加資格の緩和を図るなど、より多くの応募者を期待できるように
競争性拡大の取組に向けた対応を引き続き実施していく。
・当初計画どおりに施設の整備が完了するよう、適切な事業管理を行っているところであるが、やむを得ず繰越制度を活用した事業であっても、例
えば、繰越した事業の早期契約、建設工事の工程の見直しなどにより、適切な事業管理により一層努めると共に引き続き事業監理の状況を踏ま
えた適正な予算要求に努めたい。

関連する過去のレビューシートの事業番号

　入札及び契約に係る制度面、運用面の改善などによる効率的な執行に努めているところであるが、今後は南西地域特有の効率的なサプライ
チェーンの構築や構造的な技術者不足への対応を視野に入れて検討して参りたい。
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※令和2年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

　

支出先上位１０者リスト

A.

744

1,137

1,708

一般競争契約
（総合評価）

一般競争契約
（総合評価）

随意契約
（その他）

-

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

16 90％

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

-

-

-

当該工事は、平成30年度に発
注された工事の追加工事であ
り、元工事との一体不可分と
なったもの。

土木工事

建築工事

土木工事

土木工事
設計変更

-

契約方式等

一般競争契約
（総合評価）

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載

2

3

17 90％

法　人　番　号

-

- 2,581

-

6200001003034

入札者数
（応募者数）

落札率

1

3 99.2％

4

-建設工事(総合)

費　目

計 2,581 計 0

費　目 使　途

B.
金　額

(百万円）

2,581 -

使　途

施設整備費

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

金　額
(百万円）

A.前田建設･丸福建設 特定JV

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

-

前田建設･丸福建設
特定JV

安藤･間･植村組 特
定JV

安藤･間･植村組 特
定JV

大日本土木（株）

チェック

防衛省

26,631百万円

各地方防衛局

26,631百万円

○建設工事等の計画・調

整

○用地取得の計画・調整

○建設工事等請負契約の
締結、工事等の監督・検

査
○取得に係る調整
○不動産売買契約、損失

Ａ 民間会社等83社

26,631百万円

建設工事等請負契

約の履行

【一般競争契約（総合評価）】
【随意契約（企画競争）】
【随意契約（その他）】
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国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

土木工事

土木工事

土木工事

土木工事

土木工事

建築工事

建築工事

建築工事

1,053

1 99.2％

-

-

-

当該工事は、平成30年度に発
注された工事の追加工事であ
り、元工事との一体不可分と
なったもの。

-

一般競争契約
（総合評価）

一般競争契約
（総合評価）

随意契約
（その他）

-

一般競争契約
（総合評価）

一般競争契約
（総合評価）

一般競争契約
（総合評価）

1,522

1,290

1,072

1,012
一般競争契約
（総合評価）

- -

-474

90.8％

6 93.5％

一般競争契約
（総合評価）

1,674

2 94％

8

17

14

2 92％12 326

389

180

2 99.2％7340001010635

7340001010635

13 -

-

-

7340001010635

土木工事

建築工事

-

-

-

10

90.6％

-

3360001005876

3360001005876

6

8

7

9

一般競争契約
（総合評価）

一般競争契約
（総合評価）

-

11

5 17 90.2％

6 91.6％

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載

契　約　先
ﾌﾞﾛｯｸ
名

五洋建設(株)A

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）
契約方式

入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 1010001000006
建築工事
契約変更

4,272

3 - 契約変更 2,517
随意契約
（その他）

- -

平成30年度発注工事で、工事
途中で設計変更による増額変
更契約を含んだ国庫債務負担
行為額

2 -
土木工事
契約変更

3,640
一般競争契約
（総合評価）

4 - 建築工事 2,221
一般競争契約
（総合評価）

8 92％ -

A
鴻池組・照屋
建設JV

A
熊谷組・大米
建設JV

A

石垣島（２）厚
生施設新設建
築工事　國場
組・オリジン建
設・黒島組　建
設共同企業体

一般競争契約
（総合評価）

9 91.9％ -

-19 91.9％

6 - 電気工事 1,484
一般競争契約
（総合評価）

3 91.5％ -

7 - 土木工事 1,118
一般競争契約
（総合評価）

6 91.5％ -

A

石垣島（２）駐
屯地新設土木
工事　東洋建
設・共和産業・
米盛建設工業
建設共同企業
体

A

石垣島（２）隊
庁舎（Ａ）新設
電気その他工
事　東光電気
工事・紫電舎
建設共同企業
体

A
鴻池組・奥浜
組JV

8 - 土木工事 347
随意契約
（その他）

- - -A
鴻池組・奥浜
組JV

5 -
土木工事
契約変更

1,564
一般競争契約
（総合評価）

19 90.9％ -

9 - 機械工事 832
一般競争契約
（総合評価）

2 99.1％ -

10 7340001010635
建築工事
契約変更

683
一般競争契約
（総合評価）

1 99.2％ -

A
大成設備・南
西工業JV

A 竹山建設（株）

11 - 機械工事 435
一般競争契約
（総合評価）

2 99.1％ -A
大成設備工
業・日建興業
JV

陸自石垣島（３０）駐
屯地造成工事　東洋
建設・共和産業・米
盛建設工業　建設共
同企業体

（株）大米建設

（株）大米建設

陸自宮古島(30)訓練
場地区保管庫新設
土木その他工事 鴻
池組・奥浜組 建設共
同企業体

陸自宮古島(30)訓練
場地区保管庫新設
土木その他工事 五
洋建設・先嶋建設 建
設共同企業体

前田建設･丸福建設
建設共同企業体

五洋建設・仲本工業
建設共同企業体

竹山建設（株）

竹山建設（株）

竹山建設（株）

チェック
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事業番号 - - -

（ ）

チェック

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

96% 91% 98%

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
-

一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第８
条

主要政策・施策

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

36,320

-

実施方法

平成30年度

％

民生安定助成事業 担当部局庁 地方協力局 作成責任者

事業開始年度

委託・請負、補助

担当課室 地域社会協力総括課
地域社会協力総括課長
北川 高生

事業名

会計区分

令和3年度

-

翌年度へ繰越し ▲ 5,929

計

令和2年度

防衛関係

▲ 7,796

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

令和4年度要求

予算
の状
況

令和元年度

　自衛隊等の行為によって発生する障害は、その周辺地域の生活に影響を及ぼすものであり、これを周辺住民にのみ受忍させることは不公平であることか
ら、その障害に対して対策を講じ、防衛施設と周辺地域との調和を保つためには、障害そのものを防止・軽減するだけではなく、生活環境そのものを全体的
に向上・発展させていく施策も必要である。
　そのため、防衛省として、最も周辺地域の事情に詳しい地方自治体が、生活環境の向上・発展に必要な施設（民生安定施設）を整備する場合に、その助
成を行うことで地元の理解と協力を得てきている。
　具体的には、集会用施設やごみ処理施設等の生活環境施設や、周辺の農林漁業用の施設の事業経営の安定に必要な施設に対する助成を行っている。
　また、事務手続きについては、地方自治体から具体的な施設整備の申請が行われた後、防衛省において、防衛施設とその地域の間にどのような障害が
あるかなどの内容の審査を経て、その整備費用の一部を補助している。
　なお、上記施設の整備については、補助率5/10～10/10・定額等により助成を行うものである。
　その他、放送受信料の半額相当について助成を行う放送受信障害や、生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者等を対象
に、住宅防音工事により設置した空調機器の夏場の使用に伴う電力量料金等について助成を行う空調機器稼働費がある。

▲ 11 -

34,796

- -

▲ 7,844 -

-

-補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

34,319

7,8447,796

33,342

-

昭和49年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

　防衛施設は、わが国の防衛力と日米安全保障体制を支える基盤として必要不可欠なものであり、これらは、演習場、飛行場、港湾など用途が多岐にわた
り、広大な土地を必要とするものである。
　航空機による頻繁な離着陸や射撃・爆撃、火砲による射撃、戦車の走行などが周辺地域の生活環境に大きな影響を及ぼす場合があり、さらにジェット戦
闘機等による航空機騒音については、各地で訴訟が提起されている状況である。
　これらの障害の緩和に資するため、地方公共団体等が実施する生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備等に対して国がその費用の一
部を補助することによって、関係住民の生活の安定及び福祉の向上などが図られることで理解と協力が得られ、ひいては、防衛施設の安定的な使用に寄
与する。

前年度から繰越し 5,298 5,929

成果実績

目標値

成果指標 単位

-
成果目標及び

成果実績
（アウトカム） -

令和3年度行政事業レビューシート 防衛省

執行額

34,165 34,453 34,260 43,387 20,293

33,118 33,676

執行率（％） 98% 96% 98%

-

-

-

平成３１年度以降に係る防衛計画の大綱、中期防衛力整備
計画（平成３１年度～平成３５年度）（平成３０年１２月１８日
国家安全保障会議決定・閣議決定）

平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標最終年度

- -

-

- -

-

- -

-

-

- -

35,543 20,293

関係する
計画、通知等

達成度

-

-

-

年度 年度-

令和3年度当初予算

33,428

1,933

87

54職員旅費

在日米軍地域交流業務委
託費

計

50

32

2021 防衛

-

41

20 0283

41

35,543 20,293

20,170

-

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

施設周辺整備助成補助金

再編推進事業費補助金

防衛施設安定運用業務庁
費

令和3・4年度
予算内訳

（単位：百万円）

主な増減理由

　「令和４年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」
（令和３年７月７日閣議了解）において、「「在日米軍の兵力構成見直し
等に関する政府の取組について」（平成１８年５月３０日閣議決定）及
び「平成２２年５月２８日に日米安全保障協議委員会において承認され
た事項に関する当面の政府の取組について」（平成２２年５月２８日閣
議決定）に基づく再編関連措置に関する防衛関係費に係る経費の令
和４年度における取扱いについては、防衛関係費の更なる合理化・効
率化を行ってもなお、地元の負担軽減に資する措置の的確かつ迅速
な実施に支障が生じると見込まれる場合は、予算編成過程において
検討し、必要な措置を講ずる。」こととされているところである。
　令和４年度概算要求における地元の負担軽減に資する措置に係る
経費については、可能な限り早期に事業を実施することが重要との観
点から、予算編成過程における地元や米軍等の調整結果を予算に反
映させる必要があるため、事項要求したところである。

令和4年度要求
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3年度
活動見込

4年度
活動見込

-

280,473

-

272,118

【防音助成】
執行額（X）／事業実施件数（Y）

年度

事業の妥当性
を検証するた
めの代替的な
達成目標及び

実績

定性的な成果目標と平成30～令和2年度の達成状況・実績

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

単位当たり
コスト

達成度

件

百万円/件

計算式 X/Y

単位

算出根拠

単位当たり
コスト

単位

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標

- -

　事業完了後にアンケート
を実施し、事業効果を確認
できた件数

33 38 - - -

100 100

定量的な目標
が設定できな
い理由及び定
性的な成果目

標

356,030 291,843 281,584

-

平成30年度 令和元年度
中間目標 目標最終年度

-

33 38

- - -

平成30年度 令和元年度 令和2年度

-

100 98 -

活動実績

令和2年度

令和2年度

百万円/件

7

X/Y 2,111/18

単位

事業実施件数

単位

要望件数に対する採択件
数

件目標値

222 211

230 211

実績

142

件目標値

定量的な目標が設定できない理由

　事業実施したことよる障
害の緩和に資する等の事
業効果の発現

代替目標

平成30年度

7

件

代替目標

28,657/217

74 104 66 117

平成30年度 令和元年度 3年度活動見込

計算式

代替指標

件

％

39,254/219

3年度活動見込

132 132

代替指標
中間目標

-

1,474/20

　防衛施設の安定的な使用を図るためには、関係住民の理解と
協力を得る必要があるが、民生安定助成事業をどれだけ実施す
るかについては、個々の助成対象となる事業が関係自治体等の
おかれている様々な事情や防衛施設の運用の態様の変更などを
踏まえ、その時々の状況に応じて、関係自治体等と緊密に調整し
ながら決定していく必要があるため、あらかじめ定量的な目標値
を設定することは困難である。

実績

年度

単位当たり
コスト

4,647/518

事業の妥当性
を検証するた
めの代替的な
達成目標及び

実績

単位

【一般助成】
執行額（X）／事業実施件数（Y）

単位当たり
コスト

令和元年度 令和2年度

7

計算式

単位当たり
コスト

2,497,275/355,199 2,070,173/291,086

X/Y

1,882,694/280,862

【放送受信】
執行額（X）／事業実施件数（Y）

9

定
量
的
な
成
果
目
標
の
設
定
が
困
難
な
場
合

　沖縄県内を始め、防衛施
設関連市町村からの多様
な補助事業の要望に応え、
周辺住民に及ぼす障害の
緩和に努めることにより、
関係住民及び自治体等の
理解と協力を得て、防衛施
設の安定的な使用に寄与
する。
　これらの防衛施設を安定
的に使用するため、地元要
望に対し、採択出来たか否
かを目標とする。

7

算出根拠

239

令和2年度

395,459 288,569 284,279

-

-
平成30年度 令和元年度 令和2年度

（定性的な成果目標）
　　防衛施設の設置・運用による障害を緩和することにより、関係住民の理
　解と協力を得て、防衛施設の安定的な使用を図る。
（平成30～令和2年度の達成状況・実績）
　平成30年度から令和2年度までの間に266件の事業（新設・改修）を実
施。

- -

97

243

単位

千円/件

％達成度

29,232/222

令和元年度

30,343/214

5,564/589

件

2,280/22 1,382/21

3年度活動見込

目標最終年度

年度

- -

年度

平成30年度 令和元年度 令和2年度 3年度活動見込

9 9

4,470/487 4,063/434

179

平成30年度

9

計算式 X/Y

【空調機器稼働費】
執行額（X）／事業実施件数（Y）

単位当たり
コスト

単位当たり
コスト

算出根拠

千円/件

単位

1,829,734/279,802

8



政
策
評
価

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と
の
関
係

防衛施設とその周辺地域との
より一層の調和

防衛施設周辺対策事業の推進

目標定性的指標

-- -- -

- -

目標値 -

令和元年度 令和2年度

-

施策の進捗状況（目標）

施策の進捗状況（実績）

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

　防衛施設は、わが国の防衛力と日米安全保障体制を支える基盤として必要不可欠なものであり、これらは、演習場、飛行場、港湾など用途が多岐
にわたり、広大な土地を必要とするものである。
　航空機による頻繁な離着陸や射撃・爆撃、火砲による射撃、戦車の走行などが周辺地域の生活環境に大きな影響を及ぼす場合があり、さらにジェッ
ト戦闘機等による航空機騒音については、各地で訴訟が提起されている状況である。
　これらの障害の緩和に資するため、地方公共団体等が実施する生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備等に対して国がその費
用の一部を補助することによって、関係住民の生活の安定及び福祉の向上などが図られることで理解と協力が得られ、ひいては、防衛施設の安定的
な使用に寄与する。

- -
定量的指標

-

年度年度

中間目標 目標年度
平成30年度

実績値 - -

単位

-

　●自衛隊等の行為あるいは飛行場をはじめとする防衛施設の設
置・運用によりその周辺地域において生じる障害の防止、軽減、緩
和等を目的として、下記の措置を実施した。
・自衛隊等の訓練等により生ずる障害を防止・軽減するため、地方
公共団体等が行う河川改修及び砂防施設等の整備に対する助成
を実施。
・防衛施設の設置・運用により周辺地域の住民の生活又は事業活
動が阻害される場合、その障害の緩和に資するため、地方公共団
体が行う生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整
備に対する助成を実施。
・自衛隊等の機甲車両等の頻繁な使用により生ずる障害を防止・
軽減すること並びに防衛施設の設置又は運用により周辺地域の住
民の生活又は事業活動が阻害される場合、その障害の緩和に資
するため、地方公共団体が行う道路改修の整備に対する助成を実
施。
・自衛隊等の行為により生ずる障害の防止・軽減又は防衛施設の
設置・運用により生ずる障害の緩和に資するために必要な措置を
講ずるため、地方公共団体が行う障害防止事業、民生安定事業等
を対象に複数の事業を統合した助成を実施。
・ジェット機が離着陸を実施する飛行場等の防衛施設について、そ
の設置・運用がその周辺地域における住民の生活環境や開発に
著しい影響を及ぼすと認められる市町村（特定防衛施設関連市町
村）に対し、公共用の施設の整備等に充てるための特定防衛施設
周辺整備調整交付金を交付。
・移転措置事業で取得した土地（周辺財産）を飛行場等と市民生活
の場とを隔離する緩衝地帯化するよう、緑地帯その他緩衝地帯の
整備等を実施。また、自衛隊等による航空機の離着陸の頻繁な実
施等により、農林漁業等の事業を営んでいた者が受けた事業の経
営上の損失を補償。
・自衛隊等の航空機の離着陸等の頻繁な実施により生ずる騒音が
特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域（第二種区域）の指
定の際現に所在する建物等の移転補償、土地の買入れ等を実施。
・自衛隊等の航空機等の離着陸等の頻繁な実施により生ずる騒音
を防止・軽減するため、地方公共団体等が行う学校、病院等の防
音工事に対する助成を実施。
・自衛隊等の航空機等の離着陸等の頻繁な実施により生ずる騒音
を防止・軽減するため、住宅の所有者等が行う住宅防音工事に対
する助成を実施。
・防衛施設の継続的・安定的な使用の確保のため、防衛施設に所
在する民公有地について、土地所有者と賃貸借契約を締結し、賃
借料を支払いの上、借上げを実施。
・自衛隊等が水面を使用して行う訓練等のため、法律又は契約に
より制限水域を設定し、これらに伴い漁業者が被った漁業経営上
の損失の補償、駐留軍に施設・区域として提供する用地の取得、
周辺財産のうち、植栽等が未整備等の土地について、雑草の繁茂
に起因する付近住宅の環境悪化等を未然に防止するための除草
工事等、防衛施設の安定的な使用の確保を図るための損失補償
等を実施。

-

施策 Ⅰ－４－（３）　地域コミュニティーとの連携

政策 Ⅰ－４　我が国自身の防衛体制の強化（防衛力を支える要素）

測
定
指
標

令和５
年度

目標年度
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　本事業は、防衛という国民の利益のために特定の地域の
住民が受けている不利益を公平の観点から是正する、いわ
ば補償的な性格を有するものであり、国の責務として国自ら
行うものである。

○

評　価項　　目

　本事業は、補助事業者（地方公共団体等）が防衛施設の設
置・運用により生じる障害を緩和するため、防衛施設周辺民
生安定施設整備事業補助金交付要綱等に基づき申請し、事
業を実施していることから、関係住民や地域社会のニーズを
的確に反映している。

目標最終年度

-

-

目標値

中間目標計画開始時
2年度 3年度

-

-

　地方公共団体等への補助金については、補助事業であり、
国において入札・契約は行っていない。
  なお、補助事業者等の契約については、地方自治法等に
基づき実施しており、補助事業者が行った契約については、
実績報告時に把握している。
　また、在日米軍地域交流業務に係る事務委託については、
一般競争入札を利用し、競争性を確保しているため、支出先
の選定は妥当である。

無

年度

-

　本事業は、防衛施設の設置又は運用により、その周辺地
域の住民の生活又は事業活動が阻害されている場合、その
障害の緩和に資するため、地方公共団体等が実施する生活
環境施設の整備等に対して国が補助金の交付を行うことに
よって、関係住民の生活の安定及び福祉の向上が図られる
ことにより、防衛行政に対する理解と協力が得られるため、
必要かつ適切な事業である。

- -

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

‐

K
P
I

(

第
一
階
層

） -

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

成果実績

- -

○

単位

-

-

- 年度 年度

-

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

-

-

無

○

国
費
投
入
の
必
要
性

取組
事項

分野： - -

-

-

事業所管部局による点検・改善

ＫＰＩ
（第一階層）

- -

達成度 ％ -

新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
 
2
0
2
0

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

2年度 3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 - 年度 - 年度

-

成果実績 - - - - - -

目標値 - - - - - -

達成度 ％ - - - - -

本事業の成果と取組事項・KPIとの関係

-
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-

　用地買収に係る地権者との調整に不測の日数を要した等、
やむを得ない事情によるものである。

20 0291

総務省

事業番号 事業名所管府省名

空港周辺環境対策事業

防衛施設周辺整備統合事業

緊急消防援助隊の機能強化

国土交通省

防衛省

○

-

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

　一般助成等の実施に際しては、引き続き、事業内容や経費の審査を確実に実施して、効率的な予算執行及び予算要求に取り組むとともに、
防衛施設の周辺住民の理解と協力を得るため、事業の完了後、関係住民及び自治体へのアンケートを通じて事業効果及び意見の聴取を行
い、事業効果の更なる向上に努める。

１． 必要性
　　一般助成等については、防衛施設の設置・運用による周辺地域の住民が生活上又は事業活動上被る阻害を障害として幅広くとらえ、その
障害を直接的に防止し、又は軽減できないにしても、このような障害を放置することなく、最も周辺地域の事情に詳しい地方公共団体等が民生
安定の見地から障害の緩和に役立つ措置を採る場合等に助成するものである。
　これにより、防衛施設を安定的に使用できることから、防衛省が実施することが適切である。
２． 効率性
　　一般助成等の実施に際しては、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付要綱等に基づき、補助事業者からの交付申請書の提出
を受け、補助金適正化法に基づき、事業の目的や効果、経済性を含め事業の内容の審査を行い、交付決定をしており、補助事業者から事業完
了後に提出される実績報告書に基づき、必要に応じ事業現場等の確認を行い、事業に使用された経費を審査した上で確定している。
　　また、既存ストックを活用したリニューアル事業を平成２３年度から拡充している。
３． 有効性
　  一般助成等を実施することにより、防衛施設の周辺住民が被っている生活又は事業活動の阻害が緩和され、関係住民の生活の安定及び福
祉の向上が図られることで理解と協力を得られた。
　　なお、事業完了後にアンケートを行い、おおむね事業効果があったという結果が得られるとともに、十分に活用されていることが確認できた。
４．総合評価
　　平成２１年度の「事業仕分け」の結果を踏まえ、関係自治体からの要望を聴取し、既存ストックの活用を行うリニューアル事業の追加、補助メ
ニューの追加等を行うなど、関係自治体等からの要望を踏まえ、補助事業を実施することにより、関係住民及び自治体等の理解と協力を得るこ
とにつながり、近年においては、岩国飛行場への空母艦載機移駐、横須賀基地への米イージス艦追加配備など防衛施設の安定的使用に寄与
している。

○

○

　平成３０年度完了の補助事業について、関係住民にアン
ケートを行い、おおむね事業効果があったという結果が得ら
れるとともに、十分に活用されていることが確認できた。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

総務省消防庁において実施している事業とは、補助目的が
異なる。（総務省消防庁は、地震等の大規模災害を想定して
いるが、当省は、防衛施設周辺の航空機事故等を想定して
いる。）
　国土交通省において実施している事業とは、対象施設（飛
行場）が異なる。（管理権を有している飛行場でそれぞれ実
施）
　防衛省が実施している防衛施設周辺整備統合事業とは、
地方公共団体が特定地域において裁量的かつ計画的に複
数の生活環境等の整備事業を一括して行うことから、地方公
共団体等における裁量が異なる。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

　本事業の実施に当たっては、補助事業者が設計の段階で
他の手段・方法等について比較検討し、効果的あるいは低コ
ストでの実施に努めており、交付申請時に確認している。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

○

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

‐

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

　防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付要綱等
に基づく補助事業者からの交付申請書については、地方公
共団体等が設計、積算基準（国交省及び都道府県単価）に
より、必要な経費を算定しているため、コスト等の水準は妥
当である。

　本事業は、既存ストックを活用したリニューアル事業を拡充
していることなどから、コスト削減や効率化に向けた工夫は
行われている。

-

　防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付要綱等
に基づき、補助事業者からの交付申請の提出を受け、補助
金適正化法に基づき、事業の目的や効果、経済性を含め事
業の内容の審査を行い、交付決定をしており、補助事業者か
ら事業完了後に提出される実績報告書に基づき、必要に応
じ事業現場等の確認を行い、事業に使用された経費を審査
した上で確定している。

改善の
方向性

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

関
連
事
業

○

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

　補助事業者の都合により多少の差はあるものの、概ね見
合ったものである。

○

点
検
・
改
善
結
果

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

　補助事業者において入札を行った結果の入札残等、やむ
を得ない事情によるものである。

受益者との負担関係は妥当であるか。

点検結果

　防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律等に基づ
き助成を行っており、その補助対象施設のもたらす便益に応
じて、補助に係る施設毎に適正に定めていることから、受益
者との負担関係は妥当である。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○
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-

-

・外部有識者抽出点検の対象外である。

地方公共団体等における事業の進捗状況の把握及び事業内容の精査等を実施し、引き続き効率的な予算要求及び予算執行に努める。

関連する過去のレビューシートの事業番号

現
状
通
り

・毎年繰越が発生しており規模も大きい。事業の性質上困難な部分もあると思われるが、改善に向けて削減の方策を検討されたい。

行政事業レビュー推進チームの所見

外部有識者の所見

備考

【事業仕分け】
年度：平成21年度　／　事業番号：3‐64‐（2）　／　結果：見直しを行う
とりまとめコメント：使途をより自由にして、地域が自由に使いやすくするということで、効率を高める。
対応状況：　　【事業仕分け後の施策の追加等】
　　　　　　　平成２２年度：太陽光発電システム等
　　　　　　　平成２３年度：改修工事の補助対象施設（児童館、公民館等）を追加
　　　　　　　　　　　　　　　　防衛施設（飛行場）において、所在市町村を対象としていたが、隣接及び隣々接も対象とする等
　　　　　　　平成２４年度：改修工事の補助対象施設（市町村庁舎）を追加
　　　　　　　平成２５年度：消防施設の補助対象施設（消防救急デジタル無線設備）を追加
　　　　　　　平成２６年度：老人福祉センター、保育用施設、除雪機械を新規事業として追加
　　　　　　　平成２８年度：改修工事の補助対象施設（消防庁舎）を追加
【公開プロセス】
年度：平成２９年度　／　レビューシート番号：０３３５（民生安定助成事業）　／　結果：事業全体の抜本的な改善
とりまとめコメント：
　基地周辺の自治体に対する財政支援であればそれを明確にした上で制度を整理するとともに、予算が増え続けることが予測されるため、合理的な「歯止め」を考
えるべき時期である。予算額が増大することもあり、予算執行の適正化を図るべき。

反映状況：
　本事業は、防衛施設の設置・運用による障害の緩和に資するため、地方公共団体が実施する生活環境施設等の整備に対し補助を行うことにより、関係住民の
生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とし、また、防衛という国民全体の利益のために特定の地域の住民が受けている不利益を公平の観点から是正
する、いわば補償的な性格を有する事業である。制度の改善に当たっては、関係自治体等の意見及び制度の趣旨を踏まえながら、慎重に進める必要があるた
め、関係自治体等の実情・ニーズを的確に捉えつつ検討していく。
　近年は、大型事案の進捗等に伴い予算額が増加傾向にあったものの、これまでの民生安定助成事業の予算については増減しており、一概に、増え続けるとは
明言できないところであるが、今後は、施設の整備に当たり、既存施設を最大限に活用することや、再編・集約化を図るなど計画的な取り組みの促進について検
討し、効率的かつ効果的な事業の実施を図ることにより、更なる合理化に努めていく。
　予算執行の適正化については、事業の競争性を確保する観点から、引き続き関係自治体等の定めた入札制度等の規約に基づき、入札が適正に実施されてい
るかなどを確認し、より一層の適正な執行に努める。

　民生安定助成事業は、地方公共団体が実施する生活環境施設等の整備に対する補助を行い、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することで、防衛
施設の設置・運用による障害の緩和に資することとなり、いずれの事業も同様に助成していることから、１シートにて作成している。

現
状
通
り

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

平成23年度 0357

平成24年度 0325

平成27年度

平成26年度

令和2年度 防衛省 0303

平成25年度 0472

0374

平成22年度 0466

0254

0327平成28年度

平成29年度 0335

平成30年度 0344

令和元年度 防衛省 0328
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※令和2年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

B.地方公共団体等
（ 149団体、281,349者）

31,733 百万円

A.地方防衛局
（9機関）

31,736百万円 C.日本放送協会

1,876百万円

防衛省

33,676百万円

予算要求等

民生安定施設の整備を実施

事務費

64百万円

【補助金等交付】

【補助金等交付】

放送受信事業を実施

民生安定施設の整備を実施する

地方公共団体等に補助金を交付

在日米軍地域交流業務に係る事務を

委託

民生安定施設整備事業に関する事務

職員旅費、備品、
消耗品費等

D.民間会社

（1社）

3百万円

在日米軍地域交流業務に係る

事務を委託

【一般競争契約（最低価格）】
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支出先上位１０者リスト

A.

チェック

沖縄防衛局

北関東防衛局

北海道防衛局

南関東防衛局

中国四国防衛局

九州防衛局

近畿中部防衛局

東北防衛局

東海防衛支局

5,732

A.沖縄防衛局

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載） 3

金　額
(百万円）

民生安定施設の整備

使　途

補助金

B.沖縄市
金　額

(百万円）

12,613

費　目 使　途

計 12,613 計 5,732

補助金 放送受信料 1,876 委託費 在日米軍地域交流業務

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

補助金民生安定施設の整備

費　目

C.日本放送協会 D.(株)中国ステージ

費　目 使　途

計 1,876 計 3

9

- -

その他

その他

-

5 - -

- -

4

8

7

6

1

-

9000012120001

9000012120001

9000012120001

9000012120001

9000012120001

入札者数
（応募者数）

落札率契約方式等

その他

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載

9000012120001

9000012120001

2

3

- -

法　人　番　号

9000012120001

9000012120001 12,613

- -

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

-

-

-

-

民生安定施設の整備等事
業件数　465件

民生安定施設の整備等事
業件数　165件

民生安定施設の整備等事
業件数　40件

民生安定施設の整備等事
業件数　194件

民生安定施設の整備等事
業件数　49件

民生安定施設の整備等事
業件数　149件

-

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

3,817

3,709

3,697

1,186

333

-1,497

- -

その他2,519

その他

その他

その他 -

- -

-

-

-

その他

その他

民生安定施設の整備等事
業件数　25件

民生安定施設の整備等事
業件数　42件

民生安定施設の整備等事
業件数　40件

2,364
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B

C

D

チェック

(株)中国ステージ 2240001006656 在日米軍地域交流業務 3
一般競争契約
（最低価格）

2 87.1％ -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

- - -

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載

民生安定施設の整備等事
業件数　2件

841 補助金等交付 - - -

横須賀市

与那国町 7000020473821
民生安定施設の整備等事
業件数　1件

770

3000020142018
民生安定施設の整備等事
業件数　4件

728 補助金等交付 - - -

浦添市

岩国市 1000020352080
民生安定施設の整備等事
業件数　4件

905 補助金等交付 - - -

1000020472085

補助金等交付

2

-

宜野湾市 2000020472051
民生安定施設の整備等事
業件数　5件

1,909

3

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

沖縄市 5000020472115
民生安定施設の整備等事
業件数　3件

5,732 補助金等交付 - -

補助金等交付 - - -

佐世保市 5000020422029
民生安定施設の整備等事
業件数　6件

983 補助金等交付 - - -

6

7

4

5

別海町 9000020016918
民生安定施設の整備等事
業件数　2件

923 補助金等交付 - - -

10

8

9

富士吉田市 1000020192023
民生安定施設の整備等事
業件数　3件

780 補助金等交付 - - -

日高町 6000020016012
民生安定施設の整備等事
業件数　1件

920 補助金等交付 - - -

1 日本放送協会 8011005000968 放送受信料 1,876 補助金等交付 - - -

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

15



国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

9 3000020142018
民生安定施設の整備等事
業件数　1件　補助金等交
付

528 その他 - - -

10 3000020142182
民生安定施設の整備等事
業件数　１件　補助金等交
付

528 その他 - - -

B 横須賀市

B 綾瀬市

7 6000020016012
民生安定施設の整備等事
業件数　1件　補助金等交
付

774 その他 - - -

B 佐世保市

B
富士五湖広域
行政事務組合

B 日高町

8 7000020212130
民生安定施設の整備等事
業件数　1件　補助金等交
付

569 その他 - - -B 各務原市

5 5000020422029
民生安定施設の整備等事
業件数　3件　補助金等交
付

987 その他 - - -

- -

6 4000020199362
民生安定施設の整備等事
業件数　1件　補助金等交
付

823 その他 - - -

4 4000020262021
民生安定施設の整備等事
業件数　1件　補助金等交
付

1,146 その他 - - -

B 別海町

B 伊江村

B 舞鶴市

その他 - - -

-

3 5000020473154
民生安定施設の整備等事
業件数　1件　補助金等交
付

1,239 その他 - - -

2 9000020016918
民生安定施設の整備等事
業件数　1件　補助金等交
付

1,535 その他

契　約　先
ﾌﾞﾛｯｸ
名

三沢市B

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）
契約方式

入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 2000020022071
民生安定施設の整備等事
業件数　3件　補助金等交
付

1,747
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事業番号 - - -

（ ）

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

試作品費

-

-
令和3・4年度

予算内訳
（単位：百万円）

主な増減理由

令和２年度契約分の支払。

令和4年度要求

98

-

-

新21 0007

-

0 98

2021 防衛

科学技術・イノベーション

令和3年度当初予算

0

-

-

--

-

計

-

-

年度7

平成３１年度以降に係る防衛計画の大綱、中期防衛力整備
計画（平成３１年度～平成３５年度）（平成３０年１２月１８日国
家安全保障会議決定及び閣議決定）
新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンド・オフ防衛
能力の強化について（令和2年12月18日国家安全保障会議
決定及び閣議決定）

平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標最終年度

- -

-

- -

-

- -

-

-

- -

0 98

関係する
計画、通知等

達成度

-

-

-

年度

-

1

-

成果目標及び
成果実績

（アウトカム） 件

令和3年度行政事業レビューシート 防衛省

執行額

0 0 0 0 98

0 0

執行率（％） - - -

令和3年度
事業終了

（予定）年度
令和10年度

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国への攻撃を効果的に阻止する必要があることから、島嶼部を含む我が国への侵攻を試みる艦艇等に対して、脅威圏
の外からの対処を行うためのスタンド・オフ防衛能力の強化のため、多様なプラットフォームからの運用を前提とした12式地対艦誘導弾能力向上型の開発
を行う。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

件

-

0

-

補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

-

-

令和元年度

当該事業は、令和３年度から令和10年度までの間で、12式地対艦誘導弾能力向上型の試作を実施するとともに、各種試験を実施して機能・性能を確認す
る。

- -

-

- -

- -

確認した技術課題の数

-

12式地対艦誘導弾能力向上型 担当部局庁 防衛装備庁 作成責任者

事業開始年度

直接実施

担当課室
事業監理官（誘導武器・統合装備担
当）

事業監理官（誘導武器・統
合装備担当）　海老根　巧

事業名

会計区分

令和3年度

-

翌年度へ繰越し -

計

令和2年度

防衛関係

-

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

令和4年度要求

予算
の状
況

-

開発課題に関する技術的
な知見の所得

実施方法

平成30年度

％

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
防衛省設置法第四条第一項十四号

主要政策・施策

一般会計

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
令和3年度概算要求資料、令和3年度業務実施計画

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

- - -

チェック
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中間目標

-
平成30年度

- -

令和５
年度

- 年度

-

目標値 - - - -

- 年度

-

実績値

令和元年度

目標年度

施策 Ⅰ－１－（２）　従来の領域における能力の強化

政策 Ⅰ－１　我が国自身の防衛体制の強化（領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項）

測
定
指
標

- - -

-

●令和元年度は、研究試作（その１）を実施した。
●研究試作（その２）を令和２年３月３１日に１３９億円で契約した。

令和2年度
中間目標 目標年度

-

平成30年度

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国への攻撃を効果的に阻止する必要があることから、島嶼部を含む我が国への侵攻を試みる艦艇等に対して、
脅威圏の外からの対処を行うためのスタンド・オフ防衛能力の強化のため、多様なプラットフォームからの運用を前提とした12式地対艦誘導弾能力向
上型の開発を行う。

施策の進捗状況（実績）

-

令和元年度

-

- - -

- -

定量的指標 単位 平成30年度

施策の進捗状況（目標）

単位

執行額(X)／調達件数（Y)

単位当たり
コスト

式

- -

3年度活動見込

- -

試作契約の調達件数

-

活動実績

令和2年度

百万円/式

- - -

平成30年度 令和元年度 令和2年度
活動指標及び

活動実績
（アウトプット）

活動指標

式

計算式 X/Y

単位

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

施策 Ⅰ－２－（２）　装備体系の見直し

測
定
指
標

-

実績値 - - - - - -

目標値 - -

- 年度年度
単位 令和元年度 令和2年度

施策の進捗状況（目標）

令和５
年度

-

施策の進捗状況（実績）

●令和元年度においては、費用対効果の観点から、民生品の使用
や装備品等の仕様の見直しにより、経費縮減を追求した。（教育用
電子教材の整備、ＦＣネットワークの研究　等）

目標 目標年度

- - -

目標定性的指標

目標年度

-

定性的指標

スタンドオフ防衛能力の強化
島嶼防衛用高速滑空弾等の研究
開発

定量的指標

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国への攻撃を効果的に阻止する必要があることから、島嶼部を含む我が国への侵攻を試みる艦艇等に対して、
脅威圏の外からの対処を行うためのスタンド・オフ防衛能力の強化のため、多様なプラットフォームからの運用を前提とした12式地対艦誘導弾能力向
上型の開発を行う。

政策 Ⅰ－２　我が国自身の防衛体制の強化（防衛力の中心的な構成要素の強化における優先事項）

3年度
活動見込

4年度
活動見込

-

-

-

1

現有の装備体系を検証し、統
合運用の観点から実効的かつ
合理的な装備体系を構築

政策

施策

Ⅰ－２　我が国自身の防衛体制の強化（防衛力の中心的な構成要素の強化における優先事項）

Ⅰ－２－（４）　装備調達の最適化

政
策
評
価

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と

装備品のファミリー化及び仕様の
共通化・最適化
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本事業の成果と取組事項・KPIとの関係

-

- - - - -

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

2年度 3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 年度 年度

-

成果実績 - - - - - -

目標値 - - - - - -

達成度 ％

新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
 
2
0
2
0

-

達成度 ％ -

-

-

事業所管部局による点検・改善

ＫＰＩ
（第一階層）

-

取組
事項

分野： - -

-

国
費
投
入
の
必
要
性

無

○

-- 年度

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

年度

-

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

-

-

-

‐

‐

K
P
I

(

第
一
階
層

） -

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

成果実績

- -

○

現時点での支出実績はないため未記載とした。

単位

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

近年、我が国の安全保障上、脅威となる諸外国の装備品の
高性能化・多様化に伴い、我が国の誘導弾の性能向上は急
務であり、必要かつ適切な事業である。

現時点での支出実績はないため未記載とした。

- -

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

‐

無

年度

-

事
業
の
効
率
性

現時点での支出実績はないため未記載とした。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

-

‐

-

計画開始時
2年度 3年度

-

-

目標値

中間目標

評　価項　　目

自衛隊の装備品等の研究開発は、我が国の防衛力整備に
おいて重要な事業である。

目標最終年度

本事業は自衛隊で運用する誘導弾の開発であるため、秘匿
性が高く、防衛省が独自に研究する必要がある。したがっ
て、民間における技術の発展は期待できず、民間委託は不
可能であることから、防衛省が実施すべき事業である。

○

‐

現時点での支出実績はないため未記載とした。

測
定
指
標

定量的指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度
中間目標 目標年度

- 年度 - 年度

-

実績値 - - - - - -

目標値 - - - - - -

定性的指標 目標 目標年度 施策の進捗状況（目標）

令和５
年度

-

施策の進捗状況（実績）

●防衛装備庁における内部監察監査の強化を図ることにより、同
庁における業務の適正かつ効率的な実施の確保を目的として、部
外監査法人等の知見を活用し研修を実施した。
●新たに１品目のプロジェクト管理重点対象装備品等及び３品目
の準重点管理対象装備品等を選定し、今後計画的にプロジェクト
管理を進めるために必要な基本的事項を定めた取得戦略計画及
び取得計画を策定した。
●平成３０年度までに選定したプロジェクト管理重点対象装備品等
１７品目のうち、陸上配備型イージス・システム（イージス・アショア）
を除く１６品目、準重点管理対象装備品等３品目について、取得プ
ログラムの分析及び評価を実施した。
●事業計画の見直しに関する基準の適正化のため、計画の見直し
等の判断基準に単位ライフサイクルコストを追加する規則改正を実
施し適正化を図った。

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国への攻撃を効果的に阻止する必要があることから、島嶼部を含む我が国への侵攻を試みる艦艇等に対して、
脅威圏の外からの対処を行うためのスタンド・オフ防衛能力の強化のため、多様なプラットフォームからの運用を前提とした12式地対艦誘導弾能力向
上型の開発を行う。

と
の
関
係

装備品等の効果的・効率的な
取得の推進による装備調達の
最適化

プロジェクト管理対象品目の拡大
や事業計画等の見直しに関する
基準の適正化
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繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

点検結果

‐

現時点での支出実績はないため未記載とした。

-

点
検
・
改
善
結
果

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

関
連
事
業

‐

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

現時点での支出実績はないため未記載とした。

備考

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

・調達にあたっては、応札者拡大の方策について検討を行い、競争性の確保を図るとともに見積もり内容の精査等により価格の適正化に努められ
たい。

現時点での支出実績はないため未記載とした。

行政事業レビュー推進チームの所見

現時点での支出実績はないため未記載とした。

外部有識者の所見

改善の
方向性

‐

・外部有識者抽出点検の対象外である。

ご指摘も踏まえて、価格の適正化に努めたい。

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

‐

‐

‐

現時点での支出実績はないため未記載とした。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

-

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

現時点での支出実績はないため未記載とした。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

-

【必要性】
　相手の脅威圏外である 遠方から火力を発揮して 、 隊員の安全を確保しつつ、 侵攻する敵艦艇等や我の来援の妨害等を図る敵艦艇等を被
侵攻島嶼正面の全海域及び周辺の海峡部において撃破するため、より遠方からの火力発揮を可能とする射程距離の延伸が図られた誘導弾
（スタンドオフミサイル）が必要である。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

事業番号 事業名所管府省名

現時点での支出実績はないため未記載とした。
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※令和2年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

　

-

-平成28年度

平成29年度 -

平成30年度 -

令和元年度

平成25年度 -

-

平成22年度 -

平成23年度 -

平成24年度 -

平成27年度

平成26年度

令和2年度

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載

--

費　目

計 0 計 0

費　目 使　途

B.
金　額

(百万円）

- -

使　途

-

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

関連する過去のレビューシートの事業番号

金　額
(百万円）

A.

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

-

チェック

防衛省
９８百万円

【国庫債務負担行為等】

Ａ．契約相手方

９８百万円

１２式地対艦誘導弾能力向上型の航空

機への搭載性の検討を実施する。

令和４年度

（予定）
防衛省

３３，４５０百万円

【国庫債務負担行為等】

Ｂ．契約相手方

３３，４５０百万円

令和６、７年度

（予定）

１２式地対艦誘導弾能力向上型の開発

試作に係る試作品の設計、製造等を実

施する。
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支出先上位１０者リスト

A.

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

--

契約方式等

- -

法　人　番　号

- -

入札者数
（応募者数）

落札率

1

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載

契　約　先
ﾌﾞﾛｯｸ
名

-

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）
契約方式

入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - - - - -

-

チェック
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事業番号 - - -

（ ）

　

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

艦船修理費

-

-
令和3・4年度

予算内訳
（単位：百万円）

主な増減理由

エンジンの使用時数増減に伴うオーバーホール計画の見直しにより、
整備費が高額な機器が後ろ倒しとなった一方、低額な機器の整備台数
が増となったことが活動実績増及び低い執行率の主な要因である。ま
た、オーバーホールに必要な部品について、別事業である「艦船部品
費」に付け替えて部品調達等の執行していることも執行率の低い要因
である。

令和4年度要求

12,131

-

-

20 0073

-

11,037 12,131

2021 防衛

海洋政策

令和3年度当初予算

11,037

-

-

--

-

計

-

-

施策 Ⅰ－１－（２）　従来の領域における能力の強化

政策 Ⅰ－１　我が国自身の防衛体制の強化（領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項）

77

平成30年度

年度-

平成３１年度以降に係る防衛計画の大綱、中期防衛力整備
計画（平成３１年度～平成３５年度）（平成３０年１２月１８日国
家安全保障会議決定及び閣議決定）

平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標最終年度

100 100

68

68 62

62

100 -

143

-

- -

11,037 12,131

関係する
計画、通知等

達成度

67

3

67

年度

-

-

-

4,919/113

令和元年度

6,809/89

125 82 82

成果目標及び
成果実績

（アウトカム） 機

令和3年度行政事業レビューシート 防衛省

執行額

6,985 6,525 9,921 11,059 12,131

4,572 6,809

執行率（％） 70% 70% 69%

平成3年度 事業終了
（予定）年度

終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

主機等（推進用及び発電用原動機）は、艦艇の航行に直接的に関わる最も重要な装備品の一つであり、高い信頼性が要求されることから、主機等ごとに信頼
性を保証できる累計運転時間を定めている。
当該時間にわたり使用され信頼性が低下した主機等について、効率的かつ経済的な措置により、再度、信頼性を向上させるため、本事業を実施する。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

機

496

4,919

-

補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

9,447

単位

事業経費(百万円）（X)/整備台数（台）（Y）（百万円）

単位当たり
コスト

22

令和元年度

規定の累計運転時間に達し艦艇から陸揚げした主機等について、本事業で艦船補給処等が主機等の製造会社等と役務契約を結び、オーバーホール（開放検
査及び必要な部品交換等）により信頼性を向上させた後、海上自衛隊に納入する。
なお、納入された主機等は、他の艦艇の累計運転時間により信頼性が低下した主機等と交換して継続使用する。

- -

6,985

- -

▲ 22 -

ガスタービン搭載艦艇数

-

主機等オーバーホール 担当部局庁 防衛装備庁 作成責任者

事業開始年度

直接実施

担当課室 事業監理官（艦船担当） 事業監理官　萩原 祐史

事業名

会計区分

令和3年度

-

翌年度へ繰越し -

計

令和2年度

防衛関係

▲ 496

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

令和4年度要求

予算
の状
況

7,021

主機等についてオーバー
ホールを実施することによ
り、艦艇の可動率向上に寄
与することができる態勢の
維持

実施方法

平成30年度

％

台

4,572/75 11,059/143

3年度活動見込

44 61

オーバーホールを実施した主機等の整備台数

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

77

活動実績

令和2年度

百万円/台

113 75 89

平成30年度 令和元年度 令和2年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

船舶の造修等に関する訓令　第２条２項
（昭和３２年防衛庁訓令第４３号）

主要政策・施策

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標

台

計算式 Ｘ／Ｙ

単位

一般会計

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
中期防衛力整備計画（平成３１年度～平成３５年度）（平成３０年１２月１８日国家安全保障会議決定及び閣議決定）

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

70% 65% 72%

3年度
活動見込

4年度
活動見込

-

143

-

142

チェック
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新
経
済
・
財
政
再
生
計

-

達成度 ％ -

- -

令和５
年度

- 年度

-

目標値 - - - -

- 年度

-

実績値

令和元年度

目標年度

測
定
指
標

- - -

-

●海上自衛隊においては、以下の項目に必要な経費を計上した。
・固定翼哨戒機（Ｐ－３Ｃ）の能力向上及び機齢延伸（約２２億円）
・回転翼哨戒機（ＳＨ－６０Ｊ及びＳＨ－６０Ｋ）の機齢延伸（約７７億
円）
・護衛艦、潜水艦、音響測定艦及び補給艦の艦齢延伸（約１４０億
円）
・護衛艦の短SAMシステムの能力向上（約１億円）
・ＣＩＷＳ（高性能２０ｍｍ機関砲）の近代化改修
・護衛艦の対潜能力向上（約１億円）
・短ＳＡＭシステム３型等の計算機能力の向上
・護衛艦の戦闘指揮システムの近代化改修及び電子計算機等の更
新（約４３億円）
・潜水艦の戦闘指揮システムの近代化改修（約２億円）
・潜水艦救難艦の改修（約２３億円）
●現有のＥ－７６７の警戒監視能力の向上のため、中央計算装置
の換装及び電子戦支援装置の搭載等に必要な機体改修を実施す
るための経費（約129億円）を計上した。
●硫黄島周辺空域における警戒監視能力の向上のため、硫黄島
レーダー（ＦＰＳ－２）をＪＡＤＧＥに連接等するための経費（約1億円）
を計上した。
●海上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・故障又は定期修理時期に達した航空機用機器等の修理を実施し
た。
・救難飛行艇（ＵＳ－２）の整備を実施した。
・部隊で実施する整備及び修理会社で実施する修理等に必要な部
品を調達した。
・機体、発動機及び機器のオーバーホール用官給品並びに部隊維
持用の部品を調達した。
・飛行安全を確保しつつ運用可能な品質を維持した。
・航空機の修理等に必要な材料等の購入等により、航空機の可動
率の維持・向上を図った。
・固定翼哨戒機（Ｐ－１）の円滑な運用を図るために必要なＰ－１用
整備用器材を整備した。
●航空自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・地上指揮所及び早期警戒管制機等と戦闘機との間における戦術
情報の共有化及び戦域における状況認識能力の向上を図るため、
Ｆ－１５用端末装置を１式搭載した。
・航空救難態勢を維持するため、救難ヘリコプター（ＵＨ－６０Ｊ）を３
機取得した。
●行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６
号）第９条に基づいて事前評価を実施した事業について、平成３０
年度に事前評価を行い、令和元年度に着手した事業は以下のとお
りであり、自衛隊の運用ニーズに合致した研究開発を着実に実施し
ているところ。
・FC（Fire Control）ネットワーク
・潜水艦用高効率電力貯蔵・供給システムの研究試作
●行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６
号）第９条に基づいて事前評価を実施した事業のうち、当初目標の
達成度等を評価するため、令和元年度に研究開発評価（事後）を
行った研究開発事業は以下のとおり。
・スノーケル発電システム:要求性能を満足し、部隊の使用に供し得
ると認められた。

令和2年度
中間目標 目標年度

-

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

主機等（推進用及び発電用原動機）は、艦艇の航行に直接的に関わる最も重要な装備品の一つであり、高い信頼性が要求されることから、主機等ごと
に信頼性を保証できる累計運転時間を定めている。
当該時間にわたり使用され信頼性が低下した主機等について、効率的かつ経済的な措置により、再度、信頼性を向上させるため、本事業を実施する。

-

ＫＰＩ
（第一階層）

-

取組
事項

分野： - -

施策の進捗状況（実績）

- -

定量的指標 単位 平成30年度

-- 年度

施策の進捗状況（目標）

年度

-

-

-

-

K
P
I

(

第
一
階
層

） -

成果実績

- -

単位

- -

年度

-

-

-

計画開始時
2年度 3年度

-

-

目標値

中間目標 目標最終年度

目標定性的指標

海空領域における能力の強化
その他の装備品等（延命処置・機
能向上を含む。）

政
策
評
価

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と
の
関
係
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繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○

- - - - -

本事業の成果と取組事項・KPIとの関係

-

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

2年度 3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 - 年度 - 年度

-

成果実績 - - - - - -

目標値 - - - - - -

達成度 ％

計
画
改
革
工
程
表
 
2
0
2
0

事業所管部局による点検・改善

-

国
費
投
入
の
必
要
性

無

○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

エンジンの使用時数増減に伴うオーバーホール計画の見直
しにより、整備費が高額な機器が後ろ倒しとなった一方、低
額な機器の整備台数が増となったこと及びオーバーホールに
必要な部品について、他の事業に振り替えて部品調達等執
行していることが不用率が高い要因である。

受益者との負担関係は妥当であるか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

関
連
事
業

○

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

活動実績は見込み通りである。

‐

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

技術的検討に基づく、主機等の整備間隔の延伸等を段階的
に実施し、コスト縮減について検討している。

毎年計画数量のオーバーホールを実施している。

○

規定の運転時間に達した主機等をオーバーホールすること
によって再度活用することにより、新たな主機を購入すること
なく、効率的かつ経済的に整備を実施している。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

護衛艦等の可動率確保のため必要な事業である。

計画に基づき所要のオーバーホールを実施している。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

○

無

○

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

公募による競争性確保に努めている。一者応札となった契約
は、ライセンスを有する国内企業が一社であるため。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

○

‐

海上自衛隊の活動に活用されている。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

-

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

オーバーホール後の主機等は遅滞なく護衛艦等に搭載さ
れ、運用されている。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

○

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

評　価項　　目

　搭載している護衛艦等の主機等の信頼性を確保するため
には、規定の運転時間に達した主機等のオーバーホールを
実施して護衛艦等を適切に運用する必要があり、護衛艦等を
運用できるのは海上自衛隊であるため、防衛省が実施すべ
き事業である。
主機のオーバーホール計画は護衛艦等の運用に密接に関
わるため、民間等に委ねることはできない。

○

○

-

事業番号 事業名所管府省名

契約相手方であるＩＨＩの民間航空機整備不適切事案の影響
により、社内整備体制が見直された結果、社内検査員の不
足及び大幅な作業手順書の見直し等がなされ、これら要因に
よる整備計画の遅延から、ガスタービン主機の年度内納入が
困難となったため。
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- -

※令和2年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

0088

0004平成28年度

平成29年度 0003

平成30年度 0003

令和元年度 防衛省 0002 00

平成25年度 0148

0119

平成22年度 0013

平成23年度 0011

平成24年度 0013

平成27年度

平成26年度

令和2年度 0077

点検結果

【公開プロセス実施年度】平成２２年度
【レビューシート番号】Ｎｏ．００１３
【事業名】主機等オーバーホール
【結果】一部改善
【取りまとめコメント】
○特定の企業と長期・継続的な契約を結ばざるを得ないのであれば、原価構成を受注者が開示することを通じて国民の信頼性を高めるべき。
○修理間隔の延長の範囲を更に拡大するべき。
○さらなるＩＲＡＮの対象となる数の低減を図るべき。
【対応状況】
○平成２２年度行政事業レビュー公開プロセスについて指摘のあった点について、所見を踏まえ、改善に取り組んでいるところ。
　 特に修理間隔の延伸については、継続的に検討を行い範囲の拡大を実施中
○ＩＲＡＮ（航空機定期修理）については、２２年度、本事業と同時に公開プロセスにて説明した項目へのコメントであり、本事業は対象外

事
業
内
容

の

一
部
改
善

点
検
・
改
善
結
果

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

備考

・外部有識者の所見を踏まえて、適切に対応されたい。

行政事業レビュー推進チームの所見

外部有識者の所見

改善の
方向性

執
行
等
改
善

・令和２年度の執行率が低いが、活動実績は当初見込みを上回る結果となっているのはなぜか。低い執行率で成果を達成しているとの評価であれば、過剰な予算
要求をしているのではないかと疑念がもたれる。執行率は低下しているが、予算要求が増額となっているのであれば、国民にも理解してもらうためにも、レビュー
シートに丁寧に記載するべき。

エンジンの使用時数増減に伴うオーバーホール計画の見直しにより、整備費が高額な機器が後ろ倒しとなった一方、低額な機器の整備台数が増と
なったことが活動実績増及び低い執行率の主な要因である。また、オーバーホールに必要な部品について、他の事業に振り替えて部品調達等執
行していることも執行率の低い要因である。（令和２年度の活動実績の増及び執行率低下の要因をレビューシートの主な増減理由欄に記載した。）
今後の要求においては、最新の運転時数、運用計画等を踏まえてオーバーホール計画を精査することで活動実績の乖離を局限し、令和４年度要
求から本事業内で部品調達等の執行ができるよう改訂することで、適切な予算計上及び予算執行に努める。

関連する過去のレビューシートの事業番号

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

　修理間隔延伸の範囲拡大のため、現在試行的にＭ１Ａ－３５型ガスタービン機関の技術調査（データ収集、分析）を実施しているところである。
　Ｍ１Ａ－３５型ガスタービン機関の技術調査は令和６年１月終了予定であり、以後、５０１－Ｋ３４型（エアアシスト型）、ＬＭ２５００ＩＥＣ型ガスター
ビン機関も修理間隔延伸に向けて検討中である。
　今後、成果を反映し、ライフサイクルコストの低減に努め、より効率的かつ経済的な事業に努めていく。

１　必要性
　　海上自衛隊が保有する艦船の可動率を確保するための事業であり、防衛省が実施することが適切である。
２　効率性
　　調達品目及び数量については、信頼性を補償できる累計運転時間の延伸により数量削減に努める等、効率的な取得のために必要な検討を
実施している。
３　有効性
　　主機等のオーバーホールにより艦船の可動率を確保し、各種事態等への対処能力を維持することが可能となる。

防衛省
6,809百万円

主機等の
オーバーホール等役務の発注

【国庫債務負担行為等】

A．民間会社 ３社
6,579百万円

ガスタービン機関の
オーバーホール等役務の請負

【国庫債務負担行為等】

Ｂ．民間会社 ２社
230百万円

非磁性ディーゼル機関の
オーバーホール等役務の請負
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支出先上位１０者リスト

A.

B

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

1,270

28

国庫債務負担
行為等

国庫債務負担
行為等

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

三菱ふそうトラック・
バス(株)

7020001078696
掃海艦艇用ディーゼル機関
のオーバーホール

129
国庫債務負担

行為等
- -

国庫債務負担
行為等

- - -2

-

(株)ジャパンエンジン
コーポレーション

3140001036976
掃海艦艇用ディーゼル機関
のオーバーホール

101

- -

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

-

-

-

川崎重工業(株)製ガスター
ビン機関等のオーバーホー
ル

(株)ＩＨＩ製ガスタービン機関
等のオーバーホール

補助発電ユニット用ガス
タービン機関のオーバー
ホール

契約方式等

国庫債務負担
行為等

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載

2

3

- -

法　人　番　号

4010601031604

1140001005719 5,281

3010001142283

入札者数
（応募者数）

落札率

1

- -

艦船修理費
直接材料費、加工費、直接経費、ＧＣＩＰ、そ
の他

費　目

計 6,579 計 230

費　目 使　途

B.三菱ふそうトラック・バス（株）
金　額

(百万円）

6,579
直接材料費、加工費、直接経費、ＧＣＩＰ、そ
の他

使　途

艦船修理費

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

金　額
(百万円）

A.川崎重工業（株）

230

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載

契　約　先
ﾌﾞﾛｯｸ
名

－

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）
契約方式

入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 － － － － － － －

川崎重工業（株）

（株）ＩＨＩ

ナブテスコ(株)

チェック

チェック
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事業番号 - - -

（ ）

　チェック

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

95% 97% 99%

3年度
活動見込

4年度
活動見込

-

1,132

-

1,132

3年度
活動見込

4年度
活動見込

- -

7 10

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
当該年度の車両整備記録、装備品等不具合報告、物品亡失損傷報告及び事故報告

一般会計

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

件

活動指標

計算式 　　Ｘ/Ｙ

単位

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
防衛省設置法第四条第一項第十三号

主要政策・施策

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標

1,132 1,132 1,132

7 4 15

平成30年度 令和元年度 令和2年度

活動実績

令和2年度

百万円/両

活動実績 件

当初見込み 件

令和元年度 令和2年度

7 20 16

施設車両の適切な維持のための基地整備における定
期検査の実施

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

0.4

件

288/1152

施設車両の適切な維持のための補給処整備（外注）に
おける計画整備の実施

298/1139

3年度活動見込

0.3 0.3

298

保有する施設車両におい
て、運用中に車体構造に起
因する重大な不具合が発
生しないこと

実施方法

平成30年度

％

施設車両整備費 担当部局庁 防衛装備庁プロジェクト管理部 作成責任者

事業開始年度

直接実施

担当課室 事業監理官（宇宙・地上装備担当） 事業監理官  吉岡　正嗣

事業名

会計区分

令和3年度

-

翌年度へ繰越し -

計

令和2年度

防衛関係

-

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

令和4年度要求

予算
の状
況

令和元年度

航空自衛隊が保有する施設車両の整備（定期検査及び故障等修理）の実施に必要な部品及び役務を調達する。

- -

325

- -

- -

定期検査を実施した施設
車両のうち、次期定期検査
までの間に車体構造に起
因する重大な不具合が発
生しなかった施設車両の台
数

-補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

496

単位

総額（Ｘ）／総整備実施数

単位当たり
コスト

--

310

-

平成17年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

航空自衛隊の任務を支障なく遂行するため、保有する除雪車や工事用車両等を適正に維持する

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

基地数成果目標及び
成果実績

（アウトカム） 基地数

令和3年度行政事業レビューシート 防衛省

執行額

325 298 496 298 298

288 491

執行率（％） 95% 97% 99%

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

単位

1,132 1,132 1,132

310/1,139

令和元年度

491/1148

-

-

-

平成３１年度以降に係る防衛計画の大綱、中期防衛力整備
計画（平成３１年度～平成３５年度）（平成３０年１２月１８日
国家安全保障会議決定・閣議決定）

平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標最終年度

99.4 100

474

474 474

474

100 -

496

-

- -

298 298

関係する
計画、通知等

達成度

471

5

474

年度 年度-

平成30年度

0.3

平成30年度

令和3年度当初予算

298

-

-

--

-

計

-

-

2021 防衛

国土強靱化施策

-

20 0049

-

298 298

298

-

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

諸器材等維持費

-

-
令和3・4年度

予算内訳
（単位：百万円）

主な増減理由

新たな成長推進枠：298

令和4年度要求
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政策 Ⅰ－１　我が国自身の防衛体制の強化（領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項）

-

宇宙領域における能力の獲
得・強化

その他の装備品（延命措置・機能
向上を含む。）

定量的指標

- - -

目標定性的指標

目標年度
単位 令和元年度 令和2年度

- 年度年度

施策 Ⅰ－１－（２）　従来の領域における能力の強化

-

実績値 - - - - - -

目標値 - -

施策の進捗状況（目標）

- -

定量的指標 単位 平成30年度

施策の進捗状況（実績）

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

航空自衛隊の任務を支障なく遂行するため、保有する除雪車や工事用車両等を適正に維持する。

－

●Xバンド衛星通信機能の向上を含む衛星通信の利用（約５１２億
円）、商用画像衛星等の利用（約１０４億円）、弾道ミサイル攻撃へ
の対応に係る経費のうち、宇宙空間を利用するもの（約２７０５億
円）などの所要の経費を予算に計上した。

令和2年度
中間目標 目標年度

施策 Ⅰ－１－（１）　宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力の獲得・強化

政策 Ⅰ－１　我が国自身の防衛体制の強化（領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項）

測
定
指
標

- - - - -

令和５
年度

- 年度

-

目標値 - - - -

- 年度

-

実績値

令和元年度

目標年度

平成30年度
中間目標

-
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その他の装備品（延命措置・機能
向上を含む。）

政
策
評
価

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と
の
関
係

定量的指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度
中間目標 目標年度

年度 年度

実績値

目標値

Ⅰ－２　我が国自身の防衛体制の強化（防衛力の中心的な構成要素の強化における優先事項）

Ⅰ－２－（６）　情報機能の強化

海空領域における能力の強化

政策

施策

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

航空自衛隊の任務を支障なく遂行するため、保有する除雪車や工事用車両等を適正に維持する。

定性的指標 施策の進捗状況（目標）

令和５
年度

－

施策の進捗状況（実績）

●海上自衛隊においては、以下の項目に必要な経費を計上した。
・固定翼哨戒機（Ｐ－３Ｃ）の能力向上及び機齢延伸（約２２億円）
・回転翼哨戒機（ＳＨ－６０Ｊ及びＳＨ－６０Ｋ）の機齢延伸（約７７億
円）
・護衛艦、潜水艦、音響測定艦及び補給艦の艦齢延伸（約１４０億
円）
・護衛艦の短SAMシステムの能力向上（約１億円）
・ＣＩＷＳ（高性能２０ｍｍ機関砲）の近代化改修
・護衛艦の対潜能力向上（約１億円）
・短ＳＡＭシステム３型等の計算機能力の向上
・護衛艦の戦闘指揮システムの近代化改修及び電子計算機等の
更新（約４３億円）
・潜水艦の戦闘指揮システムの近代化改修（約２億円）
・潜水艦救難艦の改修（約２３億円）
●現有のＥ－７６７の警戒監視能力の向上のため、中央計算装置
の換装及び電子戦支援装置の搭載等に必要な機体改修を実施す
るための経費（約129億円）を計上した。
●硫黄島周辺空域における警戒監視能力の向上のため、硫黄島
レーダー（ＦＰＳ－２）をＪＡＤＧＥに連接等するための経費（約1億
円）を計上した。
●海上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・故障又は定期修理時期に達した航空機用機器等の修理を実施し
た。
・救難飛行艇（ＵＳ－２）の整備を実施した。
・部隊で実施する整備及び修理会社で実施する修理等に必要な部
品を調達した。
・機体、発動機及び機器のオーバーホール用官給品並びに部隊維
持用の部品を調達した。
・飛行安全を確保しつつ運用可能な品質を維持した。
・航空機の修理等に必要な材料等の購入等により、航空機の可動
率の維持・向上を図った。
・固定翼哨戒機（Ｐ－１）の円滑な運用を図るために必要なＰ－１用
整備用器材を整備した。
●航空自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・地上指揮所及び早期警戒管制機等と戦闘機との間における戦術
情報の共有化及び戦域における状況認識能力の向上を図るため、
Ｆ－１５用端末装置を１式搭載した。
・航空救難態勢を維持するため、救難ヘリコプター（ＵＨ－６０Ｊ）を３
機取得した。
●行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６
号）第９条に基づいて事前評価を実施した事業について、平成３０
年度に事前評価を行い、令和元年度に着手した事業は以下のとお
りであり、自衛隊の運用ニーズに合致した研究開発を着実に実施し
ているところ。
・FC（Fire Control）ネットワーク
・潜水艦用高効率電力貯蔵・供給システムの研究試作
●行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６
号）第９条に基づいて事前評価を実施した事業のうち、当初目標の
達成度等を評価するため、令和元年度に研究開発評価（事後）を
行った研究開発事業は以下のとおり。
・スノーケル発電システム:要求性能を満足し、部隊の使用に供し得
ると認められた。

目標 目標年度

測
定
指
標
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各種情報に関する情報収集施
設等の維持・整備

関連装備品等の維持・整備（延命
処置・機能向上を含む）

各種災害に対して万全を期す
ための取組み

その他の装備品等（延命処置・機
能向上を含む。）

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

航空自衛隊の任務を支障なく遂行するため、保有する除雪車や工事用車両等を適正に維持する。

定性的指標 目標 目標年度 施策の進捗状況（目標）

令和５
年度

－

施策の進捗状況（実績）

●海上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・故障又は定期修理時期に達した航空機用機器等の修理を実施し
た。
・部隊で実施する整備及び修理会社で実施する修理等に必要な部
品を調達した。
・機体、発動機及び機器のオーバーホール用官給品並びに部隊維
持用の部品を調達した。
・飛行安全を確保しつつ運用可能な機体オーバーホールの品質を
維持した。
・定期修理間隔に到達したエンジンのオーバーホールを実施した。
・航空機の修理等に必要な材料等の購入等により、航空機の可動
率の維持・向上を図った。
・Ｕ－３６Ａ／ＵＳ－２型航空機の整備業務について民間に委託し、
人的資源の有効活用を図った。
●陸上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・航空器材等の欠品分の補充及び損耗分を取得した。
・外注役務に必要な部品及び部隊が保持する維持用部品を取得し
た。
・機体定期修理及びエンジンオーバーホールを実施した。
・機能部品を再使用可能な状態とするための役務を実施した。
・ＬＲ－２、ＥＣ－２２５ＰＬ及びＴＨ－４８０Ｂの機体及びエンジンに係
る技術管理活動を実施した。
・航空機の改修等、部隊整備に必要な消耗品の取得及びＦＭＳに
よる米軍技術援助役務を締結した。
・ＥＣ－２２５ＬＰ及びＡＨ－６４Ｄ搭載通信電子機器の整備を実施し
た。
・ティルト・ローター機（Ｖ－２２）に搭載する衛星通信装置等を購入
した。
●航空自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・救難ヘリコプター（ＵＨ－６０Ｊ）を３機取得した。

定量的指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度
中間目標 目標年度

- 年度 - 年度

-

実績値 - - - - - -

目標値 - - - - - -

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

航空自衛隊の任務を支障なく遂行するため、保有する除雪車や工事用車両等を適正に維持する。

政策 Ⅰ－３　我が国自身の防衛体制の強化（大規模災害等への対応）

施策 Ⅰ－３－（１）　大規模災害等への対応

測
定
指
標

定性的指標 目標 目標年度 施策の進捗状況（目標）

令和５
年度

－

施策の進捗状況（実績）

●引き続き、情報本部の各種情報収集・処理機能等の維持・運営
及び充実・強化（画像解析用データの取得、電波情報の収集能力
を向上させるための電波監視装置の更新など）を実施した。
●各自衛隊・情報本部が収集した広範・多岐にわたる情報を集約
し、オールソース分析を実現するため、情報本部共通基盤を整備し
た。
●太平洋側の広大な空域を含む我が国周辺空域の警戒監視能力
の強化のため、早期警戒機（Ｅ－２Ｄ）９機の取得経費（約1,940億
円）を計上した。

測
定
指
標
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-

事業番号 事業名所管府省名

○

-

本事業は、航空自衛隊において各種事態への即応・実効的
対処能力を向上させるものであり、地方自治体、民間等に委
ねることはできない。

○

評　価項　　目

本事業は、航空自衛隊において各種事態への即応・実効的
対処能力を向上させ、ひいては日本の安全保障に寄与する
ものであり、国民や社会のニーズを的確に反映している。

目標最終年度

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

-

-

目標値

中間目標計画開始時
2年度 3年度

 引き続き、契約実績の分析及びコスト低減方策の検討等を行い、効率的な予算要求、執行に努める。

１　必要性
　　装備品の安全性、信頼性及び操用性を確保するものとして、本事業は必要である。
２　効率性
　　一般競争入札、公募等により競争性の確保に努めており、契約実績等の分析をし、コストの低減を図っており、効率的である。
３　有効性
　　装備品について、改善･改造を通じて安全性、信頼性及び操用性を確保できるため、有効である。
４　総合評価
　　本事業について、効率的な予算執行に努めつつ、適正に実施している。

○

-

‐

改善・改造が行われた装備品は部隊で十分に活用されてい
る。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

-

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

-

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

-

‐

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

調達に際しては、原則として一般競争及び公募により参加者
を募り競争性を確保しているため、妥当である。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

○

有

年度

-

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

本事業は、航空自衛隊において各種事態への即応・実効的
対処能力を向上させ、ひいては日本の安全保障に寄与する
ものであり、優先度が高いものである。

公募により参加者を募り競争性を確保しており、単位当たり
コスト等の水準は妥当である。

- -

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

○

K
P
I

(

第
一
階
層

） -

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

成果実績

コスト削減・効率化に向けた取組として、民生品活用による
経費削減を行っている。

装備品等の安全性、信頼性及び操用性の向上が図られてお
り、成果目標に見合っている。

- -

○

施設車両の安全性、信頼性及び操用性の向上のために必
要な改善・改造を行うための費目・使途となっており、事業目
的に即した真に必要なものに限定されている。

単位

改善の
方向性

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

関
連
事
業

‐

-

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

活動実績は見込みに見合ったものである。

○

-

点
検
・
改
善
結
果

- 年度

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

-

受益者との負担関係は妥当であるか。

年度

-

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

-

-

無

○

点検結果

契約相手方に対して契約内容以外の要求を行っていないた
め、負担関係は妥当である。

国
費
投
入
の
必
要
性

取組
事項

分野： - -

-

-

事業所管部局による点検・改善

ＫＰＩ
（第一階層）

- -

達成度 ％ -

新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
 
2
0
2
0

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

2年度 3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 - 年度 - 年度

-

成果実績 - - - - - -

目標値 - - - - - -

達成度 ％ - - - - -

本事業の成果と取組事項・KPIとの関係

-

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐
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-

-

※令和2年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

・一般競争入札を実施しているものの、全て一者応札である。民生用の一般民生用の車両と特段違いがないように思えるが、なぜ一者応札になるのか説明が必
要である。また、レビューシートから複数者応札の工夫などの改善の取組が分からない。複数者応札の改善への取組を記載して、国民に対して要因も含めて丁寧
に説明するべき。
・資金の流れをみると、整備用部品が英語表記である。外国部品でも用いているのか。分かりやすい表記にするべき。

外部有識者のご指摘を踏まえ、部品の表記を修正した。
一者応札となる要因としては、施設車両の特殊性に加え、長期的なコスト低減のため調達部品は品質が保証されている純正部品としていること
や、航空自衛隊において車両を長期間運用した結果、車両の旧式化により部品を取扱う企業が減少したことが考えられる。また、調達に当たって
は、公正性及び透明性向上の観点から、契約方式を一般競争入札（最低価格落札方式）又は通年で公募を行った上で随意契約としている。
引き続き、一社応札となる要因の分析及び複数社応札のための改善について検討を行い、効率的な予算執行に努める。

関連する過去のレビューシートの事業番号

年
度
内
に
改
善

を
検
討

・外部有識者の所見を踏まえて、適切に対応されたい。

行政事業レビュー推進チームの所見

外部有識者の所見

備考

-

事
業
内
容

の

一
部
改
善

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

平成23年度 0337

平成24年度 0314

平成27年度

平成26年度

令和2年度 防衛省 0051

平成25年度 0290

0254

平成22年度 0414

0171

0128平成28年度

平成29年度 0123

平成30年度 0118

令和元年度 防衛省 0109

防衛省

４９１百万円

Ａ：民間企業（１０社）及び基地示達(※）

（８６百万円）及び（１１８百万円）

【一般競争入札（最低価格）】 【随意契約（公募）】

Ｂ：民間企業（６社）及び基地示達

（※）

点検修理、診断

・除雪トラック６×６（改）

・残雪除去器材

（フロントブラシ型）

・モータグレーダ 等

整備用部品取得

・エッジ

・オルタネーター

・ウレタン・エッジ

・フード・ブラシ 等

※基地示達：比較的低額な部品等を、適時、各基地において調達するための費用
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支出先上位１０者リスト

A.

B

チェック

チェック

株式会社協和機械
製作所

日立建機日本株式
会社

コマツカスタマーサ
ポート株式会社

株式会社アルティア

岩崎工業株式会社

三菱ふそうトラック・
バス株式会社

日本キャタピラー合
同会社

英和株式会社

川重商事株式会社

第一実業株式会社

- 100％ -

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載

タイヤローラ　点検修理 5
随意契約
（公募）

- 100％ -

ロジスネクスト東北
株式会社

有限会社照井自動
車工業

3420002016800 施設車両部品 4

9370001045767 施設車両部品 3
随意契約
（公募）

- 100％ -

株式会社オカノ

株式会社ヤサカ 7420001006724 施設車両部品 7
随意契約
（公募）

- 100％ -

4360001000637

76

随意契約
（公募）

A.株式会社協和機会製作所

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

金　額
(百万円）

除雪トラック６×６（改）　点検修理外６品目

使　途

施設機械維持
費

B.日通商事株式会社
金　額

(百万円）

39

費　目 使　途

計 39 計 76

施設機械維持
費

エッジ外９品目

費　目

9

1 100％

一般競争契約
（最低価格）

一般競争契約
（最低価格）

-

5 1 97.8％

1 100％

4

8

7

6

1

10

99.8％

7021001015409

3011701013922

1210001000241

7020001078696

5021001031564

入札者数
（応募者数）

落札率契約方式等

一般競争契約
（最低価格）

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載

6120001041612

6140001006992

2

3

1 99.8％

法　人　番　号

7030001037230

2430001004731 39

1 99.5％

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

-

-

-

-

5010001008714

エッジ外９品目

エッジ外１０品目

オルタネーター外３品目

エッジ外３品目

ウレタン・エッジ外３品目

インジェクション・ポンプ外
施設車両部品

-

1

2

99.8％

第一実業株式会社 5010001008714
残雪除去器材（フロントブラ
シ型）　修理

27

3

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

日通商事株式会社 1010001025515
除雪トラック６×６（改）　点
検修理外６品目

76
随意契約
（公募）

- -

随意契約
（公募）

- 99.1％ -

東京総合整備工業
協同組合

2011505000052
モータグレーダ　点検修理
外３品目

25
随意契約
（公募）

- 99.9％ -

6

7

4

5

日通機工株式会社 9430001012802
ブルドーザＤ７（湿地用）
点検修理

18
随意契約
（公募）

- 99.7％ -

10

8

9

東北重工株式会社 9420001006177 施設車両部品 5
随意契約
（公募）

- 100％ -

千代田機電株式会
社

7220001004293
タイヤローラ　点検修理外
１品目

9
随意契約
（公募）

- 98％ -

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

19

11

6

1

0.8

0.3 1 100％

-4

1 99.8％

一般競争契約
（最低価格）

6

一般競争契約
（最低価格）

一般競争契約
（最低価格）

一般競争契約
（最低価格）

97.6％

1 98.7％

1

-

-

-

一般競争契約
（最低価格）

一般競争契約
（最低価格）

一般競争契約
（最低価格）

スターター外施設車両部品

フード・ブラシ

エッジ外３品目

ハイドロリック・シリンダー
外１品目

4
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国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

- - -

契　約　先
ﾌﾞﾛｯｸ
名

-

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）
契約方式

入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - -
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事業番号 - - -

（ ）

　チェック

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

118% 82% 55%

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
-

一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
防衛省設置法第４条第１項第１３号

主要政策・施策

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

708

-

実施方法

平成30年度

％

Ｔ７００エンジンの整備 担当部局庁 防衛装備庁プロジェクト管理部 作成責任者

事業開始年度

直接実施

担当課室 事業監理官（航空機担当） 事業監理官　射場　隆昌

事業名

会計区分

令和3年度

-

翌年度へ繰越し -

計

令和2年度

防衛関係

▲ 112

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

令和4年度要求

予算
の状
況

令和元年度

耐用命数に到達したＳＨ－６０Ｊの用途廃止に伴い、同機体用Ｔ７００－４０１Cエンジンから再利用可能な部品を取り外し、これを補用エンジン（Ｔ７００－４０
１Ｃ２）の製造に官給することで、効率的に当該エンジンを整備するものである。なお、補用エンジンは不具合及びエンジン・オーバーホール等のために取り
下すエンジンの代用として必要である。

- -

516

- -

▲ 43 -

-

-補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

160

43112

607

-

平成16年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

ＳＨ－６０Ｋによる常続的監視等を安定的に行うため、ＳＨ－６０Ｋ用のエンジンを維持する必要があり、そのための補用エンジン（型式：Ｔ７００－４０１Ｃ２）を
整備するものである。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

-
成果目標及び

成果実績
（アウトカム） -

令和3年度行政事業レビューシート 防衛省

執行額

516 596 229 441 0

579 88

執行率（％） 118% 97% 38%

-

-

-

平成３１年度に係る防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画
（平成３１年度～平成３５年度）（平成３０年１２月１８日国家安
全保障会議決定・閣議決定）

平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標最終年度

- -

-

- -

-

- -

-

-

- -

398 0

関係する
計画、通知等

達成度

-

-

-

年度 年度-

令和3年度当初予算

398

-

-

計

-

-

2021 防衛

-

-

20 0114

398 0

0

-

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

航空機修理費

-

-
令和3・4年度

予算内訳
（単位：百万円）

主な増減理由

整備計画数の相違による。

令和4年度要求

36



3年度
活動見込

4年度
活動見込

-

1

-

1

年度

定性的な成果目標と平成30～令和2年度の達成状況・実績

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

達成度

式

計算式 　Ｘ/Ｙ

単位
活動指標及び

活動実績
（アウトプット）

活動指標

- -

定量的な目標
が設定できな
い理由及び定
性的な成果目

標

1 1 1

-

平成30年度 令和元年度 令和2年度

100 50 -

活動実績

令和2年度

百万円/事業数

Ｔ７００エンジン整備の契約数

単位

補用エンジンの整備数 式目標値

2 2

2 2

実績

88

定量的な目標が設定できない理由

式

代替目標

579/1

式

％

398/1

3年度活動見込

607 579

代替指標
中間目標

3

エンジン交換実績から航空機の可動率が推測されるおそれがあ
る。

事業の妥当性
を検証するた
めの代替的な
達成目標及び

実績

単位

単位当たりコスト＝執行額/事業数
X＝執行額　Y＝事業数

単位当たり
コスト

定
量
的
な
成
果
目
標
の
設
定
が
困
難
な
場
合

SH-60Kの円滑な運用

1

1 1 1

-
平成30年度 令和元年度 令和2年度

ＳＨ－６０Ｋを維持するために必要なエンジンを整備する。
令和２年度にかけてＳＨ－６０Ｋを維持するために必要なエンジンを整備し
た。

2 -

100

2

607/1

令和元年度

88/1

目標最終年度

年度

398

平成30年度
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機動・展開能力の強化
その他の装備品等（延命処置・機
能向上を含む。）

目標定性的指標 施策の進捗状況（目標）

- -

定量的指標 単位 平成30年度

施策の進捗状況（実績）

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

ＳＨ－６０Ｋによる常続的監視等を安定的に行うため、ＳＨ－６０Ｋ用のエンジンを維持する必要があり、そのための補用エンジン（型式：Ｔ７００－４０１
Ｃ２）を整備するものである。

-

●現有の155ｍｍりゅう弾砲（FH70）の後継として、各種事態におけ
て迅速かつ機動的な運用が可能であり、効率化にも資する装備品
として、装輪155mmりゅう弾砲を教育所要として取得（7両:51億
円）。
●海上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・ＴＣ－９０／ＬＣ－９０型航空機の整備業務について民間委託を行
い、人的資源の有効活用を図った。
・ＳＨ－６０Ｋの配備計画に合わせ、各航空基地等にＳＨ－６０Ｋ搭
載電子機器整備用構成品を装備した。
・ＳＨ－６０Ｋの補用エンジンを整備した。
・各種情勢に対応し得る能力を付与した回転翼哨戒機を開発して
いる。
・定期修理間隔に到達したエンジンのオーバーホールを実施した。
・Ｕ－３６Ａ／ＵＳ－２型航空機の整備業務について民間に委託し、
人的資源の有効活用を図った。
・航空器材等の欠品分の補充及び損耗分を取得した。
・外注役務に必要な部品及び部隊が保持する維持用部品を取得し
た。
・機体定期修理及びエンジンオーバーホールを実施した。
・機能部品を再使用可能な状態とするための役務を実施した。
・ＬＲ－２、ＥＣ－２２５ＰＬ及びＴＨ－４８０Ｂの機体及びエンジンに係
る技術管理活動を実施した。
・航空機の改修等、部隊整備に必要な消耗品の取得及びＦＭＳに
よる米軍技術援助役務を締結した。
・ＥＣ－２２５ＬＰ及びＡＨ－６４Ｄ搭載通信電子機器の整備を実施し
た。
・ティルト・ローター機（Ｖ－２２）に搭載する衛星通信装置等を購入
した。

令和2年度
中間目標 目標年度

施策 Ⅰ－１－（２）　従来の領域における能力の強化

政策 Ⅰ－１　我が国自身の防衛体制の強化（領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項）

測
定
指
標

- - - - -

令和５
年度

- 年度

-

目標値 - - - -

- 年度

-

実績値

令和元年度

目標年度

38



その他の装備品等（延命処置・機
能向上を含む。）

政
策
評
価

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と
の
関
係

継続的な運用の確保

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

ＳＨ－６０Ｋによる常続的監視等を安定的に行うため、ＳＨ－６０Ｋ用のエンジンを維持する必要があり、そのための補用エンジン（型式：Ｔ７００－４０１
Ｃ２）を整備するものである。

政策 Ⅰ－１　我が国自身の防衛体制の強化（領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項）

定性的指標

定量的指標
目標年度

施策の進捗状況（目標）

令和５
年度

-

施策の進捗状況（実績）

●艦艇の支援能力確保のため、油槽船（２隻）の建造経費（約５７
億円）を計上した。
●海上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・ＴＣ－９０／ＬＣ－９０型航空機の整備業務について民間委託を行
い、人的資源の有効活用を図った。
・ＳＨ－６０Ｋの配備計画に合わせ、各航空基地等にＳＨ－６０Ｋ搭
載電子機器整備用構成品を装備した。
・救難飛行艇（ＵＳ－２）の整備を実施した。
・部隊で実施する整備及び修理会社で実施する修理等に必要な部
品を調達した。
・機体、発動機及び機器のオーバーホール用官給品並びに部隊維
持用の部品を調達した。
・飛行安全を確保しつつ運用可能な品質を維持した。
・定期修理間隔に到達したエンジンのオーバーホールを実施した。
・Ｕ－３６Ａ／ＵＳ－２型航空機の整備業務について民間に委託し、
人的資源の有効活用を図った。
・固定翼哨戒機（Ｐ－１）の円滑な運用を図るために必要な整備用
器材を整備した。
・ＳＨ－６０Ｋの補用エンジンを整備した。
・航空機の修理等に必要な材料等の購入等により、航空機の可動
率の維持・向上を図った。
・海上自衛隊の艦艇や航空機等が一層の能力を発揮し得るよう必
要な態勢を維持・構築するため、搭載する武器等の購入、維持、整
備、補修等及び需品、修理保管用備品、参考器材等の購入を実施
した。
・海上自衛隊における部隊運用機能の向上を図るため、補給処、
造補所、部隊等の運営、施設機械等の維持、艦船の行動及び爆発
兵器類の処理、弾薬類の維持等に必要な材料等の購入等を実施
した。
・艦艇の可動率確保のため、ガスタービン機関部品のオーバー
ホールを実施した。
・艦艇の可動率確保のため、主機等のオーバーホールを実施し
た。
・護衛艦及び潜水艦の対潜能力を維持するため、ソーナー用ラ
バーウィンドウの換装を実施した。
・掃海艇の機雷探知能力を維持するため、機雷探知機等の整備を
実施した。
・艦艇の製造中止部品対策のため、代替品の製造及び機器の改
修を実施した。
・イージス装置の機能維持及び即応性向上に資する国内整備態勢
の整備のため、不具合情報の収集、整備取扱説明所等の改訂等
を実施した。
・掃海艦艇の機雷掃海能力を維持するため、機雷処分具等の整備
を実施した。
・艦艇の攻撃能力維持のため、魚雷等の定期検査、魚雷構成品の
修理、魚雷整備用消耗品の購入を実施した。
・海上自衛隊の弾薬の保管環境改善のため、不要弾薬の処分を実
施した。
・潜水艦の被探知防止能力を維持するため、主蓄電池の換装及び
購入を実施した。
・艦艇の可動率確保のため、艦船の定期検査及び維持補修に必要
な材料及び消耗品の調達等を実施した。
●航空自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・航空機搭載武器の運用及び維持管理に必要な支援器材等を取
得し、緊急射出装置用部品を取得した。
・通信機器等を取得した。
・所器材等の購入及び維持修理等を実施した。
・整備作業に危険を及ぼす器材、整備作業の品質低下等を招く恐
れのある器材を更新した。
・部隊が保有する航空機整備器材を適切に維持管理した。

目標 目標年度

単位 令和元年度 令和2年度
年度年度

施策 Ⅰ－１－（３）　持続性・強靭性の強化

測
定
指
標

実績値

目標値

平成30年度
中間目標
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-

○

-

「新経済・財政再生計画」（骨太方針２０１８）及び中期防衛力整備計画（令和元年度～令和５年度）を踏まえ、各種取組を推進し、引き続き防衛力整備
の一層の効率化・合理化を図るものであり、本事業のうち、効率化への取組によって縮減効果が見込まれる事業を予算計上することにより、縮減見込
額の累計額が増額される。

Ｔ７００エンジンは海上自衛隊が保有する哨戒ヘリコプターの
エンジンであるため、その整備は防衛省で実施することが適
当である。

○

評　価項　　目

我が国の安全保障環境が厳しさを増す中、周辺海空域にお
ける安全確保等は国民や社会のニーズである。その安全確
保等のためにＳＨ－６０Ｋが必要であり、その可動状態を維
持するためには本事業が不可欠である。したがって、事業の
目的は国民や社会のニーズを的確に反映している。

目標最終年度

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

-

-

目標値

中間目標計画開始時
2年度 3年度

○

-

整備されたエンジンはＳＨ－６０Ｋの維持に活用されている。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

-

○

-

‐

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

Ｔ７００エンジンはライセンス国産のため随意契約となってお
り、支出先の選定は妥当である。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

‐

無

年度

-

本事業の成果と取組事項・KPIとの関係

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

本事業はＳＨ－６０Ｋの可動状態の維持に必要であり、周辺
海空域の安全確保等のためにも優先度の高い事業である。

直近の契約実績を参考に、最新の経費率を使用して算出し
ているため妥当である。

4,313 4,168

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

○

K
P
I

(

第
一
階
層

）

-

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

成果実績

ＳＨ－６０Ｊの除籍に伴い、同航空機のエンジンの部品を官
給することにより、コスト低減を図っている。また、オーバー
ホール間隔の延伸に係る検討を行っている。

-

- -

○

ＳＨ－６０Ｋの可動維持に必要な経費であり、費目・使途は事
業目的に必要なものに限定している。

単位

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

‐

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

活動実績及び見込みともに同値であるため、活動実績は見
込みに見合ったものとなっている。

‐

4,159

1 年度

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

受注者において、３０年度に航空機用エンジンの整備事業に
おける不適切な検査による経済産業省及び国土交通省から
の行政処分を受け、社内整備体制を是正するための措置を
実施していたところに加え、新型感染症に対する感染防止対
策の影響も受けたことにより、当初計画していた予定数の契
約が困難となったものである。

受益者との負担関係は妥当であるか。

年度

億円（契約ベース）

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

-

5

有

○

-

国
費
投
入
の
必
要
性

取組
事項

分野：
歳出改革等に向けた取組の加

速・拡大
公共調達の改革

-

-

事業所管部局による点検・改善

ＫＰＩ
（第一階層）

○各種取組による装備品取得経費の縮減【増加】
○プロジェクト管理対象装備品等の品目数【増加】
○防衛装備・技術移転協定に基づき締結した細目取極
の件数【増加】
○インセンティブ契約の適用件数【増加】
○共同履行管理型インセンティブ契約の適用件数【増
加】
○企業努力を正当に評価する仕組みの適用件数【増
加】

-

達成度 ％ -

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

2年度 3年度
中間目標 目標最終年度

1 年度 - 年度 5 年度

○毎年度の調達の合理化・効率化による縮減額【増加】
○現行基準に対してライフサイクルコストが低減した装
備品数【増加】
○防衛装備移転三原則に基づき国家安全保障会議で
移転を認め得るとされた案件数【増加】
○インセンティブ契約適用による低減額【増加】

成果実績 億円（契約ベース） 4,159 4,313 4,168 - -

目標値 - - - - - -

達成度 ％ - - - - -

新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
 
2
0
2
0

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐
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- -

- -

事業番号 事業名所管府省名

 引き続き、旧型エンジンの部品を官給するなど一層の効率化に努める。

１　必要性
　　事業の目的から、周辺海域の哨戒、常続的警戒監視等の任務に必要な航空機であるＳＨ－６０Ｋに搭載されるエンジンであり、防衛省で
 実施することが適切である。
２　効率性
　　ＳＨ－６０Ｊの除籍に伴い、余剰となった同航空機のエンジンの部品を官給しており、価格低減を図っている。
３　総合評価
　　本事業は防衛省で実施する必要があり、旧型エンジンの一部を官給することによりコスト効率化を図っている。必要性、効率性の観点から
 評価した結果、本事業は継続すべきである。

‐
関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

・外部有識者抽出点検の対象外である。

・契約時に価格面での妥当性の検討や作業の効率化によるコスト縮減に取り組んでいるところではあるが、継続して適正化に努める。

関連する過去のレビューシートの事業番号

年
度
内
に

改
善
を
検

討

・随意契約に当たっては、可能な限り詳細な見積内容を入手してコスト縮減の余地を検証し、厳格な原価査定や適切な価格交渉等により、更なる
価格の妥当性向上に努められたい。

行政事業レビュー推進チームの所見

外部有識者の所見

改善の
方向性

備考

関
連
事
業

-

事
業
内
容

の

一
部
改
善

点
検
・
改
善
結
果

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点検結果

平成23年度 -

平成24年度 0258

平成27年度

平成26年度

令和2年度 防衛省 0121

平成25年度 0256

0222

平成22年度 -

0155

0051平成28年度

00

平成29年度 0049

平成30年度 0047

令和元年度 防衛省 0044 00
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※令和2年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

　

支出先上位１０者リスト

A.

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

チェック

チェック

（株）ＩＨＩ

随意契約
（その他）

- 45.5％ -

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載

契　約　先
ﾌﾞﾛｯｸ
名

（株）ＩＨＩA

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）
契約方式

入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 4010601031604
ＳＨ－６０Ｋ用エンジン（Ｔ７
００－４０１Ｃ２）の整備

76

-

A.　（株）ＩＨＩ

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

金　額
(百万円）

-

使　途

航空機修理費

B.
金　額

(百万円）

88

費　目 使　途

計 88 計 0

-
ＳＨ－６０Ｋに搭載する補用エンジン等に必
要な経費

費　目

1

入札者数
（応募者数）

落札率契約方式等

国庫債務負担
行為等

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載

- -

法　人　番　号

4010601031604 88

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

-
ＳＨ－６０Ｋ用エンジン（Ｔ７
００－４０１Ｃ２）の整備

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

A:民間会社１社 ８８ 百万

円

（エンジンの製造を実施）

【国庫債務負担行為等】

防衛省

８８ 百万円
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【南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備】

インプット（資源） アクティビティ（活動） アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（社会への影響）

【政策目標】
〇わが国自身の防衛体制の強化
♦防衛力が果たすべき役割
・島嶼部に対する攻撃への対応
○領域横断作戦に必要な能力の
強化における優先事項
♦従来の領域における能力の強化
・機動・展開能力

【施策目標】
初動を担任する警備部隊、地対
空誘導弾部隊及び地対艦誘導弾
部隊が活動できる基盤となる施設
整備を行い、南西地域の島嶼部の
部隊の態勢を強化することで、わが
国自身の防衛体制の強化を図り、
国民の安全及び安心を確保する。

現
状
・
課
題

「南西地域への陸自警備部隊等の配置に伴う施設整備」は決められた部隊配備時期が設けられた遅延の許されない事業であることから、離島特有の厳しい条
件下でも適正かつ円滑な事業推進を実現する必要がある。
その目的を実現するため、施設整備に関する様々な取組（建設現場における取組・適切な離島等の建設工事における遠隔地からの労働者確保に要する費

用の積算・情報共有システムの活用・建設現場における遠隔臨場の試行・局監督官用タブレットの活用）を行うとともに、本事業における入札の競争性を確保す
る取組については、工事の大型化や分離など発注ロットの検討、また、参入業者ランクの拡大等や競争参加資格の緩和を図ることで、より多数の応募者を期待で
きるようにするなど、競争性拡大の取組に向けた対応を行っている。

〇 自衛隊配置の空白地域となっている島嶼部への平素からの部隊配備は極めて重要との考えの下、南西地域の防衛体制の強化のため、陸

自警備部隊等の配備を目的とした施設の整備。

〇 南西地域への陸自部隊配備は、与那国島への沿岸監視部隊等、奄美大島、宮古島及び石垣島への警備部隊等の配備を行うものであり、

駐屯地等の新設を行っているところ。

〇 与那国島には平成２８年３月に駐屯地を開設。奄美大島及び宮古島には平成３１年３月に駐屯地等を開設したところであり、開設まで
に完成していない残りの施設整備を実施中。また、石垣島については、平成３１年３月より施設整備を実施し、令和４年度末の開設に向

けて必要な施設整備を実施している。

〇可能な限り早期の着
手に努める

〇バランスの取れた予算
確保により適切な整備
に努める

〇施設整備に優先順
位をつけることで効率的
な施設整備に努める

〇平成28年3月28日
与那国駐屯地開設
※部隊配備にかかる施設整
備完了

〇平成31年3月26日
奄美駐屯地／
瀬戸内分屯地開設
※残る施設について引き続き
整備を実施中

〇平成31年3月26日
宮古島駐屯地開設
※残る施設について引き続き
整備を実施中

〇令和4年度末
石垣駐屯地（仮称）
開設予定
※開設に必要な施設について
整備を実施中

予算額
平成２４年度
約８億円

平成２５年度
約３億円
平成２６年度
約８５億円
平成２７年度
約１１５億円
平成２８年度
約６５億円
平成２９年度
約１６５億円
平成３０年度
約６１５億円

平成３１/令和元年度
約２５０億円
令和２年度
約２１９億円
令和３年度
約２４５億円
令和４年度
約３８９億円

〇与那国駐屯地
施設整備：庁舎、隊
舎、グラウンド等

〇奄美駐屯地／
瀬戸内分屯地
施設整備：隊庁舎、
火薬庫、覆道射場等

〇宮古島駐屯地
施設整備：隊庁舎、
覆道射場、火薬庫等

〇石垣駐屯地（仮称）
施設整備：隊庁舎、
火薬庫、食厨・浴場・体
育館・厚生施設等

1



広大な防衛施設の設置（存在）
自衛隊等の航空機の離着陸等の頻繁な実施
演習場等における砲撃等の頻繁な実施

防衛施設の設置又は運用
課題

インプット
（予算）

現状

事業の概要

アクティビティ
（活動）

アウトプット（活動目標） インパクト（効果）

［民 生 安 定 施 設 具 体 例］

［放 送 受 信 具 体 例］

我が国の防衛体制の強化

防衛施設は、わが国の
防衛力と日米安全保障体
制を支える基盤としてわ
が国の安全保障に欠くこ
とのできないものであり
、その機能を十分に発揮
させるためには、防衛施
設と周辺地域との調和を
図り、常に安定して使用
できる状態を維持する。

地域コミュニティとの連携

自衛隊や米軍の行為あ
るいは防衛施設の設置・
運用によりその周辺地域
において生じる障害の防
止、軽減などの措置を講
じることにより、防衛施
設と周辺地域との調和を
図り、周辺住民の理解と
協力を得ることができる

34,165百万円

平成30年度

34,453百万円

令和元年度

34,260百万円

令和2年度

43,387百万円

令和3年度

36,675百万円

令和4年度

196件

34,886百万円

民生安定施設

約27万件

1,782百万円

放送受信

654件

6百万円

空調稼働費

民生安定助成
事業の代表的
なパターン

【令和4年度事業計画】

周辺地域の住民の生活又は事業活動の阻害。
航空機事故等のリスク。
航空機の離着陸等の頻繁な実施により音響障害・
聴取障害。
航空機騒音の影響で住宅の窓を閉め切ることによ
る空調機器稼働のための電気料金の負担。

A) 飛行場等の周辺地域において、航空機事故
等が発生した場合における住民の避難又は
消防活動の円滑化を図るために必要な施設
や航空機騒音等の障害の緩和に資するため
の施設の整備に対して助成。

B) 防衛施設への給水量又は防衛施設における
地下水の取水量の増加により、その周辺地
域における水道の水圧が低下し、又は井戸
水等の水量が不足する場合に対策を行うた
めに必要な施設に対して助成。

C) 防衛施設から排出されるごみを継続的かつ
安定的に受け入れるために必要な施設に対
して助成。

ジェット航空機の騒音によるテレビジョン放送
の聴取障害の緩和に資するため、放送受信契約
者に対して助成。

【予 算 額】

民生安定助成事業（ロジックモデル）

防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は
事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置を採るときは、当該地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助するも
のである。
また、放送受信料の半額相当について助成を行う放送受信事業や、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条１項に規定する被保護者等を対象に、住宅防音工事により設置し

た空調機器の夏場の使用に伴う電力量料金等についての助成も行っている。

［空 調 稼 働 費 具 体 例］

生活保護世帯等を対象に、住宅防音工事により
設置した空調機器の夏場の使用に伴う電力量料
金等について助成。

アウトカム（成果）

障害の緩和に資する、生活環境施設又は事業経営の
安定に寄与する施設に対する補助

民生安定施設の整備に対する補助
防音機能を要する施設の整備に対する補助
放送受信契約者に対して放送受信料を補助
生活保護世帯等に対して電気料金等を補助

【公園・緑地・コミュニティ供用施設・消防施設への助成】
事業名：公園整備（吉岡町） H２４～ H３０

当該公園整備によりの対象エリア内でおよそ1,100人分の避
難場所を確保した。
【ごみ処理施設への助成】
事業名：ごみ処理施設整備（稚内市）H２９～R２

稚内分屯基地から排出されるごみ0.4t/日と自治体から出る
ごみ35.08t/日を処理。
【放送受信料の助成】
令和3年度は約27万件に対し、放送受信料を助成し、周辺

住民の負担軽減に寄与した。
【電力量料金等の助成】
令和3年度は537世帯に対し、空調機器の夏場の使用に伴

う電力量料金等を助成し、生活保護世帯等の負担軽減に寄与
した。

【所見を踏まえた改善点】
事業完了後に施設の利用者等に対しアンケートを実施し、

障害の緩和についての効果を確認。
【アンケート結果】
令和元年度に事業が完了した施設３８件を対象に実施した

アンケートでは、関係住民の６割が障害が緩和されたと回答
しており、補助事業者の１０割が障害の緩和についての効果
を確認したと回答した。

H.2７外部有識者の所見を踏まえ、障害がどの程度緩和されたか事
業の完了時に確認

<具体例>
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現状・課題
敵は、防空能力を向上した複数艦艇により着上陸侵攻するとともに、我が島嶼部正面の海域において、継続的に海上輸送を実施して侵
攻能力を維持・増進する。これに対し、我は協同対艦攻撃を実施して敵部隊の着上陸を阻止し、島嶼占領の既成事実化を阻止する必
要があるが、現有装備は敵の脅威圏外から火力発揮するために必要な射程が不足している。

インプット
（資源）

アクティビティ
（事業内容） 目標性能・コスト（初期）

アウトプット
（試作品の製造・技術の確立）

アウトカム（成果目標） インパクト
（我が国の防衛への効果）整備計画・運用構想

（中長期）試 作

マルチプラットフォーム化
車両、艦艇、航空機からの
発射技術

整備計画

・令和１０年代の各種プラット
フォームに搭載

・既存艦艇及び航空機への搭載
に伴う改修は必要最小限となる
よう設計検討を実施し、経費を
抑制

運用構想
敵の脅威圏外である遠方から、
多様なプラットフォームからの運
用が可能なスタンド・オフ・ミサイ
ルにより洋上の敵艦艇等を撃破

＜研究開発実施線表＞

試作品

「１２式地対艦誘導弾能力
向上型」のプロトタイプとして、
誘導弾等を設計・製造し、納
入

技術的課題の解明

長射程化による対艦
攻撃能力の向上

被侵攻島嶼正面の全海域
及び海峡部等を通過する敵
を撃破可能

開発期間の短縮
各種試験を整理統合し、リ
スク解消のステップを最小化
することで、必要な開発期間
を大幅に短縮、早期装備化
に寄与可能
（ただし試験設備競合や試
験人員不足等、技術管理
面のリスクに留意）

長射程化システムインテグ
レーション技術

〇長距離飛しょう性能向上
伸展構造大型主翼、ジェッ
トエンジンの作動領域拡大、
RCS※１低減
〇誘導弾データリンク
衛星を経由したUTDC※２
〇多様なプラットフォームから
の発射技術

技術試験

その他

開発経費等の削減
既存装備品の開発成果を
活用した効率的な開発

【政策目標（大綱との関係）】
【施策目標（中期防との関係）】

・従来の領域における能力の強
化（スタンド・オフ防衛能力）

相手方の脅威圏の外から対処可
能なスタンド・オフ・ミサイルの整
備を進め迅速かつ柔軟に強化す
る。
・装備体系の見直し

装備品のファミリー化、装備品
の仕様の最適化・共通化、各自
衛隊が共通して保有する装備品
の共同調達等を実施
・装備調達の最適化

装備品の効率的な調達に資す
る計画的な取得方法の活用や維
持整備の効率化を推進

【防衛技術戦略】
脅威圏の外から対処を行うための
スタンド・オフ火力などの必要な能
力を獲得

【防衛生産・技術基盤戦略】
装備品のファミリー化、装備品の
使用の最適化・共通化

総事業費
（予定）

約１，０００億円※
(８か年計画)
※試作経費

地発型：3～7年度
（５か年計画）

艦発型：4～8年度
（５か年計画）

空発型：4～10年度
（７か年計画）

関連事業
「１２式地対艦誘導弾
（改）」及び「島嶼防衛
用新対艦誘導弾の要素
技術の研究」

誘導弾
（地発・艦発・空発）

・既存の研究成果や
開発成果の最大限活
用及び試験の整理統
合による開発期間の
短縮
・地発・艦発・空発の
誘導弾を一体化開発
するとともに、努めて構
成品の共通化を図る
ことで経費を抑制

試作品の発射試験、
フィジカル・シミュレーショ
ン試験等により誘導弾
の性能を評価

１２式地対艦誘導弾能力向上型（地発型・艦発型・空発型）
着上陸侵攻事態（本土及び島嶼）に際して、侵攻する相手の脅威圏外である遠方から火力を発揮して、洋上の敵艦船等を撃破するとともに、我が守備部隊などを援護するために
使用する、多様なプラットフォームからの運用が可能なスタンド・オフ・ミサイルとして１２式地対艦誘導弾能力向上型（地発型・艦発型・空発型）を開発する。

※１ レーダ・クロス・セクション （レーダ反射断面積）
※２ アップ・トゥ・デート・コマンド（各プラットフォーム

からミサイルに指令を送信する機能）

年度 ３ 4 5 6 7 8 9 １０

実
施
内
容

＜研究開発実施線表＞

試作（艦発型）

試作（地発型）

試作（空発型）
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機種名 実施台数 削減台数
オーバーホール
経費総額

経費削減額

当 初 8,000H 86 11,652,960
延伸後 12,000H 50 6,438,484
当 初 8000H 104 17,564,574
延伸後 12,000H 66 10,944,528
当 初 8,000H 78 4,465,254
延伸後 11,000H 48 2,788,854
当 初 9,000H 109 11,592,445
延伸後 13,000H 80 8,871,143
当 初 8,000H
延伸後 12,000H
当 初 10,000H
延伸後 12,000H

ＬＭ２５００
ＩＥＣ

Ｍ１Ａ－３５

データ取得中
令和７年度から試行開始予定

データ取得中
令和５年度まで試行予定

 平成１４年度から令和３年度までの経費削減実績を算定 合 計 16,232,224

Ｍ１Ａ－２５ 30 1,676,400

５０１－Ｋ３４ 29 2,721,302

ＬＭ２５００ 38 6,620,046

オーバーホール間隔

ＳＭ１Ｃ 36 5,214,476

機種名 実施台数 削減台数
オーバーホール
経費総額

経費削減額

当 初 8,000H 266 48,378,360
延伸後 12,000H 164 29,697,904
当 初 8000H 264 52,137,054
延伸後 12,000H 166 32,552,328
当 初 8,000H 378 22,034,454
延伸後 11,000H 252 14,735,910
当 初 9,000H 262 42,614,572
延伸後 13,000H 179 28,944,284
当 初 8,000H 38 7,956,934
延伸後 12,000H 34 7,119,362
当 初 10,000H 161 14,324,814
延伸後 12,000H 124 11,032,776

合 計 63,363,624 平成１４年度から令和４１年度までの経費削減見込みを算定

ＬＭ２５００
ＩＥＣ

4 837,572

Ｍ１Ａ－３５ 37 3,292,038

Ｍ１Ａ－２５ 126 7,298,544

５０１－Ｋ３４ 83 13,670,288

オーバーホール間隔

ＳＭ１Ｃ 102 18,680,456

ＬＭ２５００ 98 19,584,726

【防衛省】主機等オーバーホール事業

現状
課題

規定の運転時間に達し艦艇から陸揚げされた主機等については、海自艦船補給処等が主機等の製造会社等と役務契約を締結し、O/Hにより信頼性を向
上させた後、予備機として海自艦船補給処等に納入している。納入された主機等は、他の艦艇の規定の運転時間により信頼性が低下した主機等と交換し、
継続使用している。また、恒常的に主機等ごとに運転状態のデータを収集し、信頼性を保証できる規定の運転時間を見直すことにより、更なるO/H間隔
の延伸を図り、可動率の維持・向上及び経費削減に取り組んでいる。

インプット

アクティビティ

アウトプット 初期アウトカム

中間・最終アウトカム インパクト

【令和３年度執行実績】【主機等オーバーホール事業予算】
令和３年度：約１１０．４億円

艦艇に搭載されている主機等（推進用及び発電用原動機）は、艦艇の航行に直接的に関わる最も重要な装備品の一つであり、高い信頼性が要求されるこ
とから、主機等ごとに信頼性を保証できる規定の運転時間を定め、規定の運転時間に達した主機等はオーバーホール（以下「O/H」という。）を実施する
必要がある。本事業は、規定の運転時間に達し信頼性が低下した主機等について、再度、信頼性を向上させるためO/Hを実施するものである。

【オーバーホール実績及び延伸削減効果】 （単位：千円）

【更なるオーバーホール延伸削減効果（見込）】
○海空領域における能力の強化

我が国周辺海空域における常続監視を広

域にわたって実施する態勢を強化

⇒ オーバーホール間隔が延伸される

ことで、可動率の維持・向上に寄与

○装備調達の最適化

維持整備の効率化を推進する。

⇒ 更なるオーバーホール間隔の延伸

及び機種を増やすことで更なる経

費削減が可能

主機等オーバーホール（イメージ）

○ オーバーホール（開放検査及び必要な部品交換等）
規定の運転時間に達した主機等についてO/Hを行い、信頼性
を向上させ、規定の運転時間により信頼性が低下した他の艦
艇の主機等と交換して継続使用する。

○ 可動率の向上及び経費削減への取組
当初の規定の運転時間を延伸するため、規定の運転時間を超
えた運転状態のデータを収集・分析するとともに、O/H時の
機器及び部品等の損耗状態を確認し、異状が確認されなかっ
た場合は規定の運転時間を延伸し、艦艇の可動率の維持・向
上及び経費削減に取り組んでいる。
また、一部のガスタービン機関において、輸入部品の国産化
を推進しており、部品の安定供給及び価格高騰抑制に努めて
いる。

（単位：千円）

※ ※

※

※今後追加予定機種

機 種 執行台数
SM1C 11
LM2500 5
M1A-25 12
501-K34 5
LM2500IEC 0
M1A-35 4
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本事業は、航空自衛隊の任務を支障なく遂行するため、保有する各種施設車両の機能が適正に維持されるよう、点検、
部品交換、修理等の整備を実施するものである。

現状・課題

航空自衛隊が保有する施設車両は、平時においては基地内施設等の維持補修を実施し、有事や災害発生時
においては、復旧活動等を実施するため、常に機能が適正に維持されていることが必要となる。現在、全国
にある約７０の航空自衛隊の基地等に施設車両が配備されているが、特殊車両であることや車両の長期間使
用により部品の供給や修理を実施できる企業が限られることで、入札に際して一者応札が多発する状況が続
いている。調達業務の効率化の観点から随意契約（公募）の活用を含め、適切な契約方式の検討が求められ
ている。

インプット

（資源）

予 算

令和３年度要求
○ 施設車両の整備
に必要な部品及び
役務の調達

予算額
２．９８億円

主な施設車両

アクティビティ

（活動）

アウトプット

（活動目標）

計 画

○ 基地整備（※1）
に必要な部品の見
積り及び調達

○ 補給処整備（外
注）（※2）を実施
するため、補給処
整備搬入計画の作
成及び修理等役務
の調達

初期アウトカム

アウトカム（成果目標）

中間・最終
アウトカム

機能の維持

○ 保有する施設車
両が、運用中にそ
の性能を発揮でき
なくなり、施設作
業を中断せざるを
得ない状況を防止

○ 効率的な部品確
保、修理実施を図
るため調達におけ
る契約方式の見直
しにより、調達業
務の最適化

インパクト

（社会への影響）

日本の安全保障に寄与

【政策目標】
我が国自身の防衛体
制の強化
【施策目標】
・従来の領域における
能力の強化
・情報機能の強化
・大規模災害等への対
応

航空自衛隊における
各種事態への即応・実
効的対処能力を向上

施設車両整備費

※１ 基地整備：定期検査（６ヶ月ごと）、保安検査（２年ごと）のほか、故障発生時の修理等、航空自衛隊が自隊で行う整備

※２ 補給処整備（外注）：航空自衛隊が自隊で整備不可能な場合、外注により企業で行う整備

任務の遂行

施設車両の部品供
給や修理の調達にお
いて適切な契約方式
を選択し、航空自衛
隊の任務を効率的に
支障なく遂行
○ 平時における基
地内施設等の維持
補修

○ 有事・災害発生
時における復旧活
動等ブルドーザ

油圧ショベル 整備作業

整 備

○ 施設車両の適切
な維持のため、基
地整備の実施

○ 施設車両の適切
な維持のため補給
処整備（外注）の
実施
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取り外し

Ｔ７００エンジン
の整備

ＨＭＵ及びＤＥＣ
を改修しＳＨ－６
０Ｋ用エンジンに
再利用

本事業は、ＳＨ－６０Ｋによる常続的監視等を安定的に行うため、耐用命数に到達したＳＨ－６０Ｊの用途廃止に伴い、同機体用Ｔ７００－４０
１Ｃエンジンから再利用可能な部品を取り外し、これをＳＨ－６０Ｋ用Ｔ７００－４０１Ｃ２エンジンの製造及びオーバーホールに官給することで、効率的
に当該エンジンを整備するものである。

インプット
（資源）

アクティビティ
（活動）

アウトプット
（活動目標） 初期アウトカム

アウトカム（成果目標）
中間・最終アウトカム

インパクト
（社会への影響）

Ｔ７００エンジンの整備

現状・課題

我が国の安全保障環境が厳しさを増す中、周辺海空域における安全確保等は国民や社会のニーズである。その安全確保等のためにＳＨ－６０Ｋが必要
であり、その可動状態を維持するためには本事業が不可欠である。ＳＨ－６０Ｊ用エンジン部品であるＨＭＵ及びＤＥＣをＳＨ－６０Ｋに再搭載
するための改修を実施することで、同部品を新規調達するコストに比してコスト抑制に努めてきたところである。
現行ＨＭＵ及びＤＥＣは世界的にバージョンアップや更新等が行われており、新規製品に移行する事情から今後のＴ７００エンジンの

整備について検討を行った結果、令和５年度以降は新たなＨＭＵ及びＤＥＣの新規調達に切り替えることとしている。（現事業終了予定）

事業の内容

ＳＨ－６０Ｊの
用途廃止に伴い、
同機体用Ｔ７００
－４０１Cエンジン
から再利用可能な
部品を取り外し、
官給することで、
効率的にＳＨ－６
０Ｋ用Ｔ７００－
４０１Ｃ２エンジ
ンを整備する。

ＳＨ－６０Ｊの
除籍に伴い、余剰
となった同航空機
のエンジンの部品
を官給しており、
価格低減を実現。

ＨＭＵ及びＤ
ＥＣの改修を通
じてＴ７００エ
ンジンの整備を
推進することで
ＳＨ－６０Ｋエ
ンジンの長期的
かつ安定的な供
給を図る。

これまで効率
的なＴ７００エ
ンジンの整備を
推進してきたと
ころであるが、
現 行 HMU 及 び
DECがバージョ
ンアップや更新
等が行われる事
情を踏まえ、令
和５年度以降、
新規調達を推進
する。

【政策目標】

我が国自身の防
衛体制の強化（領
域横断作戦に必要
な能力の強化にお
ける優先事項）

【施策目標】

従来の領域にお
ける能力の強化

我が国の安全保
障環境が厳しさを
増す中、周辺海空
域の安全確保のた
めに適切な維持整
備を推進しＳＨ－
６０Ｋの可動を維
持することが重要

令和3年度

補正後予算額

SH-60K用エン
ジン（T7000-
401C2）の整備

４．０億円

改修作業

再利用

ＤＥＣＨＭＵ HMU：エンジン出力を調整する
燃料制御装置

DEC：エンジンの制御を行う
電子制御装置

6
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第１部 総論 
１ 基本的な考え方 

行政事業レビュー（以下「レビュー」という。）は、各府省庁自らが、自律的に、概算

要求前の段階において、原則全ての事業について、予算が最終的にどこに渡り（支出先）、

何に使われたか（使途）といった実態を把握し、これを国民に明らかにした上で、外部の

視点も活用しながら、過程を公開しつつ事業の内容や効果の点検を行い、その結果を予

算の概算要求や執行等に反映させる取組であり、いわば「行政事業総点検」ともいうべき

もの。 

レビューは、行政の無駄の削減はもとより、事業の効果的、効率的な実施を通じ質の高

い行政を実現するとともに、国の行政の透明性を高め（「見える化」を進め）、国民への説

明責任を果たすために実施されるものである。 

また、国からの資金交付により新設又は積み増し（以下「造成」という。）された基金

（以下「基金」という。）については、適正かつ効率的に国費を活用する観点から、毎年

度、各府省庁自らが執行状況等を継続的に把握し、使用見込みの低い資金は返納すると

いうＰＤＣＡサイクルを確立していくことが重要であることから、レビューの枠組みの

下、基金の適切な管理に向けた取組等を実施する。 

 

２ 体制整備 
（１）行政事業レビュー推進チーム 

① 各府省庁は、以下の構成を基本とした「行政事業レビュー推進チーム」（以下「チ

ーム」という。）を設置し、レビューの責任ある実施に取り組むこととする。 

  統括責任者 ：官房長（官房長の置かれていない省庁にあっては総括審議官等同等

クラス） 

  副統括責任者：会計課長及び政策評価担当課長（会計課長及び政策評価担当課長の

置かれていない省庁にあっては同等クラス） 

  メンバー  ：各局総務課長等。その他、チームの果たすべき役割を踏まえ、地方

支分部局等を含めた関係者が連携・協力できるよう各府省庁で適

切に選任、参画させる。 

なお、各府省庁の判断により、統括責任者、副統括責任者をより上位の職位の者と

することができる。その場合でも、官房長（官房長の置かれていない省庁にあっては

総括審議官等同等クラス）、会計課長、政策評価担当課長はチームのメンバーとして

参画するものとする。 

 

② チームは、以下の取組を行うものとする。 

【事業の点検等】 

ア 事業所管部局による行政事業レビューシート（以下「レビューシート」という。）

の適切な記入及び厳格な自己点検の指導 

イ 外部有識者の点検を受ける事業の選定及び外部有識者からの点検結果の聴取 

ウ 外部有識者による公開の場での点検（以下「公開プロセス」という。）の対象と
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なる事業の選定及び点検結果の聴取 

エ ア、イ及びウを踏まえた事業の厳しい点検（サマーレビュー）及び点検結果（所

見）の取りまとめ 

オ チーム所見を踏まえた事業の改善状況の点検 

カ 当該府省庁全体の概算要求への反映状況の確認及び取りまとめ 

キ 行政改革推進会議による検証結果の以後の予算等への反映に係る指導 

ク 優良事業改善事例の選定等 

ケ 職員の資質向上に係る取組 

【基金の点検等】 

コ 基金所管部局による基金の適切な管理を確保するための以下の取組に関する指

導 

・ 基金シート及び地方公共団体等保有基金執行状況表の作成対象となる基金及

び基金事業の正確な現況把握等 

・ 基金シート及び地方公共団体等保有基金執行状況表の適切な作成及び公表 

・ 基金の適切な自己点検の推進及び実施体制の整備 

サ 公益法人等に造成された基金の執行状況一覧表の適切な作成・公表 

シ 官民ファンド等の出資の所管部局による、出資状況表の作成対象となる出資の現

況把握等及び同表の適切な作成・公表等の取組の指導 

 

（２）行動計画の策定 

① 各府省庁は、毎年度、原則４月中旬までに、現年度におけるレビューの行動計画を

策定し、公表するものとする。 

 

② 行動計画には、当該府省庁におけるレビューの取組体制、取組の進め方、スケジュ

ール等を定めるものとする。特に、チームによる厳格な点検・指摘が確実に実施され

るよう、チームの取組である（１）②ア～シについて、具体的な取組の内容やその取

組の担当者をチームで決定し、それを行動計画に位置付けることとする。 

 

（３）政策評価との連携・事務負担の軽減 

政策評価の取組との連携・事務負担軽減を図るため、各府省庁は、チームと政策評価担

当部局との連携による、レビューと政策評価の一体的な推進を図るものとする。 
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第２部 事業の点検等 
１ レビューシート（行政事業点検票）の作成 
（１）事業単位の整理 

各府省庁は、別紙で対象外としている事業を除く全ての前年度の事業（同年度限りで

終了した事業を含む。以下「前年度事業」という。）について、別途、内閣官房行政改革

推進本部事務局（以下「事務局」という。）が示す様式に従って点検の対象となる事業の

単位（以下「事業単位」という。）を整理する。 

事業単位の整理に当たっては、国民への分かりやすさや成果の検証可能性等に配意す

ることとし、適切な事業単位を設定した上で、「１事業１シート」の原則にのっとりレビ

ューシートを作成することとする。その際、当該事業の概算要求額が 300 億円を超える

事業につき１シートにより作成する場合は、その理由及び国民への分かりやすさなどを

担保するために行った作成上の工夫について説明することとする。 

 

（２）レビューシートの作成主体 

① レビューシートは、各府省庁の全事業を対象に予算の計上府省庁において、事業所

管部局が事業単位ごとに、別途、事務局が示す様式に従って作成する。 

  なお、独立行政法人に対する運営費交付金に係る事業については、運営費交付金に

係るレビューシートとは別に、勘定単位の財務諸表におけるセグメント単位ごとに、

別途、事務局が示す様式に従ってセグメントシートを作成する。 

 

② 移替経費については、原則として、予算の計上府省庁が、支出した府省庁の協力を

得て、レビューシートの作成、事業の点検（公開プロセスを含む。）を行うこととす

る。 

 

③ 当年度予算において予算の計上府省庁を変更した、又は翌年度予算概算要求にお

いて予算の計上府省庁を変更する予定の事業については、変更前の府省庁及び変更

後の府省庁それぞれにおいて、レビューシートの作成を行うこととする。 

 

（３）レビューシートの作成 

レビューシートの作成に際しては、国民への説明として分かりやすさを保ちつつ、十

分に理解を得られるような記載となるよう努めるとともに、以下の点に特に留意するも

のとする。 

① 「事業概要」欄には、事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのよ

うな手段・手法で事業を行うのかについて記載する。また、補助金の類については、

補助率等を記載するとともに、補助メニュー等の概要についても記載することとす

る。 

 

② 活動目標及び活動実績（アウトプット）については、必ず定量的に示すこととする。 
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③ 成果目標は事業の効果検証に極めて重要であることから、成果目標及び成果実績

（アウトカム）の記載に際しては、以下によることとする。 

ア 活動指標と混同することなく、事業実施により実現しようとする国民の利便性向

上などの目標を成果目標とすること。 

イ 成果目標の設定に当たっては、上位政策・施策との整合性を確保するのみならず、

事業実施から成果の発現に至る過程を段階的に設定するなど、成果実績の把握可能

性についても十分考慮すること。 

ウ 成果目標は指標を用いてできる限り定量的に示すこと。また、その根拠となる統

計・データを示すこと。 

エ 現年度から起算して、事業の目標最終年度が 10年以上先である事業については、

「中間目標」欄に向こう３年以内の目標を記載すること。設定が困難な場合は、そ

の理由を記載すること。 

 

④ 事業の性格等によって定量的な成果目標の設定が困難な場合には、以下によるこ

ととする。 

ア 定量的な成果目標の設定が困難な理由を記載した上で、定性的な目標を必ず記載

すること。 

イ 事業の妥当性を検証するための代替的な目標や指標（例：事業の効率性、コスト

削減額など）をレビューシート上に設定すること。 

 

⑤ 地球温暖化対策など政府内で横断的な指標を設定すべき分野に属する事業につい

ては、横断的指標を設定することとする。また、横断的指標に係る数値の計算等に当

たっては、計算方法等の共通化に努めるものとする。 

 

⑥ 政策評価及び経済・財政一体改革との連携については、以下のとおり記載すること

とする。 

ア レビューと政策評価の連携を確保するため、当該事業に関連する政策評価書の

URL及び該当箇所を記載する。 

イ レビューと経済・財政一体改革の連携を確保するため、「新経済・財政再生計画

改革工程表 2021」（令和３年 12 月 23 日経済財政諮問会議決定）の URL 及び該当

箇所を記載する。 

 

⑦ 「関連事業」欄には、事業目的如何にかかわらず、事業の対象や態様において実施

内容が類似していると受け止められる可能性のある事業について、その所管府省庁

名、事業番号、事業名等を記載するとともに、当該事業と関連事業の役割分担の具体

的な内容を記載する。この際、関連事業を可能な限り幅広い範囲で捉え、積極的に国

民に対する説明責任を果たしていくものとする。 

 

⑧ 予算に関する透明性を確保するため、予算の支出先やその費目・使途については、
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十分な把握を行い、以下の点に留意して記載することとする。 

ア 最終的な資金の受け手や予算の具体的な使途が分かるよう記載する。特に、補助

金等の交付により造成された基金や交付金については、補助事業者のみならず間

接補助事業者まで記載すること。 

イ 入札等において一者応札・一者応募となった契約又は競争性のない随意契約に

基づいて、前年度に、１者当たり 10億円以上の支出を行った支出先（国庫債務負

担行為等による場合は、契約総額が 10億円以上となった契約先）については、そ

の理由及び改善策を記載すること。 

ウ レビューシートを活用する際の利便性向上を図る観点から、支出先の法人番号

を記載すること。 

 

⑨ 各府省庁は、レビューにおけるエビデンスに基づく政策立案（以下「EBPM」という。）

の議論に資するため、別途事務局が指示するところに従い、ロジックモデルを作成

し、レビューシートと併せて公表するよう努めるものとする。 

 

⑩ 事業内容の理解に資する資料を適宜添付することは望ましい取組であるが、必要

な情報を効率よく伝達するため資料の分量は最小限のものとする。 

 

（４）事業所管部局による点検 

事業所管部局は、予算の支出先、使途、成果・活動実績等を踏まえ、事業の厳しい点検

を行い、その結果をレビューシートに分かりやすく記載する。その際、以下の点に特に留

意するものとする。 

・事業にどのような課題（会計検査院、総務省行政評価局や財務省予算執行調査による

問題点の指摘等を含む。）があり、その課題に対してどのように対応していくのかと

いった点検の具体的な内容について、可能な限り具体的な説明を行うこと。 

・事業の効果検証や妥当性の検証に当たっては、成果目標や代替的な目標に照らし、実

績に基づいて定量的に行うこと。 

・レビューシートには、事業所管部局による点検を行った結果として「評価」を記載す

ることとされているが、「評価に関する説明」欄において、当該「評価」をどのような

根拠に基づき行ったのか十分に説明すること。 

・事業の効果や効率化がどの程度進んでいるかなど経年での変化についても記載するこ

と。 

 

２ 外部有識者による点検 
（１）外部有識者の選任 

① 各府省庁は、外部有識者を複数名選任し、「そもそも国費投入の必要性はあるのか」、

「同じ予算でより多くの成果を引き出す工夫はないか」、「より少ない予算で同等以

上の成果を引き出す工夫はないか」といった観点から、外部の視点を活用したレビュ

ーの実施に取り組むものとする。 
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その際、外部有識者による点検の対象事業の数に応じ、必要性・有効性・効率性の

観点から、点検を十分に行うことが可能な数の外部有識者を確保することとする。 

 

② 外部有識者は、以下のいずれかの要件を満たす者の中から、過去の実績、職歴等を

勘案して選任するものとする。 

ア 予算の実際の使われ方など予算執行の現場に知見を有する者 

イ 行政全般、個別の行政分野の在り方等に識見を有する者 

ウ 独立行政法人や公益法人の仕組み、実態、問題等に知見を有する者 

エ 民間取引の実態や、地域や現場で生じている問題等に知見を有する者 

 

③ 外部有識者の選任や、（２）の行政事業レビュー外部有識者会合の意思決定等への

関与に当たっては、特に利益相反が生じることのないよう留意する。このため、外部

有識者のうち、点検対象事業の執行に関し利害関係がある者及び過去３年間におい

て点検対象事業に関係する審議会、検討会等（点検対象事業が審議対象に含まれる審

議会、検討会等のみならず、それらの上位の審議会、検討会等を含む。）の委員、専

門委員等になっていた者は、当該事業に係る点検を行うことができないこととする。 

 

④ 各府省庁が選任する外部有識者が②及び③に照らして不適当であると認められる

場合は、事務局は、各府省庁に対し、意見を述べることができる。 

 

⑤ 各府省庁は、選任した外部有識者のリストを各府省庁のホームページにおいて公

表するものとする。 

 

（２）外部有識者会合 

① 各府省庁は、（１）で選任した外部有識者によって構成される「行政事業レビュー

外部有識者会合（以下「外部有識者会合」という。）」を設置する。また、公開プロセ

ス対象事業の選定に係る外部有識者会合の開催に当たっては、事務局が選定した公

開プロセスに参加する外部有識者を加えた上で開催するものとする。 

 

② 外部有識者会合は、外部有識者それぞれの特性や専門性を十分に活用しつつ、以下

の取組を行うものとする。その際、チームは（１）①に掲げる外部有識者に期待され

る役割や事業を点検する上での留意点について、外部有識者に対し周知する。また、

必要に応じ、事務局から外部有識者に対して当該留意点を説明する機会を設けるも

のとする。 

ア 外部有識者による事業の効率的・効果的な点検のための調整 

イ 当該府省庁におけるレビューの取組状況の随時点検、必要に応じた意見の提出 

ウ 当該府省庁におけるレビューの取組を踏まえた、翌年以降の取組に向けた改善点

に関する意見の提出（レビューシート最終公表後） 
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③ 各府省庁は、外部有識者会合の議事概要及び資料を速やかに各府省庁のホームペ

ージにおいて公表するものとする。 

 

④ 政策評価の取組との連携・事務負担軽減を図るため、各府省庁は、レビューの外部

有識者会合と、政策評価に関する外部の有識者によって構成される同種の会合の合

同開催など一体的な運用に努めるものとする。 

 

（３）対象事業の選定 

① チームは、以下の基準のいずれかに該当する事業について、外部有識者に点検を求

める必要がある。 

ア 前年度に新規に開始したもの（前年度の補正予算に計上され、新規に開始したも

のを含む。） 

イ 現年度が事業の最終実施年度又は最終目標年度に当たるもの（類似事業を継続す

る場合に限る） 

ウ 前年度のレビューの取組の中で行政改革推進会議による意見（第４部の１）の対

象となったもの 

エ その他、翌年度予算の概算要求に向けて事業の継続の是非等を判断する必要があ

るもの 

なお、アに該当する事業のうち、前年度の補正予算に計上され、新規に開始した

ものは翌年に点検を外部有識者に求めるものとする。 

 

② チームは、①のほかに、全てのレビュー対象事業が少なくとも５年に一度を目途に

外部有識者の点検を受けることになるよう、前年度事業（補正予算に計上された事業

を含む。）の中から事業を選定し、外部有識者に点検を求めるものとする。この場合、

特に、 

・現年度に政策評価における実績評価の対象となる施策に関連する事業 

・前年度に事業内容が大幅に見直され、実施されたもの又は翌年度予算の概算要求に

向けて事業内容の大幅な見直しを検討している事業 

・前年度の補正予算に計上された事業 

・１（３）⑧イに該当する支出先又は契約先を含む事業 

・事業の執行等に関して、国会の審議はもとより、会計検査院、総務省行政評価局、

マスコミなど内外から問題点を指摘されたもの等、外部の視点による事業の点検の

必要性が高いと判断される事業 

を重点的に選定する。 

その際、客観性を向上させ、外部有識者の知見が十分に活かせるよう、外部有識

者会合を活用し、選定の考え方について外部有識者の理解を得て選定を行うととも

に、対象事業数に年ごとの偏りが生じないよう選定を行うこととする。 

 

③ 外部有識者は、各府省庁が選定した事業に対して、追加や変更を申し出ることがで
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きる。各府省庁は、外部有識者の申出に対して誠実に対応するとともに、申出のとお

り対応しない場合は、当該申出の内容及び申出のとおり対応しない理由を各府省庁

のホームページにおいて公表するものとする。 

 

④ 外部有識者による追加や変更の申出の機会を確保するため、各府省庁は、対象事業

を決定した後、各有識者に対して、速やかに対象事業を通知するとともに、当該申出

の受付期間を通知した日から起算して少なくとも５日間（土日、祝日を除く。）設け

ることとする。 

 

（４）所見欄への記入 

① チームは、外部有識者による点検の結果を、外部有識者の所見として、レビューシ

ートの所定の欄に記入する。 

 この際、外部有識者による事業の改善すべき点の指摘や、検討すべき課題について

の提案等を記載するものとし、また、このような外部有識者による指摘・提案等が積

極的に行われるよう、外部有識者会合を活用して周知を行うものとする。 

 

② 外部有識者による点検の実効性と透明性を確保するため、外部有識者の所見を記

入する際に、当該所見が事業の問題点に関する指摘を含まないものである場合は、点

検を行った外部有識者の氏名を明記することとする。 

 

（５）外部有識者への情報提供等 

各府省庁は、外部有識者が適切な点検を行えるよう十分な情報を提供するとともに、

外部有識者から資料の提供、ヒアリングの実施等の要請があった場合には、誠実かつ迅

速に対応するものとする。 

また、外部有識者が上位の政策・施策に遡った点検を行うことができるよう、政策評価

におけるデータ等も積極的に提供するものとする。 

 

（６）外部有識者所見の取扱い 

① 各府省庁は、外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討において活用す

るとともに、異なる対応を行う場合には、十分な説明責任を果たす必要がある。 

 

② ①が徹底されるよう、次に掲げる取組を行うものとする。 

ア チームは、自らの役割として、指摘を行った外部有識者と関係事業所管部局との

調整を行う。 

イ 関係事業所管部局は、外部有識者の所見を踏まえてどのように点検・改善を行っ

たのか、その調整過程について、レビューシートの「所見を踏まえた改善点」の欄

に記載する。 

 

（７）外部有識者による講評 
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各府省庁は、公開プロセスを含む外部有識者による点検終了後、各府省庁におけるレ

ビューの取組全般について、外部有識者が大臣、副大臣又は大臣政務官に対して、直接に

講評を行う機会を設けなければならない。直接講評を行う外部有識者には、事務局が選

定した外部有識者を必ず含むものとする。講評の場に出席できない外部有識者に対して

は、書面等による講評を行う機会を与えるものとする。なお、公正取引委員会、個人情報

保護委員会、カジノ管理委員会及び原子力規制委員会においては、大臣、副大臣又は大臣

政務官に代えて、各委員会の委員長（委員長に事故がある場合、各委員会があらかじめ定

める委員長を代理する者を委員長とみなす。）に対して講評することができるものとする。 

 

３ 公開プロセス（各府省庁による公開事業点検）の実施 
（１）対象事業の選定 

① チームは、２（３）の外部有識者による点検の対象事業のうち、以下の基準のいず

れかに該当するもののほか、事務局が、公開プロセスの候補事業に追加すべきと判断

したものから公開プロセス対象事業を選定することとする。 

その際、客観性を向上させ、公開点検が望ましいと判断されるものが国民の視点で

選定されることが重要であることから、外部有識者の知見が十分に活かせるよう、チ

ームが幅広い候補事業を外部有識者会合に示し、外部有識者の理解を得て絞り込みを

行うこととする。 

また、外部有識者への候補事業の提示に当たっては、政策評価書等を活用して、所

管事業全体の中で対象事業の位置づけを明示するとともに、その対象事業の中から候

補事業を選定した理由、候補事業の問題点を的確にとらえた論点案を具体的に提示す

るものとする。 

ア 事業の規模が大きく、又は政策の優先度の高いもの 

イ 長期的又は継続的に取り組んでいる事業等で、執行方法、制度等の改善の余地が

大きいと考えられるもの 

ウ 事業の執行等に関して、国会の審議はもとより、会計検査院、総務省行政評価局、

マスコミなど内外から問題点を指摘されたもの 

エ 現年度に政策評価における実績評価の対象となる施策に関連するもの（複数も

可） 

オ その他公開の場で外部の視点による点検を行うことが有効と判断されるもの 

 

② 公開プロセス対象事業の選定にあたり、論点が専門的・技術的に過ぎ国民の関心を

惹起することが期待し難い事業、事業内容の改善の余地が乏しいと考えられる事業

など、公開の場で議論するのにふさわしくない事業は対象としないものとする。 

  

③ 公開プロセス対象事業について、全体として予算規模が少額のものに偏ることの

ないよう、バランスに配慮した選定を行うものとする。また、公開プロセスを効果的

かつ効率的に実施するため、原則として、事業単位で１億円未満のものについては対

象としないものとする。ただし、複数の１億円未満の事業を一括りにして、その総額
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が１億円を超える場合や、１億円を超える事業の数が限られている府省庁において、

公開の場での外部の視点による点検を行うことが有効と判断される事業がある場合

などは、この限りではない。 

 

④ 各府省庁は、公開プロセス対象事業の数を当該府省庁の外部有識者による点検の

対象事業数の多寡等を踏まえて判断する。また、公開プロセスの実施期間はおおむね

１～２日程度を目途に、事業数に応じて設定するものとする。なお、レビューの対象

事業数が少なく、かつ、①の基準に該当する事業がないと考える府省庁は、公開プロ

セスの取扱いについて、事業単位を整理する段階で、事務局に事前に協議を行うもの

とする。 

 

⑤ 公開プロセスに参加する外部有識者は、各府省庁が選定した事業に対して、追加や

変更を申し出ることができる。各府省庁は、外部有識者の申出に対して誠実に対応す

るとともに、申出のとおり対応しない場合は、当該申出の内容及び申出のとおり対応

しない理由を各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。 

 

⑥ 公開プロセスに参加する外部有識者による追加や変更の申出の機会を確保するた

め、各府省庁は、対象事業を決定した後、各有識者に対して、速やかに対象事業を通

知するとともに、当該申出の受付期間を通知した日から起算して少なくとも５日間

（土日、祝日を除く。）設けることとする。 

 

⑦ 事務局は、各府省庁が選定した公開プロセス対象事業のほかに、又はその一部若し

くは全部に替えて、上記に照らし、例えば、過去に公開プロセスの対象となった事業

や行政改革推進会議において指摘のあった事業など、公開プロセスの対象に追加す

べき事業があると判断する場合、各府省庁に対し、対象事業を追加させることができ

る。 

 

（２）外部有識者の選定方法 

① 公開プロセスに参加する外部有識者は６名とし、各府省庁が３名を選定し、行政改

革推進会議の意見を踏まえて事務局が３名を選定する。各府省庁は、外部有識者から

取りまとめ役を指名する。 

 

② 各府省庁においては、２（１）で選任した外部有識者が公開プロセスに参加するこ

とを基本とするが、やむを得ない事情がある場合は、同じ基準で外部有識者を追加的

に選任し、公開プロセスに参加させることができる。 

 

（３）事前勉強会及び現地ヒアリングの実施等 

各府省庁は、公開プロセスの実施に先立ち、外部有識者に対し、公開プロセス対象事業

に係る事前勉強会及び現地ヒアリングの機会を随時提供するとともに、外部有識者から
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資料の提供、現地ヒアリングの実施等の要請があった場合には、誠実かつ迅速に対応す

るものとする。 

また、事務局は、公開プロセスの事前準備や当日の議事運営に関し留意しなければな

らない点を運営要領としてまとめ、各府省庁を通じ事前に公開プロセスの参加者に周知

徹底するものとする。 

 

（４）公開プロセスの進め方 

① 公開プロセスは、６月上旬から中旬までを目途に実施することを原則とする。 

 

② 公開プロセスは、チームの統括責任者又は副統括責任者の進行の下で実施する。進

行役は、それぞれの事業の点検の冒頭に論点を説明するとともに、議事の公正な進行

に努めるものとする。 

 

③ 公開プロセスは、インターネット生中継により公開性を担保することを原則とし、

傍聴も可能とするよう努めるものとする。特に、生中継を行わない場合には、必ず何

らかの形で同時性を確保した公開を実施するものとする。 

 

④ 公開プロセスの結果及び議事録は速やかに各府省庁のホームページにおいて公表

するものとする。 

 

⑤ 公開プロセスにおける点検・議論は、無駄の削減の観点だけでなく、より効果の高

い事業に見直すとの観点から熟議型により行うこととする。 

外部有識者は、公開の場における事業所管部局との質疑及び意見交換を経た後、「廃

止」、「事業全体の抜本的な改善」、「事業内容の一部改善」又は「現状通り」の４つの

いずれかに投票することとする。それぞれの選択肢の基本的な考え方は以下のとお

り。 

なお、選択肢について、外部有識者によって受け止め方が異なることのないよう、

チームは、外部有識者会合の場などを活用し、外部有識者間で事前に認識を共有する

ものとする。 

・廃止：「事業目的に重大な問題がある」、「地方自治体や民間等に委ねるべき」、「効

果が見込めない事業内容や実施方法となっている」などの状況にあり、事業

の存続自体に問題があると考えられる場合 

・事業全体の抜本的な改善：事業の存続自体を問題とするまでには至らないが、事業

全体として「事業内容が事業目的の達成手段として有効でない」、「資金が効

率的に使われていない」、「効果が薄い」など、十分に効果的・効率的な事業

となっておらず、事業内容を大幅かつ抜本的に見直すべきと考えられる場合 

・事業内容の一部改善：より効果的・効率的な事業とするため、事業の中の一部のメ

ニューの改廃、事業実施方法や執行方法の一部の改善等によって、事業内容

の一部を見直すべきと考えられる場合 
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・現状通り：特段見直す点が認められない場合等 

 

⑥ 取りまとめ役は、票数の分布、外部有識者のコメント、質疑及び議論の内容等を総

合的に勘案して、評価結果及び取りまとめコメントの案を提示する。外部有識者は、

提示された評価結果及び取りまとめコメントの案に対し意見を述べることとし、そ

れらの意見を踏まえ、取りまとめ役は、必要な修正を加えた最終的な評価結果及び取

りまとめコメントを公表するものとする。 

評価結果は、外部有識者の評価において最も票数が多い選択肢を基本とし、票数が

分散した場合等には、時間を延長して外部有識者間で議論し、一つの結論を出すこと

を目指すものとする。 

 

⑦ また、他の事業の徹底した見直しを通じて財源を捻出することを前提として、「伸

ばすべきものは伸ばす」との観点から、⑤の選択肢の中から評価結果を確定させた上

で、対象事業を強力に推進する旨の意見を取りまとめコメントに反映することも可

能とする。 

 

⑧ チームは、公開プロセスの評価結果及び取りまとめコメントを、レビューシートの

所定の欄に記入するものとする。 

 

（５）結果の取扱い 

評価結果及び取りまとめコメントは、事業見直しの方向性や見直しの内容を外部の視

点から提示するものであって、概算要求に当たっての各府省庁の判断を示すものではな

い。しかしながら、公開の場での議論の結果であることを踏まえ、各府省庁は概算要求に

向けての事業の検討において尊重するとともに、異なる対応を行う場合は、十分な説明

責任を果たす必要がある。 

 

４ チームによる点検（サマーレビュー）及び概算要求等への反映 
（１）点検を行う体制 

点検を行う事業の数が数百にも及ぶような府省庁においては、事業の十分な点検を行

う観点から、チームの下に複数のワーキングチームを設け分担して点検を行うなど、厳

正な点検を効率的に行える体制を整備するものとする。 

 

（２）所見欄への記入 

チームは、点検結果を所見としてレビューシートの所定の欄に記入するものとする。

この場合、３（４）⑤に定義されている「廃止」、「事業全体の抜本的な改善」、「事業内容

の一部改善」又は「現状通り」との評価結果を明記した上で、具体的な所見を記入するも

のとする。 

 

（３）概算要求等への反映 
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各府省庁は、チームの所見を翌年度予算の概算要求や予算執行等に的確に反映するも

のとする。この際、国民への説明責任を果たす観点から、チーム所見を踏まえてどのよう

に点検を行ったのか、どのように改善を行ったのかなど、その反映状況等について、レビ

ューシートの「所見を踏まえた改善点」の欄に分かりやすく記述するものとする。 

なお、改善点・反映状況が、外部有識者の所見や公開プロセスの評価結果及び取りまと

めコメントと異なる内容となる場合には、その理由を具体的に記載することとする。 

 

５ 点検結果の公表等 
（１）レビューシートの公表 

各府省庁は、事業の目的、事業概要、各年度の執行額、成果目標、事業所管部局による

点検結果、資金の流れ、費目・使途、支出先上位 10者リスト、チームの所見と所見を踏

まえた事業の改善点、翌年度予算概算要求における要求額等を記入したレビューシート

を、翌年度予算概算要求の提出期限後１週間以内に公表するものとする。この際、レビュ

ーと政策評価の一覧性に留意して、国民にとって分かりやすい公表を行うものとする。 

各府省庁は、レビューにおける EBPMの議論に資するため、別途事務局が指示するとこ

ろに従い、ロジックモデルを作成し、レビューシートと併せて公表するよう努めるもの

とする。 

 

（２）概算要求への反映状況の公表 

各府省庁は、チームの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等を取りまとめ、別

途、事務局が示す様式に記入の上、翌年度予算概算要求の提出期限後１週間以内に公表

するものとする。 

 

６ 新規事業及び新規要求事業の取扱い 
（１）レビューシートの作成、公表 

① 事業所管部局は、前年度事業のほか、 

・現年度に新規に開始した事業（以下「新規事業」という。） 

・翌年度予算概算要求において新規に要求する事業（以下「新規要求事業」という。） 

についても、レビューシートを作成する。 

  当該レビューシートには、事業の目的、概要、成果目標・成果実績、活動目標・活

動実績、単位当たりコストなど記入可能な事項を記入する。 

 

② 各府省庁は 

・新規事業については、前年度事業と同じ時期に、 

・新規要求事業については、翌年度予算概算要求の提出期限後２週間以内に、 

公表を行う。 

    なお、新規事業は、前年度事業と同時期に、別途、事務局が示す様式に従って事

業単位を整理するものとする。 

 

  ③ 各府省庁は、レビューにおける EBPMの議論に資するため、新規事業及び新規要求
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事業についても、別途事務局が指示するところに従い、ロジックモデルを作成し、

レビューシートと併せて公表するよう努めるものとする。 

 

（２）チームによる点検及び概算要求等への反映 

① チームは、新規事業及び新規要求事業について、事業の必要性、効率性及び有効性

の観点から、計画が適切に立てられているか、資金が効率的、効果的に用いられる仕

組みとなっているか等について点検を行うほか、十分な情報の開示など透明性が確

保されているか等について点検を行い、点検結果を所見としてレビューシートの所

定の欄に具体的に記入する。 

 

② 各府省庁は、チームの所見を概算要求や予算執行等に的確に反映することとする。 

 

③ 各府省庁は、チームの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等を取りまとめ、

別途、事務局が示す様式に記入の上、 

・新規事業については、前年度事業と同じ時期に、 

・新規要求事業については翌年度予算概算要求の提出期限後２週間以内に、 

それぞれ公表するものとする。 
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第３部 基金の点検等 
各府省庁は、基金について、毎年度、以下の取組を通じ透明性を確保するとともに、余

剰資金の有無等に係る厳格な点検を行うものとする。また、各府省庁は、国からの出資に

より事業を実施している場合には、毎年度、執行状況等を分かりやすい形で公表するもの

とする。 

 

１ 基金シート（基金点検票）について 
（１）基金シート等の作成、公表 

各府省庁は、基金のうち、公益法人等に造成された基金について、以下の定め及び別途

事務局が定める様式等により、基金シート及び公益法人等に造成された基金の執行状況

一覧表（以下「一覧表」という。）を作成し、基金シート及び「一覧表」を公表するもの

とする。 

なお、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」（平成 18 年８月 15 日閣

議決定。以下「基金基準」という。）に基づく見直しの状況等については、基金シートに

おいて明示するものとする。 

 

（２）基金シートの作成対象となる基金 

基金シートの作成の対象となる基金は、次の①～④の全ての条件に該当するものとす

る（２（１）～（４）により地方公共団体等保有基金執行状況表を作成、公表している基

金を除く。）。 

① 造成の原資 

国から交付された資金（補助金・交付金・貸付金・拠出金等）の名称や資金の交付

方法（直接交付・間接交付）の別を問わず、国から交付された資金（地方交付税交付

金を除く。）の全部又は一部を原資として造成したものであること。 

 

② 資金の保有期間等 

    次のア～ウのいずれかに該当するものであること。なお、保有される資金の名称

（○○積立金、○○勘定、○○資金等）の如何は問わない。 

ア 国から資金の交付を受けた年度内に当該資金の全額を支出せず、次年度以降にか

けて支出することを目的として保有されているもの（独立行政法人、国立大学法人

及び大学共同利用機関法人（以下「独立行政法人等」という。）に係る運営費交付

金債務を除く。）。 

イ 上記目的の如何にかかわらず、２年を超えて資金が保有されているもの。 

ウ 資金の保有の有無にかかわらず、貸付等（出資を含む。以下同じ。）の事業を実

施するもののうち、返済等を原資として複数年度にわたり再度又は繰り返して貸付

等を行うもの。 

 

③ 基金残高 

    次のア～ウのいずれかに該当するものであること。 
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ア 前年度末に基金残高を有するもの（既に廃止が決定されたが国庫返納をせず残高

を有しているものを含む。）。 

イ 基金を用いて行う事業（以下「基金事業」という。）の終了や国庫返納等に伴い

前年度中に基金残高が無くなったもの（新規募集の終了後、補助事業者の成果報告

や財産処分等の完了後の事務処理など後年度において費用が発生する事務のみを

実施するもの等を含む。）。 

ウ 前年度末に基金残高を有していないが、基金を原資とする貸付等の残高を有する

もの。 

 

④ 基金の造成法人等 

    国から直接交付又は間接交付された資金により次に掲げる法人等に造成したもの

であること。 

・独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法人、認可法人、特定

非営利活動法人、株式会社、法人格のない組合等 

 

（３）基金シートの担当府省庁 

基金シートの作成・公表の担当府省庁は、次のとおりとする。 

① 基金の造成に充てられた資金を予算計上した府省庁が、当該基金の基金シートの

作成・公表等を行う。また、複数の府省庁において、同一の基金事業に係る資金が予

算計上されている場合は、記載内容について相互に調整した上で、それぞれ基金シー

トを公表する。 

 

② 復興庁で計上した予算について、各府省庁からの資金交付により、基金が造成され

た場合は、各府省庁の協力を得て、復興庁において取りまとめて公表する。他の移替

経費についても予算を計上した府省庁が取りまとめて公表する。 

 

（４）基金シート等の公表の時期等 

① 公表時期 

各府省庁において作成した基金シートについて、９月末を目途に公表を行う。また、

「一覧表」は基金シートの公表と併せて公表する。 

 

② 公表単位 

・基金事業別に基金シートを作成するものとする。なお、基金事業の単位の整理に当

たっては、国民への分かりやすさや余剰資金の有無の検証可能性等に配意し、適切な

基金事業の単位を設定するものとする。 

・公表に当たっては、基金と基金事業との対応が明確になるよう同じ基金で実施し

ている基金事業をまとめて掲載するなど、一覧性に配意するものとする。 

 

（５）基金シートを通じた基金の点検等 
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各府省庁における基金シートを通じた基金の点検に当たっては、「基金基準」及び「基

金の再点検について」（令和３年 12 月９日行政改革推進会議取りまとめ）を踏まえ、以

下のとおり厳格に点検を実施し、余剰資金について国庫返納を行うものとする。 

 ① 基金の点検等 

ア 「保有割合」の基礎となる事業見込みに合理性や現実性を欠くことがないよう過

去の執行実績や具体的な需要等を基に、精度の高い事業見込みを算定し、これに基

づく「保有割合」の計算を実施する。 

イ 将来に発生し得る損失への備えを目的とした事業については、当該事業で備える

べき損失の範囲（対象とする期間や、経費の内容等）を明確にした上で、当該損失

に応じた合理性ある事業見込みを算定し、これに基づく「保有割合」の計算を実施

する。 

ウ 執行促進を目的として事業執行期間中に行う条件緩和や制度拡充には厳格に対

応し、原則として余剰資金を国庫返納させるとともに、終了期限の延長についても、

同様に厳格に対応する。 

エ 個別具体の事業を基金方式により実施することの必要性については、個々の事業

の性質に応じて適切に判断する。特に、以下の３類型に該当しない事業については、

基金方式によることなく実施できないか真摯に検討する。 

  ・不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業 

  ・資金の回収を見込んで貸付け等を行う事業 

  ・事業の進捗が他の事業の進捗に依存する事業 

オ 需要の大幅な減少等により低調な執行が継続している基金事業は、意義や有効性

に問題があると考えられる。レビューシートや基金シートにおける成果目標の達成

状況などを踏まえ、廃止を含め基金事業の在り方について検討する。 

  

② 基金の設置法人等の適格性の点検 

   基金を造成する法人等の適格性を担保する観点からチームは、基金の設置法人等

の選定について以下のとおり点検を行うものとする。 

ア 基金を新設した場合における基金の設置法人等の申請条件や審査項目、選定経緯

について、他事業に比べて過度に制限的になっていないか、事業執行能力の審査が

適切に実施されているか等の観点から点検する。 

イ 既設の基金について、基金の大幅な積み増しにより事業量が拡大した場合や所期

の円滑な業務運営が実現しない場合等必要に応じ基金の設置法人等の適格性を点

検する。 

 

③ 基金への拠出時期・額の適切性の点検 

  基金の効率的な活用を図るため、基金へ拠出を行う場合、基金への拠出時期及び額

が、事業の性質に応じて年度当初の一括交付が必要であったか、基金事業の実施状況

に応じたものとなっているかについて基金シートにおいて明らかにする。 
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２ 地方公共団体等保有基金執行状況表について 
（１）地方公共団体等保有基金執行状況表の作成、公表 

各府省庁は、地方公共団体等に造成された基金（以下「地方公共団体等基金」という。）

について、以下の定め及び別途事務局が定める様式等により、地方公共団体等保有基金

執行状況表（以下「執行状況表」という。）を作成し、公表するものとする。 

 

（２）執行状況表の作成対象となる基金 

執行状況表の作成の対象となる基金は、１（２）①～③に定める条件及び次の基金の造

成団体等に係る条件の全てに該当するものとする。 

  ・基金の造成団体等 

   次のア又はイのいずれかに該当するものであること。 

ア 国から直接交付又は間接交付された資金を原資として基金を造成した地方公共

団体 

イ 国から資金交付を受けた地方公共団体から間接交付された資金を原資として基

金を造成した次に掲げる法人等 

・独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法人、認可法人、特

定非営利活動法人、株式会社、法人格のない組合等 

 

（３）執行状況表の担当府省庁 

執行状況表の作成・公表の担当府省庁は、１（３）のとおりとする。 

 

（４）執行状況表の公表の時期等 

① 公表時期 

各府省庁において作成した執行状況表について、９月末を目途に公表を行う。 

 

② 公表単位 

    執行状況表のうち、総括表は基金の造成原資別とし、個別表については基金の造

成団体等別とする。 

 

（５）地方公共団体等基金の精査等 

各府省庁は、地方公共団体等基金について、地方公共団体の事務負担に留意しつつ、１

（５）を踏まえて精査を行い、余剰資金があれば、地方公共団体に国庫納付を促すものと

する。 

 

３ 出資状況表の作成・公表等 
（１）出資状況表の担当府省庁 

国から出資を受けた法人等を所管する府省庁が出資状況表の作成・公表を行うものと

する。また、複数の府省庁により同一の法人等を共管している場合は、記載内容について

相互に調整した上で、それぞれ出資状況表において公表する。 
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（２）出資状況表の作成・公表 

各府省庁は、別途事務局が定める様式等により、出資状況表を作成し、９月末を目途に

公表を行うものとする。 
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第４部 行政改革推進会議による検証等 
１ 行政改革推進会議による検証 

行政改革推進会議は、各府省庁の点検が十分なものとなっているか、点検結果が的確

に概算要求に反映されているか、公表内容が十分なものとなっているか等について検証

を行い、必要に応じ、検証の結果が予算編成過程、制度改正等で活用されるよう意見を提

出するものとする。 

 

２ 秋の年次公開検証の実施 
レビューシートの公表後に、秋の年次公開検証（以下「秋のレビュー」という。）を実

施する。また、公開性を担保するほか、公開方法の充実や双方向性の確保などにより、国

民の関心を高めるものとする。 

各府省庁は、秋のレビューにおける指摘事項を、以後の予算等に適切に反映すること

とする。 

 

３ レビューの取組に係る行政改革推進会議への報告等 
（１）各府省庁は、行政改革推進会議からの求めに応じ、レビューの取組に係る報告等を

行うものとする。 

 

（２）事務局は、１及び２の意見等に対する各府省庁の対応状況について、適時にフォロ

ーアップを行い、その結果を行政改革推進会議に報告するものとする。 

 

４ チーム責任者会合の開催 
各府省庁のレビューの取組の改善につなげるため、チームの責任者を集めた会合を必

要に応じ行うものとする。 
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第５部 その他重要事項 
１ 優良な事業改善の取組の積極的な評価 
（１）各府省庁による自主的な事業改善の取組の評価 

① 各府省庁において、チームは、事業所管部局による自主的な事業改善の取組のう

ち、優れた取組を優良事業改善事例として積極的に評価するとともに、府省庁内に普

及させていくものとする。 

 なお、優良事業改善事例については、翌年度予算概算要求までを目途にレビューシ

ートとともに評価内容等を各府省庁のホームページにおいて公表することとする。 

 

② 自主的な事業改善の取組については、レビューシートの「事業所管部局による点

検・改善」の「点検・改善結果」欄に、その具体的内容を記載するものとする。 

 

③ 優良事業改善事例の選定に当たっては、次の観点を考慮するものとする。 

ア 事業効果や執行実態を把握・分析した上で、事業内容や執行上の課題が的確に抽

出されていること。 

イ 事業内容について、課題を踏まえた有効な改善がなされていること。 

ウ 事業改善の取組において、独創性や創意工夫が発揮されていること。 

エ グッドプラクティスとして共有可能な汎用性のある取組であること。 

 

（２）優良事業改善事例等を参考とした積極的な事業改善 

各府省庁は、優良事業改善事例を参考として、積極的な事業改善に努めるものとする。 

 

２ その他重要事項 
（１）国民へのレビューの周知広報等 

① 事務局は、公表されたレビューシートや基金シートを元に、レビューに関する国民

からの意見募集を行い、結果を各府省庁に伝達するとともに、行政改革推進会議によ

る検証等に活用するものとする。 

 

② 事務局は、データの集計や府省庁横断的な分析・検証に資するよう、レビューシー

トの主要事項についてデータベースを作成・公表し、主要政策・施策及び主要経費別

の表示も可能とする等、国民による利活用の促進を図るものとする。 

 

③ 事務局は、レビューの取組が広く国民に知られるよう、これらの取組を通じ、効果

的・効率的な周知・広報に努める。 

 

（２）人事評価への反映 

各府省庁は、優良事業改善事例を始め、レビューの取組を通じ、職員が厳格な事業の点

検や積極的な事業見直しを行った場合、当該職員の人事評価に適切に反映されるよう努

めるものとする。 
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（３）職員の資質向上等 

① 予算に対する公務員の意識改革や政策立案能力の底上げを図る観点から、レビュ

ーを活用した若手職員の研修を充実させるものとする。 

 

② チームは、レビューにおける自己点検をより一層実効性のあるものとするため、研

修等を活用して、職員に対して指導を行うものとする。なお、指導の際には、レビュ

ーシートの各記載項目の趣旨を的確に捉えて作成されており、国民の目から見て分

かりやすい記述と評価できるレビューシートを例として用いるものとする。 

 

（４）その他レビューの実施に必要な事項 

事務局は、レビューの適切な実施のために必要と認めるときは、各府省庁に対し、必要

な資料の提出及び説明を求めることができる。各府省庁は、事務局から求めがあった場

合には、適切に対応するものとする。 

本実施要領のほか、レビューの実施に必要な事項は、事務局から随時提示し、各府省庁

においては、事務局と調整しながらレビューを実施するものとする。 

行政改革推進会議は、本実施要領や事務局から提示された事項に則してレビューを行

っていない府省庁があると認める場合は、必要な改善が行われるよう意見を提出するも

のとする。 
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行政事業レビューにおける点検の対象外の事業について 

 

 以下の事業については、行政事業レビューにおける点検の対象外とする。 

① 個別事業と直接関連づけることが困難な共通経費 

・ 人件費（定員管理している国家公務員に限る。） 

・ 各府省庁の事務的経費（「（項）○○府省庁共通費」のうち「○○本

省一般行政経費に必要な経費」及びその類似経費として計上・執行

している分に限る。） 

※ 類似経費として取り扱うものの参考基準については参考参照 

② 国債費、地方交付税交付金 

③ そのほか、別表の対象目整理表で対象外としているもの。 

  

（別紙） 
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（参考） 

類似経費として取り扱うものの参考基準 

 

 

１ 名称が「○○府省庁共通経費」ではないが、一般行政経費として扱っているもの。 

例：○○庁共通費（○○庁一般行政に必要な経費） 

 

２ 共通経費に計上していないが、一般行政経費として取り扱っているもの。 

例：○○○○総合研究所（○○○○総合研究所に必要な経費） 

○○業務費（○○大学校に必要な経費） 

 

３ 特別会計の業務（事務）取扱費（業務（事務）取扱いに必要な経費） 

 

４ 共通経費に計上しているが、一般行政経費として扱っていないもののうち、 

① 法令に基づき設置されている審議会の経費 

② 職員に直接支出する旅費のみで構成されている事業 

 

５ 予算上、個別事業と関連づけできるため共通経費以外の（項）に計上している事務的

経費で、正規職員が直接費消する旅費や備品、消耗品等の庁費のみで構成されている事

業（庁費であっても、調査研究等外部に発注し行うような経費は、類似経費には該当し

ない。）。 

 

注）これらの経費について、各府省庁の判断で、行政事業レビューにおける点検対象とす

ることを妨げるものではない。 
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（別表） 

対象目整理表 

 

目番号 目 対象／非対象 備  考 

０１ 議員歳費 × 立法府経費のため 

０２ 職員基本給 ○ 定員管理している国家公務員に係る

人件費のみ対象外 

０３ 職員諸手当 ○  〃 

０４ 超過勤務手当 ○  〃 

０５ 諸手当 ○   

０６ 雑給与 ○  

０７ 報償費 × 現在使途を明らかにしているものは

対象 

０８ 旅費 ○  

０９ 庁費 ○  

１０ 原材料費 ○  

１１ 立法事務費 × 立法府経費のため 

１２ 議員調査研究費 ― 該当なし 

１３ 渡切費 ― 該当なし 

１４ 委託費 ○  

１５ 施設費 ○  

１６ 補助金の類 ○  

１７ 交際費 ○  

１８ 賠償償還及び払戻金 ○  

１９ 保証金 × 訟務関係のため 

２０ 補償金 ○  

２１ 年金及恩給 ○  

２２ 他会計へ繰入 × 繰入れ先の支出目で対象か否か判断 

２３ 貸付金 ○  

２４ 出資金 ○  

２５ 供託金利子 × 訟務関係のため 

００ 公共事業関係費の目 ○  

 その他（予備費） × 使用時は支出目で対象か否か判断 

注）「○」は対象であることを、「×」は非対象であることを意味する。 

また、「（項）○○府省庁共通費」のうち「○○本省一般行政経費に必要な経費」及びその類似経費とし

て計上しているものは対象から除く。 
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（別紙１） 

内閣官房行政改革推進本部事務局 

 

公開プロセスに参加する外部有識者への留意事項 

 

○ 行政事業レビューは、行政の無駄の削減はもとより、事

業の効果的、効率的な実施を通じ質の高い行政を実現する

ことを主な目的として実施。 

 

○ このため、公開プロセスを事業の効果的、効率的な実施

に向けた議論の場とすべく、御参加頂く外部有識者の方々

には、 

・「ここが悪かったのではないか」「ここに責任があるので

はないか」といった何かを責めるのではなく、 

・構造的な問題を明らかにし、「こうすれば良いのではな

いか」「こんなやり方もあるのではないか」 

といった前向きで建設的な御意見・御提案を頂くようお願

いしたい。 

  

（参考資料２）
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